
平成 20 年度一般会計予算特別委員会会議録 
平成２０年３月１３日（木） 

（開 会）１０：００ 
（閉 会）２１：４１ 

 
○ 委員長 
 ただいまから平成２０年度一般会計予算特別委員会を開会いたします。 
 この際、委員会の運営方法についておはかりさせていただきます。本日から予算審査を行う

わけですが、審査の方法といたしましては、お手元に配付いたしております審査順序のとおり

審査を進めてまいりたいと考えております。まず、事前に通告のあった資料要求を行います。

なお、通告以外の資料要求はその都度、おはかりしていきます。次に、各款の質疑に入ります

が、質疑は表に示しておりますように、歳出は７つに区切り、歳入は一括して質疑を行いたい

と思います。なお、歳出・歳入の両方にまたがるものについては歳出の方で、質疑をお願いし

ます。次に、繰越明許費、債務負担行為、地方債、給与費明細書についての質疑を行います。

次に、答弁を保留した質疑、および各款・各条にまたがる質疑を、総括質疑として行い、 後

に討論、採決を行います。以上のような委員会運営を考えておりますが、よろしいでしょうか。 
（ 異議なし ） 

ご異議もないようですので、そのような運営をさせていただきます。次に、執行部の皆さん

に要望しておきます。この特別委員会がスムーズかつ能率的に運営できますように、各委員か

らの質疑に対しては、その内容を確実に把握され、ハッキリと的確に質問された部分のみ、答

弁をしていただきますように要望しておきます。また、審査を行います過程で、各款に関係の

無い方は退室していただき各職場で仕事をして頂きますよう、強く要望しておきます。以上、

皆さんのご協力をお願いいたします。 
それでは、「議案第９号 平成２０年度飯塚市一般会計予算」を議題といたします。お手元に

配付いたしておりますとおり、事前に資料要求の通告があっております。 
執行部にお尋ねいたします。先ず、瀬戸委員から要求のあっております資料は、提出出来ま

すでしょうか。 
○ 財政課長 
 資料要求につきましては、各課にまたがりますので、財政課でお答えさせていただきます。

瀬戸委員から要求があっております資料につきましては、提出させていただきます。 
○ 委員長 
 おはかりいたします。瀬戸委員から要求がありました資料については、要求することにご異

議ありませんか。 
（ 異議なし ） 

ご異議なしと求めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。次に、兼本委員から要求

があっております資料は、提出できますでしょうか。 
○ 財政課長 
 提出させていただきます。 
○ 委員長 
 おはかりいたします。兼本委員から要求がありました資料については、要求することにご異

議ありませんか。 
（ 異議なし ） 

ご異議なしと求めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。次に、人見委員から要求

があっております資料は、提出できますでしょうか。 
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○ 財政課長 
 提出させていただきます。 
○ 委員長 
 おはかりいたします。人見委員から要求がありました資料については、要求することにご異

議ありませんか。 
（ 異議なし ） 

ご異議なしと求めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。次に、川上委員から要求

があっております資料は、提出できますでしょうか。 
○ 財政課長 
 要求のあっております資料のうち、要求資料の３ページ、上から４段目、５段目に部落解放

同盟飯塚市協議会平成１８年度支出のうち市長選２５，０００円、市議選７３，０００円の領

収書の写し、及び部落解放同盟研修費に関わる領収書の写し、この２件については資料があり

ませんので提出出来ません。なお、他の資料については、提出させていただきます。 
○ 委員長 
 おはかりいたします。川上委員から要求がありました資料のうち、執行部が提出出来る資料

について要求することにご異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 

ご異議なしと求めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。次に、江口委員から要求

があっております資料は、提出できますでしょうか。 
○ 財政課長 
 要求のあっております資料でございますが、小中学校幼稚園につきましては、資料を作成し

ております。学童保育所等につきましては、対象がありませんので、その他の分について提出

させていただきます。 
○ 委員長 
 おはかりいたします。江口委員から要求がありました資料については、要求することにご異

議ありませんか。 
（ 異議なし ） 

ご異議なしと求めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。 
○ 川上委員 
 私が資料要求しましたうち、部落解放同盟に関わる二つの資料要求が提出出来ないというこ

とのようです。どういう事情なのか伺いたいと思います。 
○ 人権同和推進課長 
 今言われました部落解放同盟飯塚市協議会平成１８年度支出のうち、市長選 25,000 円、市

議選 73,000 円の領収書の写しということでございますけど、これにつきましては、運動団体

の方に領収書の写しということでお願いに行きましたけど、提出出来ないということでござい

ました。また、部落解放同盟研修費に関わる領収書の写しでございますけど、これにつきまし

ては、私どもの検査しております際に確認しておりますので、ご理解ください。 
○ 川上委員 
 予算特別委員会で、委員が資料要求をしたわけです。25,000 円と 73,000 円についての領収

書は、今の答弁からいうとあるということですね。 
○ 人権同和推進課長 
 先ほども申しましたけど、運動団体の方に行きましたけど、提出されないということでござ

います。 
○ 川上委員 
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 提出されないというのは、運動団体に文書があるんですね。領収書そのものはあるんですね。 
○ 人権同和推進課長 
 これにつきましては、補助対象外ということになっておりますので、あるかないかについて

の答弁は避けたいと思います。 
○ 川上委員 
 そういうことは、通用しないでしょう。あなた方は、領収書があるかないかも分からないわ

けですか。それとも分かっているけども、答弁しないんですか。ここは、飯塚市議会の予算特

別委員会ですよ。５４１億円の規模の予算を今から審議するんですよ。はっきり答弁してくだ

さい。 
○ 企画調整部長 
 この経費につきましては、補助対象外の経費という支出区分から支出されております。従い

まして、飯塚市には勿論、この領収書の写しはございません。補助対象外の経費から、支出さ

れておりまして、運動団体の自主財源の中から支出されております。先だって、私の方が運動

団体の方に行きまして、この領収書の写しを市の方でいただけませんかというお願いをしまし

たところ、運動団体の方は、これはあくまでも団体の自主財源から出してるのだから、領収書

の写しは出せないというようなお答えでございましたので、よろしくお願いいたします。 
○ 川上委員 
 私はさっきから領収書は運動団体にあるのかどうかを聞いてるんですよ。今の答弁では分か

らないでしょう。 
○ 企画調整部長 
 ただ今、ご答弁申しましたように、運動団体の方には領収書はありますけど、自主財源の中

から支出しているので、飯塚市には写しは出せないというようなお答えでございました。 
○ 川上委員 
 全く納得がいかなわけですが、研修費の方はどうですか。ご理解願いますということでした

けど、その意味が分からない。研修費の領収書は、なぜ出てこないんですか。 
○ 人権同和推進課長 
 議員のご存知のとおり、私どもが年に２回、運動団体の方には検査に行っております。その

際に、運動団体の方から全ての領収書のチェックを行っております。指摘を受けた領収書を提

出してくださいということですけど、私どもが検査に行った際に、領収書のチェックは行って

おりますので、これはご理解をお願いしたいと思います。 
○ 川上委員 
 残念ながら、行政執行をチェックするのが議会の仕事なんですよ。だから、我々は見たと、

あなた方は見る資格がないという訳にはいかないんです、自治法上、我々はそれを見る責任が

あるんですよ。だから、予算委員会で請求したいというふうに言ってるわけですよ。先ほどは、

自主財源だから解放同盟が出さないと言ってますと、理解せよと、納得せよというふうに無理

難題言ってるわけですよ、あなた達は、今度はね。研修費は何ですか、自主財源じゃないでし

ょう。市民の税金そのものじゃないですか。それをあなた方は、私達は見ましたと、領収書が

あることは認めたことは一歩前進ですよ、その領収書の中身が大問題だっていうことが明らか

になってるじゃないですか。だから、予算特別委員会に出してもらいたいというふうに言って

るんです。どうして出せないんですか。 
○ 企画調整部長 
 ご質問者が言われますように、確かにこの研修費につきましては、補助金対象内の中から、

経費が出されております。この領収書の写しというご質問でございます。これにつきましては、

私の方が、しっかりと年２回検査したなかで、領収書を確認させていただきまして、適正に執
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行されているということを確認いたしております。領収書の写しというご質問でございますが、

これにつきましては、飯塚市が補助している団体は財政援助団体は数多くございます。この一

部分の領収書だけを出すということになりましたら、全ての領収書も飯塚市の方が移しを保管

とかいうことになりますので、そこらあたりは十分にご理解をしていただきまして、ご容赦の

ほどよろしくお願いいたします。 
○ 川上委員 
 他にも団体に補助金を沢山出してるから出せないとかいう、そういうことは通用しないでし

ょう。なぜ私がこの二つの領収書を要求してるかというと、 初の方のものは法に明確に触れ

るか、あるいは触れる恐れのある、そういう支出だから言ってるんじゃないですか。そういう

ことを言ってるんですよ。それから、後者の方は、あなた方答弁したように、研修、行き先も

分からない、人数も分からない、分かっているのは金額だけと、不明だらけの研修費５００万

円、こういうのが市民の前で通用するかということでしょう。だから、要求してるんじゃない

ですか。あなたは、確実に領収書が前者の方も後者の方もあると、しかもあなた方見てると、

それなら出しなさいよ。 
○ 人見委員 
 のっけから、資料要求の段階でどうも平行線というか、すぐさま折り合いのつくような話に

なりそうもない気がするんですね。それで、いくつか整理を、要求者も整理をしていただきた

い。答弁者も執行部の方も、領収書に関わる補助の対象内外によって、その領収書の提出義務

の有無まで関わってきちんとルールとしてあるのかないのかとかですね。我々は、当然のこと

ながらこれは人権に関わる大きな日本全国津々浦々関わるような話なんですよね。だから、一

面質問者の言われることも分かるような気がする。同時に、執行部があえて行政としての立場

を貫かれようとするのも分かる気がする。どちらに我々重きを置けばいいのかというのが付け

ないですね。そこのところを、時間とっていただいて、明日なら明日でいいんですが、時期を

明示していただいて、それまでに我々が判断出来る、お互いの主張を整理してもらったらどう

だろうかと思うんですが、委員長何か知恵がないですか。多分これは時間がかかるばっかりだ

と思います。 
○ 委員長 
 暫時、休憩いたします。 
休 憩  １０：１５ 
再 開  １０：１７ 
 委員会を再開いたします。 
○ 川上委員 
 当局側の資料に関する答弁は、全く納得がいかないんです。それで、今日は保留しますので、

再度あなた方が補助金を出している責任があるわけですから、きちんと領収書を出すようにと

いうことで、再度当該団体に申し入れをしてください。これは、強く要望しておきます。そこ

で、今から予算特別委員会始まるんだけど、重要な問題があるんだけども、答弁がないと、そ

れから資料も出てこないと、どうしたらいいかということなんです。それで、部落解放同盟に

ついては、平成２０年度 47,378,000 円もの補助金が計上されています。予算書に書いてある。

この問題の解明を避けていては、市民の期待に応えた厳格な予算審査が出来ないと思うわけで

す。そこで、先ほどから言っております部落解放同盟飯塚市協議会平成１８年度支出のうち、

４月１６日に飯塚市長選挙齊藤守史氏出陣式 25,000 円、翌年３月４日に松本 友子出陣式（選

対事務所）73,000 円の支出があったことになっていることが、市の資料で既に明らかになって

いるわけです。この二つの支出は、寄付行為であれば、政治資金規制法違反、３年以内の禁固

又は５０万円以下の罰金に当たるわけです。出陣式参加者に対する日当であれば、公職選挙法
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買収に抵触する恐れがあります。これについては、財源が補助金であろうとなかろうと法の規

定を免れることは出来ないんです。あなた方も承知のとおりです。私は、３月７日の本会議に

おける一般質問で、この二つに支出と併せて同和住宅入居をめぐる特別会費１万円の収入が二

箇所あること、狭山闘争費支出、中央交渉の参加人数のほとんどが不明であるうえに、そのた

びの懇親会名目の多額の支出、行き先や人数のほとんどが不明である研修旅行にあわせて５０

０万円もの支出、こういうことがあるのを指摘しました。これに対しまして、監査事務局長は

見落としがあったと答弁したんです。しかし、企画調整部長及び人権同和推進課長は、これら

の事実を自ら確認しているのも関わらず、本会議では事実を隠して答弁しなかった。一方、齊

藤市長は平成１８年の市長選において、部落解放同盟飯塚市協議会から寄付を受けた覚えが無

い旨の答弁をされたわけです。そして更に、部落解放同盟に対する補助金全体についてこう答

弁されましたね、「私自身も中身も知らないことが沢山あり、質問者の方からのいろんなかたち

での示唆を頂きましたけれども、補助金の交付につきましては私は適正に行われているとの認

識のもとに、今までおりましたけれども、今までのことが確かなのか不確かなのかをしっかり

見ながら、これからの補助金交付等については、考えてまいりたい。」こういう答弁をされたん

ですね。そもそも刑事訴訟法第２３９条の２は、官吏または公吏は、その職務を行うことによ

り犯罪があると思慮するときは、告発をしなければならない、このように規定していますね。

こうした状況のもとで、今日から５４１億円規模の予算の本格審査が始まるわけですが、本委

員会が審査しようとする平成２０年度一般会計予算案には、この部落解放同盟に対する補助金

がその後も修正もされずに、47,378,000 円計上されたままです。仮にこのまま、この予算案が

可決されて、実際に補助金交付が執行されるということになりましたら、法に照らしてどうか

という点もあります、重大です。同時に、市民の大きな批判を浴びることは火を見るより明ら

かだと思うわけです。従って、本予算特別委員会としては、責任ある予算案審議を厳格に行う

ために、当事者を参考人として招き、深く事情をお聞きする以外にないと思うわけです。そこ

で私は、地方自治法の規定に基づき、参考人として齊藤守史市長、松本友子市議、部落解放同

盟飯塚市協議会の松本建一委員長並びに会計担当者及び領収書のチェックをはじめ監査責任の

あった繩田洋明企画調整部長、高倉孝人権同和推進課長、千代田一敏同補佐、更に本市の宇都

口洋一監査委員、道祖満監査委員、池口隆典事務局長の１０人、参考人として招致することを

求めるわけであります。日時については、３月１７日月曜日が適当と判断いたします。是非、

委員長において取り計らいをよろしくお願いいたします。 
○ 人見委員 
 今、取り上げられ参考人の話まで出ております今回のこの問題ですけど、この部落解放同盟

に対する補助金の支出の歴史、経過、何年続いている話ですかこれ、およそ何年からやってい

るのか分かったら教えてくれません。何でまさに今こんな話がまことしやかにというか、出て

くるのかがよくよく理解出来ない部分があるわけです。法律だって、いくつも判例が積み重な

ってくると、それはそれでまた法律になっていくということを薄い知識の中でもってるわけで

す。我々は、執行部が営々として出してこられ、チェックしてこられ、国の事業や制度の主旨

にのっとってやってこられたことに対する信頼というものを基本的にはおいているわけですよ。

それを何であえて今回みたいに 終的に１０人にもおよぶような参考人招致の話が出てくるの

か。その前に我々にきちんとそうした歴史的経過も踏まえてもう少し説得力のあるような話を

返してくれませんか。おかしいですよ、こんな議論は、と僕は思うんですがいかがですか部長。 
○ 企画調整部長 
 今、ご質問者のご指摘の件でございます。先ず、１点、いつからこの補助金を出しているの

かということでございまして、旧飯塚市におきましては昭和４４年から現在に至るまで、この

補助金ということで運動団体の方に交付をいたしております。この目的としましては、常に私
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がご答弁申し上げてますように、人権問題、部落問題の解決に向けて飯塚市の行政の補完的な

活動をしていただいてます運動団体に対しまして、その活動費ということで飯塚市の補助金交

付要綱に基づきまして、適正に支出させていただいているところでございます。 
○ 人見委員 
 そういう意味では、適正にといわれる中で、今回具体的に資料まで提示して、この支出名目

のこの金額で指摘があってるわけですよ。対象内なのか対象外なのかということも含めて、は

っきりとそうした相手先、補助団体からの提出義務というのがどこまでかせられ、そして我々

議会に対しては、どの程度までにそれを明らかにする執行部として、求められれば、義務が生

じてくると判断されるのか、そこまでの説明は先ず頂きたい、その上で参考人の云々の話とい

うのは判断をしたいと思うわけです。すぐさまそういうふうな話が、答弁返していただけます

か。いただけないとすると、ちょっと休憩とってもらって、何かこれもまた明確に時期を定め

て結論を得られるような配慮がいただければと思うんですけど。 
○ 兼本委員 
 今、参考人を招致ということで提案が出ましたけど、参考人招致の場合は、参考人にどうい

うふうなことを聞こうかということの意見を付してやらなければならんわけですね。だから、

質問者、１０人ですか、名前だけ列記されましたけど、どういうことを聞こうかということを

はっきりさせていただかんと、我々は呼ぶか呼ばないかということについては、判断しかねる

わけですよ。だから、あなた、ただ名前だけ、関係のある人だけ名前出したけど、この人には

こういうことを聞きたい、この人にはこういうことを聞きたいということをはっきり言ってや

っていただかんと、我々はただ呼ぶ呼ばないだけの賛否をとるわけにはいかないから、その中

でこの方にこういうことを聞くということが、あなたが言ったことがしかるべきことであれば、

判断の材料になると思いますけど、ただ名前だけ列記されたわけではいきませんので、呼ばれ

るんでしたら、必ずこの方にはこういうことを聞きたい、この方にはこういうことを聞きたい

というは明記して提案していただかんと、それは提案になりませんよ。 
○ 川上委員 
 それについては簡単ではあったんですけど、さっきの提案要望の中で申したつもりでしたけ

ど、不足したと思います。それで、指摘を受けて改めて申し上げたいと思うんですが、齊藤守

史市長と松本友子市議については、寄付行為、寄付を受け取っていないかということを出来れ

ば証拠を付けてお話を聞きたいと思うわけです。それから、部落解放同盟飯塚市協議会の松本

建一委員長並びに会計担当者につきましては、支出は明らかになってるわけですから、支出先

がどこなのかということをお聞きしたいわけです。これによって、政治資金規制法に抵触する

のか、あるいは公職選挙法に抵触する恐れがあるのかが明らかになるだろうと思うんですね。

それから、繩田洋明企画調整部長、高倉孝人権同和推進課長、千代田一敏同補佐それから宇都

口洋一監査委員、道祖満監査委員、池口隆典監査事務局長については、領収書を確認したかど

うか、またその上で確認しておるのであれば、二つの法に関する観点から違反する問題、それ

から違反する恐れがある問題についてどういう観点で監査したかというところをお聞きしたい

と思うわけであります。 
○ 兼本委員 
 議会事務局にお尋ねしますけど、担当の事務方の名前が今かなり出ました。担当の事務方を

参考人として呼ぶことについては、どういう取扱いになるかご存知であれば教えてください。 
○ 議事課長 
 市長をはじめ担当部課長につきましては、説明員という範疇に入るのではないかと思われま

す。 
○ 委員長 
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 暫時、休憩いたします。 
休 憩  １０：３２ 
再 開  １０：４３ 
 委員会を再開いたします。 
○ 企画調整部長 
 申し訳ございません。運動団体に対します補助金につきましては、これまでの川上委員の質

問に対しまして、ご答弁させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 
○ 人見委員 
 構いませんけど、対象内の科目については、こういうものです、対象外の科目については、

それ以外のものですとか、せめてそうしたものをこういうふうな機会をとらえたら、私が言っ

てるのはそういったことが分かっていないことがあるわけですよ。だから、聞いているわけで

す。そしたら、こうしたものが対象内になるんです、だからこの範疇なんです、ここについて

は対象外の科目になっておりますので、こういうふうな答えがかえってきておりますと、なん

かそういうのをきちんと我々が納得できるようなかたちで説明、答弁が出来ないかということ

をもどかしく僕は聞いているわけです。かえってきた言葉が、そういうふうなことなんですよ。

全然丁寧とは思いません。その上で、判断はさせていただきます。 
○ 江口委員 
 先ほど資料要求があっておりまして、領収書の写し、特に研修費のほうについてでございま

す。研修費のほうについて、先の決算委員会でも問題になりましたですよね。１８年度の決算

委員会の席でも、領収書をきちんととっているのかどうか問題になりましたよね。その時のお

答えが、これをきちんとお願いに行くという話でしたよね。その時にお話したのは、公金だよ

と、公金を使って仕事をしていだく、行政が行うべき事務を代わりにやっていただくというわ

けですよね。そうであるならなおのこと、きちんとこれこれこういうふうなかたちでちゃんと

やりましたという証拠を残さなければならない。ほとんどの団体、それこそ領収書の写しを付

けて出しますよね。特に、やっぱりここの部分は前回の時も疑念があった部分です。いくつか

の団体で、清算が０，０，０、下３桁がゼロ３つですよね。本当にこれが正しいのっていう疑

念が持たれた団体です。だからこそきちんと整理をしなくてはならない、領収書も添付して出

していただかなくてはならない、見たのであれば領収書の写しをとらなければならないわけで

すよね。その部分について、きちんと出しいただくようにお取り計らいをしていただけるのか

どうか。若しくは、それがなされないのであれば、補助金交付規則の方には、補助事業等が完

了した時は、その成果を記載した実績報告書に補助金等に係る経費の収支を明らかにした書類

を添付し、市に報告しなければならないとあります。そういった部分で、きちんと出されるの

か、どうなりますかお聞かせください。それでもし研修費についての領収書が出されないので

あれば、その代わる部分の報告書等の資料の提出をお願いしたいと思います。委員長において、

取り計らいのほどよろしくお願いいたします。 
○ 委員長 
 暫時、休憩いたします。 
休 憩  １０：４７ 
再 開  １０：４８ 
 委員会を再開いたします。江口委員の方から要求がありましたことにつきましては、関係あ

る質問のところで要求していただきますようお願いいたします。それでは、ただ今川上委員か

ら本案審査に際して、参考人を招致したいとの発言がありました。これに賛成の委員は挙手願

います。 
（ 挙手 ） 
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 賛成少数、よって参考人の招致については否決されました。先ほど要求されました資料のう

ち、準備がなされた資料を事務局に配布させます。なお、残りの資料につきましては、準備が

出来次第配布させます。それでは、執行部から全般にわたり補足説明を求めます。 
○ 財政課長 
 補足説明させていただきただきます。議案資料として配布いたしております平成２０年度予

算資料をお願いいたします。１ページをお願いいたします。予算額につきまして、一般会計は、

５４１億円、特別会計、企業会計、合計で１，１２６億２，６１６万８千円、前年度と比較い

たしまして、９２億９，０５１万１千円、７．６％の減となっております。２７ページをお願

いいたします。この表は、一般会計の歳出を款別に前年度と比較したものでございます。まず、

総額の比較でございますが、前年度と比較いたしまして、６億２，０００万円、１．２％の増

となっております。増減の主なものについて説明いたします。総務費の減の主なものは、地域

振興費のうち企業誘致、新産業育成事業等の商工費への組み換えや人件費の減等によるもので

す。民生費の増減の主なものは、後期高齢者医療制度への移行によりまして、県の広域連合へ

の負担金増、老人保健特別会計繰出金の減、頴田保育所の新築工事による増などです。農林水

産業費の減の主なものは、強い農業づくり事業費補助金、防衛施設周辺障害防止事業の廃止等

によるものです。土木費の増減の主なものは、住宅建設事業の増、県流域下水道事業の減など

によるものです。教育費の増の主なものは、小・中学校整備及び健康の森公園多目的施設整備

の増によるものです。公債費の増の主なものは、合併特例債及び臨時財政対策債の元金償還の

増によるものです。諸支出金の減は、土地開発基金からの土地買戻しの減によるものです。 
２９ページをお願いいたします。この表は、歳出を性質別に前年度と比較したものでございま

す。人件費の減の主なものは、職員不補充等による職員給の減によるものです。補助費等の増

の主なものは、後期高齢者医療制度の開始により、県広域連合への負担金１０億７，３００万

円です。繰出金の減の主なものは、後期高齢者医療制度の開始により、老人保健会計の繰出金

の減によるものです。普通建設事業費の増は、頴田保育所新築工事、住宅建設費の増、小・中

学校整備の増、健康の森公園多目的施設建設などによるものです。２５ページをお願いいたし

ます。この表は、歳入を款別に１９年度と比較したものでございます。市税は、１９年度の実

績を参考に３億９，７００万円を増額いたしております。地方交付税は、１９年度の交付額を

参考に１億円減額しております。国庫支出金の増は、公営住宅建設や小中学校整備事業費の増

などによるものです。県支出金の減の主なものは、明星寺川流域下水道事業委託金の減による

ものです。繰入金は、財政調整基金、土地開発基金の減等により、約８億３，８００万円の減

となっております。市債は、保育所、公営住宅、小・中学校等の整備費の増額に伴い増となっ

ております。２ページをお願いいたします。予算の概要を費目毎にまとめ、予算書のページを

記載いたしております。その中の主なものについて説明いたします。先ず、歳入でございます

が、市税は、１９年度の実績を参考に総額で１３９億１，３８３万１千円を計上いたしており

ます。地方交付税は、普通交付税を１３３億円、特別交付税を１７億円計上いたしております。 
３ページをお願いいたします。繰入金の財政調整基金で財源の調整を行っていますが、１８億

６，４２０万７千円を計上いたしております。諸収入で頴田病院の打ち切り決算に伴います未

収金を計上いたしております。また、文化会館の自主運営に伴い自主事業収入を計上いたして

おります。市債につきましては、３６億５，８６０万円を計上いたしておりますが、このうち、

合併特例債を１５億８，９２０万円見込んでおります。次に、歳出でございますが、４ページ

をお願いいたします。人件費につきましては、一般会計、特別会計合わせまして９２億１，９

０２万９千円を計上いたしております。なお、特別職につきましては、市長１０％、副市長、

教育長５％の報酬削減を１年間延長し、地域手当につきましては、平成１９年１２月より廃止

いたしております。企画費の飯塚市地域公共交通構築事業は、法定協議会を設立し、コミュニ
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ティバス運行の事業計画を策定し、２１年度からの運行を予定いたしております。５ページを

お願いいたします。電算管理費の電算システム適正化コンサルタント委託料は、次期のリプレ

ースに向けて、２０年度から２２年度にかけて、現状の分析を行い、適正な電算システムを構

築しようとするものです。民生費の社会福祉総務費の中国残留邦人支援対策事業は、本年度か

らの新たな支援措置でございますが、老齢基礎年金相当額を補完する給付金の支給と自立支援

のための日本語教育支援等を行うものです。忠隈住民センター指定管理委託料は、本年度から

利用料金制によりシルバー人材センターに委託するものでございます。高齢者福祉費の高齢者

保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委託料は、２１年度から２３年度までの第４次事業計

画を策定するものです。６ページをお願いいたします。後期高齢者医療療養給付費負担金は、

平成２０年４月からの制度改正によりまして、医療療養給付費の１／１２の自治体負担を老人

保健特別会計への繰出金から県の広域連合負担金へと変更となったものです。はり、きゅう施

術費給付金は、１９年度までは、国保会計で実施しておりましたが、後期高齢者医療制度によ

り、後期高齢者が対象外となりますことから、一般会計で給付対象を国保以外の後期高齢者に

も拡大して実施するものです。７ページをお願いいたします。子育て支援を充実させるため、

児童福祉総務費の乳幼児医療費で、乳幼児医療費の無料化について、１９年度は、５才未満ま

で無料にするように、市単独分を引き上げておりましたが、２０年度につきましては、更に就

学前まで引き上げるようにしております。また、児童措置費の乳幼児健康支援一時預かり事業

で市立病院に一箇所の増設、母子父子福祉費で母子家庭等日常生活支援事業委託料、青少年対

策費で、ファミリーサポートセンター事業委託料、次ページで子育て短期支援事業委託料、産

前・産後生活支援事業委託料を計上いたしております。７ページの保育所費で、子育て支援セ

ンターを新たに頴田第１保育所内に設置するようにしております。また、二つの保育所を統合

する頴田保育所新築事業にかかる経費を計上いたしております。青少年対策費の次世代育成支

援行動計画(後期)ニーズ調査委託料は、平成２１年度策定予定の後期計画のための調査であり

ます。８ページをお願いいたします。生活保護の扶助費につきましては、９２億２，５１１万

２千円を計上いたしております衛生費の健康づくり推進費の妊婦健康診査委託料で公費負担の

回数を２回から５回に拡充いたしております。上水道費の水道事業会計補助金で合併特例債を

活用して浄水場整備等に対し事業費の５０％を出資するようにいたしております。病院費で市

立病院事業会計補助金を交付税の算定等を基礎に１億３，７９３万 ６千円を計上いたしてお

ります。また、頴田病院事業精算費で、打ち切り決算に伴う未払い金５，２４０万５千円を計

上いたしております。９ページをお願いいたします。労働費の旧特定地域開発就労事業従事者

暫定就労事業で、延べ８，１５１人を吸収いたしまして三軒屋～工業団地線道路新設工事を４

工区に分けて実施するようにしております。農林水産業費の農業振興費の福岡県農地・水・環

境保全協議会負担金は、地域で組織を作り、計画に基づき共同で実施する活動に対して助成す

るもので、市の負担部分を一旦、県の協議会に支出し、県の協議会から実施地区に助成するも

のです。本年度は、八木山地区、津島地区、津原地区で実施の予定です。農業土木費の上穂波

東地区県営土地改良事業負担金は、２０年度から２５年度にかけて実施する３５ｈａの圃場整

備事業に対し負担するものです。１０ページをお願いいたします。林業振興費の荒廃森林再生

事業委託料は、森林環境税を活用して、荒廃した民有林２，０００ｈａを１０年計画で再生し

ようとするものです。商工費の商工業振興費で企業誘致を推進するため名古屋事務所設置にか

かる経費を計上いたしております。新産業創出支援事業は、総額２，７５５万７千円で、ベン

チャー企業への支援や新技術・新製品開発補助金等を計上いたしております。商店街活性化が

んばろう会補助金は、天道商店街が行ないます商店街活性化のためのソフト事業に対し助成す

るものです。１１ページをお願いいたします。企業立地促進補助金は、１９年度に要綱を見直

しましたが、本年度は旧要綱と新要綱での補助金の交付となります。観光費の旧伊藤伝右衛門
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邸運営費でイベントの開催経費等を計上いたしております。飯塚観光協会補助金につきまして

は、協会の組織体制を強化するために事業運営費の増額いたしております。土木費の道路橋り

ょう費で小峠・東光線道路改良事業費、本町２号線景観舗装整備工事等、また、県営事業費負

担金として飯塚穂波線等の負担金を計上いたしております。１２ページをお願いいたします。

都市計画総務費の都市計画基本方針等策定委託料は、都市計画に関する各種計画を年次計画で

策定するもので、本年度は、国土利用計画を策定するようにしております。街路事業費で、水

害対策の一環として取り組んでおります芳雄橋、飯塚橋の架け替え事業の県負担金を計上いた

しておりますが、本年度完了予定です。遠賀川・穂波川もぐり橋等設置工事は、国土交通省の

工事とあわせて中の島の利用を促進するために実施するものです。勝盛公園改良工事は、健康

遊具ゾーン整備等を行うものです。住宅建設につきましては、市営住宅ストック総合活用計画

に基づき事業を進めておりますが、本年度は、川島公営住宅建替事業、弁分公営住宅建替事業

等を実施するようにいたしております。１３ページをお願いいたします。消防費の災害対策費

の防災行政無線設備設置調査設計委託料は、２１年度にかけて市内全域に同報系の防災無線を

整備しようとするものです。別途、債務負担行為で工事費５億６，４００万円を計上いたして

おります。教育費の小学校教育振興費で、小学校の１学年から３学年までを３５人学級にする

ために、１１人分の臨時教員の経費を計上いたしております。また、外国人児童教育支援事業

は、片島小学校を拠点校として、外国人及び帰国児童が安心して学び通学できる環境の整備を

行うものです。小学校特色ある教育活動費は、学校、家庭、地域が連携し特色ある教育活動に

取り組むための経費です。外国人講師委託料は、小学校３学年以上のクラスに年間２０時間の

英語の授業を実施するものでございます。小学校整備費で頴田小学校、庄内小学校及び上穂波

小学校の調査委託料を計上いたしております。１４ページの伊岐須小学校大規模改造工事、各

小学校図書室等空調設備設置工事につきましては、合併特例債を活用して整備するものであり

ます。中学校教育振興費の外国語指導助手委託料は、外国語授業の効率化を図るため、ＡＬＴ

の更新時期に合わせてＡＬＴから民間委託に切り替えるものであります。中学校整備費で頴田

中学校及び穂波西中学校の調査委託料を計上いたしております。また、飯塚第一中学校大規模

改造事業、各中学校図書室等空調設備設置工事につきましては、合併特例債を活用して整備す

るものでございます。図書館費で本年度より実施いたします市立図書館３館の指定管理委託料

を計上いたしておりますが、ブックスタート事業も併せて実施するようにいたしております。 
１５ページをお願いいたします。文化財保護費で旧伊藤伝右衛門邸管理費を計上いたしており

ます。また、庭園保存整備調査設計委託料は、まちづくり交付金事業を活用して、名勝指定に

向けた調査を行うものであります。鹿毛馬神籠石敷購入費は、国の補助事業を活用して年度計

画で購入しているものでございます。文化会館費で、会館運営にかかる経費を計上いたしてお

りますが、本年度の運営につきましては直営で実施するようにいたしております。体育施設整

備費の健康の森公園多目的施設建設事業は、目尾地域振興基本計画に基づき、実施するもので

す。公債費は、臨時財政対策債、合併特例債の償還増により、元金を７１億３，１７２万４千

円、利子を１０億５，２７９万５千円計上いたしております。繰越明許費は、弁分公営住宅建

替工事から健康の森公園多目的施設建設工事までの４件につきまして、工期の都合で年度内の

完了が見込めませんので事業費の一部を次年度に繰り越すものでございます。債務負担行為で

ございますが、行政評価制度導入支援業務委託料、１６ページの電算システム適正化コンサル

タント委託料は委託期間が３年にわたるため設定するものでございます。固定資産税納税通知

書作製費、外国人講師委託料、外国語指導助手委託料は、２１年度の予算執行にあたり準備期

間が必要なため設定するものでございます。防災行政無線設備設置工事は、工期が２年にわた

りますので設定するものでございます。農業制度資金利子補給金、福岡県信用保証協会保証料

負担金は、制度資金利用者に対して助成しようとするものであります。中小企業融資資金の信
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用保証にかかる損失補償は、代位弁償が発生した場合に補償するものでございます。３５ペー

ジをお願いいたします。この表は、投資的経費内訳表でございますが、款別に、予算額、財源

内訳を記載いたしております。３７ページをお願いいたします。本年度の合計額は、４３億１，

８６４万４千円で、財源内訳の右端の一般財源は、１０億４，８６５万３千円となっておりま

す。平成１０年度から１９年度の過去１０年間の投資的経費の平均は、１０１億 １１９万５

万円、投入一般財源は、２６億２，４１０万４千円でありますので、特定地域開発就労事業の

終息の影響もありますが、事業費、充当一般財源とも非常に抑制した状況になっております。 
４０ページをお願いいたします。この表は基金ごとに１７年度末残高、１８年度残高、１９年

度末見込額、２０年度末見込額を記載いたしたものです。一般会計の積立基金の２０年度末見

込み額の合計は、９８億１，８１８万５千円で、財政調整基金は、１３億１，５７１万８千円

となる見込みです。なお、１９年度の決算で剰余金が発生した場合、１/２は積み立てることと

なりますので、若干の増加は見込めます。減債基金につきましては、２０年度末は１０億２，

０５３万５千円の見込みです。次に、地方債の状況について説明させていただきます。予算書

の２１５ページをお願いいたします。一般会計の前々年度末から本年度末の現在高見込額を記

載いたしております。前々年度末は、１８年度で６４７億６，８７３万９千円、１９年度末は、    

６０８億８，２５７万６千円、２０年度末は、５７４億９４５万３千円となる見込みで、投資

的経費を抑制いたしておりますので、地方債残高につきましては、減少傾向にあります。本年

度予算も財源不足のため、１８億６，４２０万７千円の財政調整基金の取崩しで収支バランス

を取っており、行財政改革実施計画の確実な実施が必要であり、今後の扶助費等の経常経費の

伸びや国の地方財政対策の状況では更に厳しい状況となることが予想されます。更に、普通交

付税では、現在、合併特例として、合併算定替えの措置がとられており、合併１１年目より減

少し１６年目より本来の算定となり、年間２０数億円が減額となりますので、そのことを念頭

に置いた行財政の運営を行なって行かなければなりません。以上で、補足説明を終わらせてい

ただきます。 
○ 委員長 
 補足説明が終わりましたので、ただいまから各款ごとの質疑に入りますが、質疑をされる際

には、予算書または資料のページ数と費目を示して、質疑されますようお願いいたします。ま

ず「第１款 議会費」および「第２款 総務費」４８ページから７７ページまでの質疑を許し

ます。はじめに、質疑通告されております５１ページ、総務費、一般管理費「職員採用試験の

概要について」、人見委員の質疑を許します。 
○ 人見委員 
 ５１ページ、職員の採用試験の概要についてという質疑に入ります前に、資料の２０７ペー

ジ組織機構体制の新旧表を提出いただいておりますので、先ずこの現体制から４月以降の見直

しの体制の説明をできたらしていただきたいと思います。 
○ 行財政改革推進室主幹 
 組織機構体制表についてご説明いたします。左側に昨年の５月１日現在の職員配置数、それ

から右側に本年度末までの退職予定者等を見込んだ中で、来年度当初の職員配置予定数を記載

いたしております。昨年の５月１日では、配置職員数は１，１３０人でございましたが、来年

度当初では本会議、代表質問等で来年当初の職員数につきましては、１，０４４人を予定して

いるというご答弁をいたしておりましたが、作成する時期等が若干ずれているために、比較表

では１，０４７人を配置予定数といたしております。配置職員数が減少いたしました理由とい

たしましては、比較表作成後に死亡、それから普通退職などによりまして退職予定者が増えた

ことによるものでございますが、今後におきましても若干の職員配置数の減少が考えられると

ころでございます。なお、新旧比較表の内容の説明につきましては省略をさせていただきます。 
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○ 人見委員 
 省略されていいと言えばいいんですが、およそこの当たりがご覧のとおり変わりますとか、

何かそういう特色はないんですかね。 
○ 行財政改革推進室主幹 
 失礼しました。組織機構の主なものでございますが、平成２０年度につきましては、大きな

ものについてご説明いたしますが、建設部と都市整備部を統合いたしまして、都市建設部を設

置いたします。それから、経済部でございますが、企業誘致推進室を設置いたします。それか

ら、住宅課と建築課を統合いたしまして、建築住宅課を設置することにいたしております。ま

た、病院老人ホーム、企画調整部の中にあります病院老人ホーム対策室につきましては廃止す

るようにいたしております。それから、各種委員会、教育委員会でございますが、現在の教育

総務課でございますが、これを教育総務課と教育施設課ということで新たに教育施設課を新設

するようにいたしております。また、文化課につきましては、文化財保護課ということで名称

変更いたしまして、今現在文化課の中に、文化振興係がございますが、これにつきましては生

涯学習課の所管ということにいたしております。また、図書館につきましても廃止をいたしま

して、図書館事務につきましては、生涯学習課図書館係ということで新設を予定いたしており

ます。上下水道局につきましては、管理課、建設課を統合いたしまして、上水道課ということ

で、１部４課で組織するようにいたしております。また、病院局につきましては廃止をいたし

まして、病院に関する事務につきましては、健康増進課の方で所管するようにいたしておりま

す。なお、支所につきましては、現行どおり４課体制といたしておりますが、係につきまして

は統合いたしまして、穂波支所は１０係を６係、それから他の３支所につきましては１０係を

５係に再編いたしております。以上、簡単ではございますが、説明を終わります。 
○ 人見委員 
 ありがとうございました。こうやって説明を受けて改めて目を落としてみますと、出たり入

ったりというか、これは数年前に新設されてこういう独立した課だったのになとか、それがま

たどこかに引っ張り込まれて、また縮小されてるなとか、こういうのが見えたりするもんだな

と思います。これがまさに人事の妙というか、この時期の役所における大きな新陳代謝という

か、時には統合したり時には分散したりとか、そういうような形をとりながらエネルギーが改

めて薫発されるというか、そういうふうに思うんですが、ややもするとそうはいかない変わり

映えのせんというか、そんな認識を市民からもってもらうと決して良くないし、こういう機構

の見直し、組織の再編というのは常にそうした職員こぞって新しい息吹にもえる、そうしたも

のを彷彿されるべきものだろうと思います。そうした中で、新規の採用のあるべき姿、そして

職員の適正な規模というのが、さあどの程度なんだろう、今この社会の変化が激しい中で、自

治体に求められている適性な職員というのはどの程度のものなんだろうと、こういうふうな関

心も高いところだろうと思います。それで、改めて２０年度の採用の人数等概要が決まってお

れば是非お聞かせを願いたいと思うわけですが、いかがですか。 
○ 人事課長 
 昨年、採用試験を実施いたしまして、２０年度に採用をいたします職員については、１４名

でございます。うち２名が技術職員でございます。 
○ 人見委員 
 そうじゃなくて、ようするに平成２０年度で採用試験を受験する、その概要を聞きたいので

すが。 
○ 人事課長 
 ２０年度の採用試験ということでございますが、これにつきましては２１年度の組織体制、

新たな再編等も見込まれますが、その体制が行革の中で確定し次第、採用人数そういったもの
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を決定したいというふうに考えております。現在のところ、未定でございます。 
○ 人見委員 
 観点が変わりますが、先ほど体制表をご説明いただいて、比較すると１，１３０人が１，０

４４人になっていくわけです。確かに職員数の減少は、おおいに見られるところなんです。ち

なみに、これが正規の社員であれば、再任用、それから臨時雇用、それから嘱託、このあたり

の非正規職員については、平成１９年度と２０年度、大きな変化があるのかどうか、このあた

りどうでしょうかね。具体的に何名くらいおられるのか。 
○ 人事課長 
 平成１９年度の再任用職員でございますが２６名、嘱託職員については２５６名、臨職につ

いては３９４名と、臨時職員につきましては変動がございますので、４月１日時点での概数と

いうことでご理解いただきたいと思っております。それから再任用職員でございますけど、平

成２０年度につきましては、６０名弱、だいたい５５名程度になるんじゃなかろうかと、今職

場配置の中で詰めておりますので、確定数字じゃございませんが、５５程度になろうかと、嘱

託については２２０名から２３０名、それから臨職については約３５０名程度になるんではな

かろうかと思っております。ですから、再任用職員については増加予定でございますが、嘱託、

臨職につきましては削減の予定でございます。 
○ 人見委員 
 数字だけ見ると、そこそこ２２０から２３０でしょう、３５０でしょう、５５でしょう、相

当な数にのぼるんだなと思うわけです。一方で、正規職員は５年の目標が２年でほぼ達成され

るとか、こういう見方がなされ実態があがっておるわけですよね。この項で２つ聞きたいんで

す。一つは、先ほどのまだこの時点で２１年度の採用にあたる平成２０年度の採用試験の人数

等の概要は２１年度の組織のあり方だとか確定がなされない中で、未定だという話でございま

した。昨年の採用試験の経過を新聞報道等で聞いてみますと、なかなか応募数がままならない

と、特に技術系はとかいう話だってあってるわけですよね、一時の公務員にどっと人が、新卒

の希望の人が殺到したという時期はなくなったのか。逆に自治体の方としては、新規採用に氷

河期とは言わないけれど、そうした冬の時代に入りつつあるのか。見方を変ええれば、人材が

集まってこないよということなのかという気がするので、そのあたりどのように認識をされて

おるのかお聞かせ願います。 
○ 人事課長 
 国家公務員、県職員、それから私ども地方公務員の市職員とおるわけでございますが、全体

的に若者の公務員志望が減少していることは事実でございます。それから、今後受験の対象年

齢の人口も減少しておりまして、全体的に職員の確保に苦労してあるというのは実態でござい

ます。私どもも 盛期の３分の１程度に減りましたけど、各自治体同様な状況でございます。 
○ 人見委員 
 そうした状況が既に認識もされておるわけですね。先ほどの話ではないですけど、まだこの

時期ですから、新年度の予算の時期ですから、とても今の時期に次年度の採用試験の人数枠に

しろその概要というのはまだ決めきれないという部分は分からないでもないんですが、だけど

それが慣行として今までの人事のそうしたあり方のサイクルというか、年間サイクルの中では

そうなんだという慣行の中で行われているとするならば、どうなんだろうかという疑問をもつ

わけです。どこかサイクルを少し早めてでも、先ほど言われたように人材の確保は難しくなっ

てるということになると、早く先駆けて採用試験が実施されるような準備に入れないものなの

か。どこかのネジを巻くのを少し早くすれば出来ないのかとか、更に言えば人事課の方として

もこのより良い職員の採用というか確保を図るためには、求職活動じゃないけれども、人探し

活動というか、高校だとか大学で進路の担当者が企業訪問したりだとか学校訪問したりだとか
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するような、いい人材が欲しいんですという、来てくださいよと、逆に人気が落ち目の時がチ

ャンスですよと、これから将来が見えてきますよと、またこういう時勢であるがゆえに次のま

ちづくりの主体者におおいに関わっていただきますよと、地域づくりに貢献できるんですよと、

そうしたＰＲもあってもいいのかなと思っておりますが、そうしたサイクルを少し早めてとか、

そういうふうなことが出来ないものかなと思ったりするんですが、相対的にどうですか。 
○ 人事課長 
 確かに、質問者言われますとおり民間の採用、これが早く動いておりまして公務員のなり手

が少ない状況の中で、各自治体採用に苦労いたしておると、ですから採用試験も９月、１０月

という前期、後期ございますけど、私どもは昨年は前期の９月に行いました。これは、統一試

験でございますけど、７月の検討もなされておって次年度２０年度からは７月の実施の方が、

７月９月１０月というかたちで検討もされておると、行われるだろうと、それに私どもが間に

合うかどうかというのもございますし、そういったかたちで動ければそういったかたちも検討

いたしたいと、ただ実質的にははっきり何名採るかというのは、２１年度の組織、これで不足

する数が確定しますものですから、そういったところで行財政改革の方とも協議をいたしたい

と、それから質問者言われました学校を回って出来るだけ応募者を募れという事に関しまして

は、技術系を中心に努力をしていきたいと考えております。 
○ 人見委員 
 そういう積極的なＰＲ活動は自治体だからしていけないとか法に抵触することはないわけで

すよね。分かりました。もう一つ聞きたいのは、当然行革が進んでおるわけです。一方で、正

規の職員は減ってるんです。当然、これは計画の中で、どのように減らしていくかという、ま

さに人件費そのものの根本的な抑制から行革は始まるであろうと、このような観点はあるわけ

ですね。一方で、人数的に見て職員の、それは正であろうが非正規であろうが、臨時だとか再

任用だとか嘱託も含めると、それほどに大きく変わってないのかなという気もするんです。と

いうことは、市民に対するサービスを人的に見るとそんなに極端には減らせないよと、サービ

スの低下は招かすことはできないよということが一方であるのかなと、そうやって見たときに、

我々が行革行革と言うんですけど、この行革の進捗を計る尺度、どの角度どの視点で見ていく

ことが、行革が図られておるということにつながるのだろうかと、このような疑問を改めても

ったわけです。この機構体制の見直しの中でも、先ほどちらっと触れましたように、数年前や

っとこの課が重要だという共通認識のもとで増えたにも関わらず、今回また縮小されて違う課

のところに入ってるとか、こういうようなケースがままある。人事等も含めて、この体制の見

直しというのは、新鮮さ、そういう行政が発信するエネルギー、そういうものも合わせ持つん

だろうと、これが採用試験の折にそうした青田刈りにしろ何かについても飯塚市はこういう面

で力入れてるんだというのが、一目瞭然はっきり分かるようなものにこういう体制を見れば出

てくるのかなと、このようにも関連付けられるわけです。一方で、行革の尺度と言いつつ、一

方でこういう目玉というか、そういうものも見てみたい、改めて 後お聞きしますが、行革推

進の進捗の尺度、どういう物差しをもって行革は進んでるんだと、我々はその認識をもってお

けばいいのか、行政の立場からは人数を減らすだけじゃない、人数から見れば極端に減らすわ

けにはいかない、しかしながら財政はこれだけ縮減できたとか、いろんな見方があって私が言

ってるこういう部分もあるんですと、何かそういう尺度、物差しになるようないくつかの視点

を示唆いただければと思うんですが無理難題でしょうか。よかったら、お答え願えないですか。 
○ 財務部長 
 進捗状況の見方は、いろいろ考え方があるでしょうけど、端的に申しますと今実施計画をた

てております。この中で、その年で実施計画にあがっていても金額の入ってない項目もござい

ますけど、一応前回議会の方にも相談し、あるいは説明した中では、実施計画の中で、その年
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の目標額というのを定めております。これが一つの大きな尺度であろうと思っております。人

的な面は別としますと。ですから本会議の代表質問の中にもありましたけど、過去２年間は、

それと今年の当初予算に対しましても、目標額を上回った数字、個々の事業については多少の

デコボコと言いますか、より進んだところともう少し調整のかかるところがございますけど、

数字だけを見るとはるかに上回っておる。ただ残念なことに、それをはるかに上回る地方交付

税の削減があったので、どうしても先ほど財政課長が答弁しましたように１８億何がしかの財

政調整基金を繰り入れて全体の収支バランスを図ると。ただ、これについても３年目に入りま

すので、ここらで現時点での行政需要といいますか、改めてきっちりした中で見直してみて、

このシュミレーションをして今の実施計画のままでいいのかというのは、新年度に入ったら

早々にその作業に取り掛かる必要があろうと思っております。ですから、実施計画の進捗状況

など、財政シュミレーションをたてております、それが現時点で言えば実施計画の進捗状況が

どうかということが一つの物差しではないかというふうには考えております。私はそれぐらい

かなと思っておりますけど。 
○ 人見委員 
 財務担当で見れば、そういう実施計画で行革の進捗が見られると、他に部署が変わればこう

いう見方だって出来るんじゃないかというものをお持ちの方おられません。是非、教えてもら

っときたいんです。こういう角度からも行革というのは進められるんだと、市民にも説明でき

るんだというようなことを我々も知っておきたいんです。私自身は知っておきたいのです。何

も人数だけじゃないよ、財政がこうだからということでもないよ、こういう面もあるんだよと、

ないならないんですね。こっちも質問が的を得てるかどうか分からないで質問しているところ

もあるんです。だから、思い切って感じるところがあったら、どんどん言ってくれればいいと

思うんですが、無いようですから委員長ごめんなさい、これで閉じらないとしょうがないね。 
○ 委員長 
 続きまして、川上委員の質疑を許します。 
○ 川上委員 
 ５２ページ総務費、一般管理費、説明の項には穂波地区ふれあいバス運行委託料、筑穂ふれ

あいバス運行委託料、庄内地区ふれあいバス運行委託料、頴田地区施設間バス運転委託料とい

うふれあいバス関連と言いますけれども、予算が計上されています。今年度のこれらの委託料

は前年度と比べて増減はどうなっているかお尋ねします。 
○ 穂波支所総務課長 
 穂波地区の状況でございますが、旧穂波地区には３本のコミュニティバスを運行しておりま

す。その中で、総務部の担当といたしましては、ふれあいバスとふれあいタクシーの２つでご

ざいます。福祉センターバスにおきましては、保健福祉部の所管となっております。資料の２

２ページをお願いいたします。委託契約金額は、１９年度で 7,266,000 円でふれあいバスでご

ざいます。ふれあいタクシーは、3,669,750 円、以上でございます。ふれあいバスにつきまし

ては同額でございます。 
○ 筑穂支所総務課長 
 委託料につきましては、16,220,000 円で前年度と同額でございます。 
○ 庄内支所総務課長 
 １９年度の委託額が 11,138,400 円で、予算額は同額です。 
○ 頴田支所総務課長 
 １８年度の委託料が 2,602,600 円、１９年度の委託料が 2,679,600 円で 77,000 円ほど増額に

なっております。失礼しました、予算同額であります。 
○ 川上委員 
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 穂波についてなんですが、２２ページに旧穂波町とあって、ふれあいバス、福祉センターバ

ス、ふれあいタクシーとありますね。この福祉センターバスを除いたところで同額という説明

ですか。 
○ 穂波支所総務課長 
 そういうことでございます。 
○ 川上委員 
 これは同額になりますか。ふれあいバスとふれあいタクシー合計すると、予算書の

11,344,000 円になりますか。 
○ 穂波支所総務課長 
 ふれあいバスが、ちょっと失礼しました。 
○ 委員長 
 暫時、休憩いたします。 
休 憩  １１：４３ 
再 開  １１：４３ 
 委員会を再開いたします。 
○ 穂波支所総務課長 
 予算額としては、同額でございます。 
○ 川上委員 
 では、予算同額を確認します。そこで、今年度路線の改善がありますか、お尋ねします。 
○ 穂波支所総務課長 
 今年度は、予定はございません。 
○ 川上委員 
 とにかく穂波とか筑穂とか越えて、質問したときは全部ということで答弁いただけますか。 
○ 委員長 
 暫時、休憩いたします。 
休 憩  １１：４４ 
再 開  １１：４４ 
 委員会を再開いたします。 
○ 川上委員 
 穂波は、路線の改善なしというのを確認しましょうね。それから、筑穂はどうですか。 
○ 筑穂支所総務課長 
 便数、路線等の変更はございません。 
○ 川上委員 
 同じく、庄内はどうですか。 
○ 庄内支所総務課長 
 ２０年度は、１９年度と同じ路線で同じ便数を予定しております。 
○ 川上委員 
 頴田はどうですか。 
○ 頴田支所総務課長 
 ２０年度につきましては、路線の変更、延長ありません。 
○ 川上委員 
 ２００７年度の２２ページ、２３ページの資料を見ますと、延べ利用者は１０７，３５８人

という手元計算ですけどなります。かなり貢献していると思うんですね。それから、予算合計

しますと、44,807,000 円程度ということなんですよ。そういう意味では、過去の実績から言っ
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ても、私は良く言われる 小の経費で 大の効果と言われるんですが、市民の方には喜ばれて

おるというふうに思います。そこで、予算は変わらず、路線運行については改善点はないと、

２０年度ですね、いうことなんですが、内部に検討委員会を作られましたでしょう。そこでは、

どういう検討をしたのかお尋ねします。 
○ 総合政策課長 
 お答えする前に、２２ページ２３ページの資料で総合政策課の方でまとめさせていただきま

したが、一部誤記がございますので、訂正方お願いしたいと思います。２３ページの中断の委

託業務期間でございます。旧庄内、１８年から１９年のところを、１９年から２０年の４月１

日、３月３１日のように訂正方よろしくお願いいたします。その右側でございます。旧頴田町、

同じ機関でございますが、１９年４月２日で間違いありませんが、平成２０年３月３１日まで

ということでよろしくお願いいたします。申し訳ございません。委員ご質問の庁内の検討委員

会でございます。この検討委員会、昨年の秋以降２回程開催をさせていただいております。内

容につきましては、今現行のコミュニティバスの議題というよりも、来年度以降の新しいコミ

ュニティバス計画の内容、今後の取り組み方、今後のスケジュール等の論議をしておるところ

でございます。 
○ 川上委員 
 それでは、運行の改善の問題では、もう４月１日以降の運行プランをたてていると思うんで

すが、営業用ではないので随時見直しが可能と思うんですね。そういった点では、内部の検討

委員会が、来年度というか、平成２１年度からの新規スタートに向けて努力するのは当然だと

思うんだけども、２０年度も今走っているバスの運行改善充実については、経費のこともある

かもしれませんが、あまり経費がかからないで改善できることも沢山、タウンミーティングで

も要望が出てると思うので、それは是非改善していただきたいというふうに思います。 
○ 委員長 
 続きまして、瀬戸委員の質疑を許します。 
○ 瀬戸委員 
 取り下げます。 
○ 委員長 
 続きまして、人見委員の質疑を許します。 
○ 人見委員 
 ５９ページ、先ずこの指定管理者に関わる条例及び規則の制定に関してでありますが、旧飯

塚市のこの関連の条例、規則の制定時期及び新市の同じく制定の時期について、併せて相違点

があれば、その相違点についてご説明を願いたいと思います。 
○ 総合政策課長 
 旧飯塚市におけます指定管理者に関する条例は、平成１７年９月に制定をされております。

合併後の新市におけます条例は、合併日であります平成１８年３月２６日で制定いたしており

ます。相違点でございますが、飯塚市の旧条例の方では、委員が市役所の職員即ち施設を所管

する部課長で構成をされており、定数が８名以内ということになっておりました。新市での条

例では、学識経験を有する者３名、公募による者１名、市長が必要と認める者１名の５名で構

成をされており、定数も５名以内となっております。なお、任期と再任につきましては、旧条

例では特段規定はございませんでしたが、新市の条例では任期が２年間、再任につきましては

できるということとされています。 
○ 人見委員 
 新市の条例の１８条、ここで指定管理者選定委員会、指定候補者を選定するため飯塚市公の

施設指定管理者選定委員会を置く、２項として前項の委員会の組織及び運営に関し必要な事項
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は規則で定めると、このように新市の条例の中では選定委員会の条文があります。旧飯塚市の

条例には、この分がなくて委任というのが１８条にあります。第１８条この条例の施行に関し

必要な事項は市長等が別に定めると、こうやって１８条が違うんですが、この違いというのは

何か特段説明を要するようなことなんでしょうか。いかがでしょうか。 
○ 総合政策課長 
 旧条例の方では、委員ということで内部の選定委員会の選任については、別途定めるという

ことで、そういうような要綱等があったというようには聞いております。しかし、大切な選定

委員会でございますので、新しい条例を制定するときに他の市町村、いろいろな市町村の条例

も参考にしながら、より良い決まりを作っていたと認識をしております。 
○ 人見委員 
 より良い条例になるように、あえて旧条例では別に定めるという委任の項で足りてたものを、

あえて選定委員会を１８条で明確にして、人数について内容にその構成のメンバーのありよう

についても明確に外部からの委員の登用選任を図る、そうしたことが新市では行われていたと、

こういうことで理解してよろしいですか。 
○ 総合政策課長 
 そういう認識をいたしております。 
○ 人見委員 
 その上で、新市の条例の制定にあたって新市の議会において、どの委員会でこれは審議をな

されましたか。 
○ 総合政策課長 
 この内容につきましては、先ほども申しましたように新市発足時の時の案件で、私の記憶で

ございますが、特段条例規則につきましては総務委員会付託というかたちになったと思うんで

すけど、その程度の記憶でいったと思います。 
○ 人見委員 
 正確を期したいと思います。どの時点でどういう形で議案上程されて、どの委員会に付託と

なって、この条例が制定に至ったのか、新市の中でですね、これを一つ明確にしていただきた

い。そして、事跡があるんであれば、是非調べてもらいたいというか答弁願いたいんですが、

旧市の条例の中で、制定にあたってどの委員会でどのような議論を経てこの条例が制定をされ

たのか、このあたりの事跡がなんらか記憶呼び覚ましても構いませんが、当時の担当者おられ

れば、答えていただきたいと、ちょうど昼前でありますが、委員長よろしくお願いいたします。 
○ 委員長 
 暫時、休憩いたします。 
休 憩  １１：５８ 
再 開  １３：００ 
 委員会を再開いたします。 
○ 行財政改革推進室主幹 
 行財政改革推進室で、合併前の資料を所管いたしておりますので、私の方から答弁させてい

ただきたいと思いますが、合併前の指定管理者制度導入に係る経過でございます。先ず 初に

１７年、これ合併前でございますが、１７年の８月２日に総括調整委員会の方で報告し了承を

得ております。それから、１７年の９月、これにつきましては各１市４町の議会で指定管理者

の指定手続きの通則条例、それから公の施設の設置条例の一部改正議案が提出をされまして、

通則条例については同じものでございますが、可決を受けております。なお、旧飯塚市では当

然ではございますが、特別委員会の方でも報告はさせていただいております。これを受けまし

て１７年の１０月２７日第７回の合併協議会で報告をいたしまして了承を得ております。なお、
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翌年の２月９日に第９回の市町長会におきまして、新市におけます専決する条例について協議

を行って頂きまして了承を受けまして、３月２６日合併の日に他の条例と一緒に専決処分をい

たしております。 
○ 総合政策課長 
 総合政策課からは、合併後の経過についてご説明申し上げます。午前中の答弁の中で、合併

すぐの３月２６日専決分の指定管理者の指定手続き等の条例、その中の規則におきまして選定

委員は外部を交えた選定委員という説明をさせていただきましたが、再度調べてみますと専決

で３月２６日に専決を行いました条例規則の中では、旧市の選定委員の方法を踏襲しておった

内容になっております。その年の１０月１日でございますが、やはりこの選定委員会の透明性、

また市民サイドからの利用者のお声等の必要性を十分に感じまして、一部改正の中で今ある有

識者等の外部選定委員さんのメンバーに代えさせていただきまして、新市のおける選定を新し

いメンバーでお願いしたという経過がございます。午前中のご質問の中にどの委員会で協議を

したかということでございましたが、 初の専決分につきましては４月７日の臨時会の本会議

の中で質疑があっておる記録がございます。そして、１０月１日に規則の一部改正をした新し

い選定委員さんの件につきましては、１２月の指定議決の関係で総務委員会の中でこういう新

しい委員さんの方からの答申書を交えまして選定を行ったという説明を加えた経過がございま

す。改正前に議会の方には、調べましたけどお諮りしてないというのが現状でございます。 
○ 人見委員 
 現在の条例の制定の経過は、合併協議会での調整の上でそれぞれ制定までやってきた。特に

規則の方ですけど、１８年の３月２６日の合併時においては、旧飯塚市の規則に基づいて庁内

選出というか、そういうかたちで出発していたものが、１０月１日の時点で規則の改正がなさ

れて現在の第８条になってるということのようでございます。それで、先ずはよろしいかどう

か、もう一度確認をさせてください。 
○ 総合政策課長 
 委員、ご指摘のとおりでございます。 
○ 人見委員 
 そしてなお１２月の議会、総務委員会に改めて付託をいただいて、了承いただいて、これは

了承なのか、規則ですから議案ではなかったということなんでしょうか。 
○ 総合政策課長 
 総務委員会に付託されました案件は、市民交流プラザの指定の案件でございました。その選

定の経過等の中で、新しい選定委員さんによる答申をいただいて指定議決をお願いしておりま

すという説明ということでさせていただいた記録になっております。 
○ 人見委員 
 その折もさることながら、いよいよ本題に入りますが、先ず１２月議会のコスモスコモンの

指定管理者において、１６対１６議長採決になりまして否決になりました。その時の否決の理

由は、執行部はどのようにとらえられ収められているのか。理由について聞かせてください。 
○ 委員長 
 暫時、休憩いたします。 
休 憩  １３：０８ 
再 開  １３：０９ 
 委員会を再開いたします。 
○ 生涯学習部長 
 １２月議会におきまして、私どもが提案いたしました指定管理者につきまして、一応否決の

理由といたしまして、勿論賛成討論もあったわけでございますけど、否決の理由といたしまし
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て選定委員会の中に文化知識をもった専門的な方がおられなかったが１点、それから地場雇用

について不安が残るという以上２点を理由にあげられまして、提案いたしました案件につきま

しては否決を受けましたので、その否決を真摯に受け止めまして、その後るる検討をしてきた

ところでございます。 
○ 人見委員 
 それで、昨年の６月議会、市立図書館の指定管理者の話がもちあがった時期じゃなかったか

と思いますが、違うですかね。図書館の指定管理者の話は上程されたのはいつでしたか。 
○ 生涯学習部長 
 図書館の指定管理者につきましては、６月の議会で提案をさせていただいております。 
○ 人見委員 
 その時の審議経過、振り返ってみていただいて、今回１２月議会で否決をされた、選考委員

会に文化知識人、図書館の運営に造詣のあるような文化知識人がいたかどうかとか、地場雇用

の必要性があるかないかとか、こういうふうな議論がなされたでしょうか。 
○ 総合政策課長 
 選定手続きの立場の方から、図書館について補足説明させていただきます。選定委員会にお

きまして、図書館の選定が見えてきました時に、選定委員さんの中から、図書館の専門的な学

識を有する方のお話を聞きたい、勉強会をしたいというお声が出まして、もとの大学の副学長

さんでございましたけど、時間を設けまして選定委員さんに公立図書館のあり方等のご講演を

いただいた経過はございます。 
○ 人見委員 
 同じ厚生文教委員会ですよね、図書館もコスモスコモンも、ですね。図書館の場合は、そう

したかたちの文化人を呼ぶ機会があったわけですね。コスモスコモンについては、そのあたり

の話はどうだったんですか。 
○ 総合政策課長 
 コスモスコモンの選定に際しましては、専門的なお話を聞こうかどうかという協議は確かに

ございましたが、 終的にはその機会が作れずに選定に入ったという経過はございます。 
○ 人見委員 
 いずれにしても、同じ選考委員会で図書館も図書館の特殊性や諸々考えると、同じ土俵です

よ、それでコスモスコモンの指定管理の選定の有様について一つは文化知識人が含まれてない

じゃないかという話で結果はそうだったということです。そして、この時はコスモスコモンに

限っては、それはその通りですと言える理由が執行部の立場からして分からないわけです。も

っと言っていいですか。議会の半数はそれまでの選考委員の構成とあり方にぎりぎり理解を示

しておったわけです。そして、時には必要となれば、知識人文化人を参考意見として聞くこと

もできたわけです、現実やってるわけです。そして一方では、全会一致で成立してるわけです。

全会一致じゃないか、それならそれでいいです。同じ選考委員会でありながら、一方では、他

にもありますよね１２月議会は、そのことだけが私は理解が出来ないんです。そして、その話

がどこでどうなったか分からないけれど、一般質問の中で、もう変えますという話を平気でな

される、とても理解がしづらい話だなと思って聞いていたんです。選考委員の構成メンバーな

り人数が足りないことが、一つは理由だということであれば、足りない中で他の施設について

はゴーサインを出してきた、そこについての整合性をどのように理解をしていけばいいのかご

説明願いますか。 
○ 企画調整部長 
 その整合性ということでございますけど、昨年実施しました施設の指定管理者の選考委員会

では両施設とも公平公正に選定が行われ、その結果市長に答申がなされたものと受けてとめて
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おります。しかしながら、指定議案を採決する中で、文化センターについては否決という結果

になったわけでございます。この過程の中で、先ほど課長が申し上げましたように、施設の専

門的な立場からの有識者が入ってないじゃないかとか、それから施設の担当部課長が入ってな

いじゃないかとか、それから専門的な人の意見を聞いてないじゃないかとか、そういういろい

ろなご意見を賜ったわけでございます。そこらあたりも十分に市の方でも考えまして、そして

これからむかえる指定管理者の選定委員会の中でも選定をしていただこうというふうに今は考

えておりまして、そういう委員の増員も含めた中で現在市の執行部の方でも検討しているとい

うことでございますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。 
○ 人見委員 
 同じ方々ですよ。そしてあえて公募に切り替えて、そして準備を進めてきてるわけですよ。

そしてその上で、他の施設は出来て、こちらだけが、その理由が、専門性がない、文化に長け

た人がないと同じことになれば、それぞれの施設の指定管理の中で、図書館に造詣の深い人、

住民センターに造詣の深い人、諸々施設ごとにそうした専門性を有する人を入れてこなければ

ならない。もともと、この選考委員でいきたい、いきますと私ども議会に説明をしてきた、そ

の理由を改めてお示し願いませんか。 
○ 委員長 
 暫時、休憩いたします。 
休 憩  １３：１９ 
再 開  １３：２０ 
 委員会を再開いたします。 
○ 企画調整部長 
 同じような答弁になりまして、本当に申し訳ないと思っております。先ほども答弁させてい

ただきましたように、図書館につきましては図書関係に精通なさいました大学の先生をお呼び

しまして、先生のご意見を賜ったうえで選定委員さんもそこで選定結果を出されたという経緯

でございます。しかしながら、文化会館につきましては、委員さんについては全ての施設に精

通なさったという委員という立場の中からあえて有識者の意見等を聞かなかったというような

経緯もございます。そういう中で、選定された結果を市長に答申なされた、その結果議会の方

で否決されたという経過でございます。しかしながら、議員の方からも多数のご意見等も賜っ

てますので、それを教訓としまして今後の指定管理者制度の中にいかしていきたいと考えてお

るところでございます。 
○ 人見委員 
 なかなかかみ合わないようでございます。ただ言えることは、議会の状況、議会の判断、こ

とごとの姿を見ながらこうした選考委員のあり方、選考のあり方は変わるということ、それは

ありえるんですということをあえて言ってることだと私は感じ取りますが、それでよろしいで

すか。その度ごとに、議会がこれはよろしい、これはだめだと、議会の判断によってまた変わ

ります、メンバーも今回は違う施設になりましたから、これから公の施設はいくらでも出てく

るんですよね。だからこそきちっとしたスタンスをお持ちだったんだろうと、そのことの理由

で今回否決をされて、次にどのような選択があるのか分かりませんよ、コスモスコモンは、こ

れはまた後ほどの予算の中で議論になろうと思いますが、少なくとも選考委員会のあり方をそ

う容易く変えていいのかということでありますし、なおさらそういうかたちで整合性も何も図

らない、議会からの理由がそうであったからそれに応えるべくして変えていかざるをえないの

ですと、そういう認識で市長よろしいですか。あくまで整合性なんかもちえない、その場その

場で一番良い判断をしていくしかないんだと、部長でもいいですが。 
○ 市長 
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 先ほどの整合性というのは、今の言われている整合性とその前の整合性の意味が違うと思う

んですね。先ほど言ったのは変えるということと、選考委員会が存続するということと、それ

からやってることが整合性だということじゃなくて、 初の質問は私は違った整合性のとらえ

方をしたんですよね。ちょっと待ってください。 
○ 委員長 
 暫時、休憩いたします。 
休 憩  １３：２５ 
再 開  １３：２５ 
 委員会を再開いたします。 
○ 市長 
 整合性の件に関しては、後でまたお話したいと思いますけど、やはり質問者が言われますよ

うに、公的施設の検討委員会の中でやっていく中において、やはりその選考委員そのものを選

ぶ段階でも議会の中で私の指定するものも、また公募するものもあった中で、私は議会の中で

理解を得られたメンバーだと思います。それで、そこから上がってきたものに対して、今回の

問題に関しては、我々のあげた委員さんが選考した中で、十二分じゃなかったと、内容が十二

分じゃなかったからもう一度それをやり直していただきたいというつもりでの否決をされたん

じゃなかろうかという認識の中で、だったらその問いの中に専門家の人がいなかったとか、そ

れからそういう人数も少なかったとかいうような意見が議会の中から出たから、それに対して

補ったかたちでもう一度やり直そうじゃないかというかたちで議案を出させていただいたとい

うのが現在の心境でございます。 
○ 人見委員 
 質問している私の方が、分かってないのかもしれませんが、選考委員会の選考のあり方と議

案の賛否というのが、今回その賛否を巡る理由を聞いてたら、そうではないのではないかとい

う気がした。否決をする理由と、選考委員会のあえてあり方を問うのであれば、他の施設の場

合はどうだったんだと、今度は他の施設との整合性、選考のあり方とは、そこに果たして整合

性が生まれてくるのかと、地場の問題もそうでしょう。それと文化や専門性とか言われるよう

な話、人数の問題、このことが理由だとするならば、選考委員のメンバーだとか同じやつで同

じ選考委員で決定してきてるわけですよ。ただし、コスモスコモンについては、何だか疑義が

あるような評価の仕方があっただとか、よほどそういうふうなところに詰めていくような理由

があれば別ですよ。と私は思ってたんです。それが、今回選考委員を構成代えますとか、こう

いうような話で流れてきてるから、ちょっとおかしいのじゃないかなと、そしたら今の選考委

員の方々に来ていただいて、どういう選考の実態だったのか、一面評価の点数のついたそうし

た資料も持ってる議員さんはおられる、持ってない我々もおる、そうした中でどこまでがどこ

までなのか、このあたりをもう少し議論をした上でないと、簡単にそういう指摘があったから

選考の委員のメンバーを増やします、専門性のある方を入れますとか、なんかそういうことに

短絡的になるんだろうかと、そういうことからの理由だけになると、施設がいろいろ変わって

くるがその度ごとにその施設に応じた専門家を入れないといけなくなっちゃう、そしたらちょ

っと 初の主旨とこの指定管理者に向かう、指定管理者を選定する選考委員会のあり方、メン

バーと 初の思いは、 初の狙いはどうだったのかということと隋分と乖離していく可能性が

出てきたのではないか、そういう気がしてならないからちょっと長くなっていますが、これを

聞きたかったんです。もう一度言いますが、あえてそれでも今回の１件で選考委員会のあり方

を変えていかざるをえない、変えるということですか。そうならば、先ほどから私が言ってる

施設ごとにメンバー代えていくようなことにもなりかねないし。議会のそうした結果が選考委

員のあり方について常に問題提起されていきますよと、こういうふうなことは、公平性を欠い
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ていく、ルール上はよくない悪しき慣習になっていきはしないかと、こういう心配に対しては、

どのようにお答えしていただけますか。これを 後でいいです。 
○ 企画調整部長 
 繰り返しの答弁になりますけど、今回こういうふうないろいろなご意見を議会の方から賜っ

ております。これを執行部としても十分に考えた末、これを一つの教訓としまして委員の増員

というかたちで検討を進めております。そういうことからしまして、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 
○ 人見委員 
 可能性としては、理解を示した私などは今のままでいいという思いもある。知恵はいくらで

も出てくる。そういうことだと、そのこととコスモスコモンの指定管理のあり方というのは、

別次元で考えても良かったのではないか、こういう意見をもっているということですね。その

ことをよく承知をしていただきたいと思います。なにか一方的な意見聴取で終わってはしない

か、そういう気がいたします。 
○ 委員長 
 暫時、休憩いたします。 
休 憩  １３：３２ 
再 開  １３：３２ 
 委員会を再開いたします。次に、江口委員に発言を許します。 
○ 江口委員 
 ５９ページ企画費の中で指定管理者についてお聞きいたします。先ほども議論がありました

が、私は１点だけスケジュールについて確認をさせて頂きたいと思っています。先日、厚生文

教委員会がありました。その中で、文化会館の指定議決の取り計らいについて、スケジュール

の方お聞きいたしました。そうすると、２１年度に指定管理にまた戻るわけですが、その議案

の上程等の時期に関していままでどおりのルールにのっとってやりたいというふうなお話があ

りました。その時に１点お願いしたのは、この前みたいに１２月の議会に提案されて、もし否

決になるとまたここで期間が短いと、再公募なり再提案なりする時間がない、そしてまた同じ

ような直営ということにもなりかねないということを考えると、その点が１点、そしてまた文

化会館とかいう施設は、それこそ自主文化事業をしようとすると、ある意味仕込みの期間がい

ります。来年度、例えば２１年度にやろうという企画を考えて、それぞれのイベント、プロモ

ーターとかと話をするためには、確実に一定期間が要ります。そのことを考えると出来るだけ

早く指定議決を採るべきではないかと思っております。これが例えば９月議会の指定議決です

と、これから半年あります。そうするとその半年の間に、まだそのプロモーターとかは動ける、

またもし否決になった場合でも、それからまた１２月議会があるということもあります。それ

とまたもう１点、コミュニティビジネスに関してです。官から民へというときに、民間事業者

ではなく市民団体を含めた市民ですね、ＮＰＯ等も含めたところで地域の新しいビジネスとし

てやっていこうとするときには、そこの方々がこれを挑戦しようとするときには、調整に非常

に時間がかかります。民間事業者は別です。民間事業者は、それこそある意味トップが、トッ

プ同士でお話をすれば、よし組んでやろうと、これは下手すれば３日４日で決まってできるわ

けですけど、ところがＮＰＯであるとか市民団体が手を挙げようとするときには、団体の中で

合意を図り、そしてそれが採算にのるかどうかを検討しということになると、非常に時間がか

かるのが常でございます。そのことを併せてそちらの方に育成に関しては、この前の一般質問

で配慮していただけるというお話がございました。先ほどの指定議決等の点、そうして育成等

の点を考え合わせてスケジュールについて再度見直しをするかどうか、その点１点だけお聞か

せください。 
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○ 総合政策課長 
 公募期間を一定期間設けることは、現在の公募のスケジュールを見直さなくてはなりません。

施設の設置条例等の手続きを含め、事前準備を公募する前年度に済まさなくては、なかなか公

募期間の一定期間の設置は難しいと思いますが、やはり委員ご指摘のような部分も大切と考え

ておりますので、その体制づくりを含めて検討を十分にしていきたいというふうに思っており

ます。 
○ 江口委員 
 確かにいろんな検討が必要だと思いますが、今言われたように検討していただけるというこ

とですので、ちゃんとやっていただきたい。今までのルールどおりに６月の提案、指定管理者

の条例の提案、そして公募をやって１２月の指定議決、そして３月ですと一つ間違えると本当

に不測の事態が２度３度起こることになります。そしてまたコミュニティビジネスは育ちませ

ん。そのことを併せて検討をよろしくお願いいたします。次に、地域公共交通会議に関してで

ございます。同じく企画費の中で、地域公共交通会議の運営資金の貸付金並びに負担金の予算

が上程されております。これに関して１点だけお聞きいたします。コミュニティバスを念頭に

置いて初年度は議論を進めるというお話がございました。これはあくまで法定協議会がやるこ

とになりますよね。その中で、コミュニティバスが念頭に置いてということではあったけど、

その議論の中で、コミュニティバス以外の交通手段、乗り合いタクシーであるとかいろんなも

のがあるかと思います。そういった部分の提案があったときに、何もそれを妨げるものではな

いと思うですが、その点確認お願いします。 
○ 総合政策課長 
 委員のご質問、そのとおりと思っております。今回の設置予定の交通会議は、早急に対応す

る必要性のあるコミュニティバスを特化したかたちでこの会議をたちあげたいと思っておりま

すが、今後いろいろな交通手段、地域交通を考える時にいろいろ連携の方法や活用方法等十分

にこの会議で検討されるものと思っております。 
○ 江口委員 
 続きまして同じく６０ページ、負担金補助及び交付金の中の、筑豊横断道路建設促進期成会

についてお聞きいたします。昨年９月に一般質問の際に、八木山バイパスの件に関して、その

他の関係自治体と協議をしていただきたいというお話をさせていただきました。そして、その

中でここの横断道路の建設促進期成会の中で、一旦議論のテーブルにあげられたかどうか、先

ずこの１点お聞かせください。 
○ 国県道対策室主幹 
 昨年の９月の本会議後の平成１９年１０月に期成会といたしまして八木山バイパスの無料化

について、県の土木部道路建設課に行きまして、八木山バイパスの無料化における課題及び問

題点等について、県の考え方などを伺い協議を行いました。今後も国、県及び関係自治体と無

料化等について連携し、協議検討していきたいと考えております。また、期成会において協議

することも含めまして、検討していきたいと考えております。 
○ 江口委員 
 対応、ありがとうございます。八木山バイパスについては、飯塚庄内田川バイパスのトンネ

ルが抜け、そして共用開始があと１年と迫っております。あそこが抜けてしまうと、かなり交

通の体系が変わると思っております。そうすると八木山バイパスをこのまま残すのか、市とし

ての考え方は、あそこの４車線化を早くやりたいというお話だったかと思いますが、逆に４車

線化を先にやってしまうと、有料の期間が延びることも十分考えられます。そのことを併せて

是非先に無料化をして、そして４車線化を図っていただけましたらと、それも併せてご検討、

そして前向きな協議をお願いいたします。 
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○ 瀬戸委員 
 指定管理者について、関連でお聞きいたします。先ほど、部長のご答弁では、選考委員会を

見直すということですが、見直しの箇所はどういうとこを見直されて、いつまでにそれを私達

に公開していただけるのか、そのへんを先ずお尋ねします。 
○ 総合政策課長 
 今、選定委員のメンバー５名以内ということになっております。それを、１０名以内という

ような改正の方向を考えております。内容につきましては、先ほど来出ておりましたその施設

につきましての専門性の学識の方、それにその施設に携わる部課長というような新しい委員の

参画を考えて今検討中でございます。時期につきましては、出来ましたら年度で変えていきた

いと思っておりますが、次回の選定からそういうふうな方向で考えていきたいという方向で検

討中でございます。 
○ 瀬戸委員 
 今、お聞きすると選定委員さんの人数を増やしたりとか、専門性をもった方を入れると、公

の施設というものは、一つ一つ目的もあるし用途も違ってくると思うんですね。そのへんは十

分に専門の方を入れていただいて、検討して頂かなくてはいけないと思いますし、選定内容が

非公開なんですよね。業者さんのヒアリングなども公開が出来るか出来ないか、そのへんをご

答弁お願いいたします。 
○ 総合政策課長 
 先の一般質問でもお答えをさせて頂きましたが、その候補者となるべき団体の方とのプレゼ

ンテーション、選定委員とのヒアリングの中身につきましては、次回から公開というふうなこ

とで今は考えております。ご案内のように、広く見て頂き、市民の皆様のご理解も一層進むと

いうふうにも思っております。 
○ 瀬戸委員 
 選定委員さんの検討会、こういうものも公開していただけるんでしょうか。 
○ 総合政策課長 
 基本的には、公開の方向で取組んでいきたいというふうには思っておりますが、基本的には

公開ということを考えておりますが、審議内容でやはり委員さん方の意見の中立が保たれない

とかの心配があるときは、公開非公開についての判断をさせて頂きたいというふうに思ってお

ります。 
○ 瀬戸委員 
 ご存知のとおり管理者制度は、公の施設の設置目的を効果的に達成するために必要なときに

設置することができると、無理にしなくてもいいんですよね。行革によって、ただ経費削減の

ためにやるものじゃないこともあるんじゃないかなと、私は考えてるわけです。とにかくそう

いうことで、なるべく公明正大に、ご存知のとおり行政処分も一部は移譲するわけでしょう。

行政行為を移譲するわけですよね。普通の一般競争入札の委託業務とは違うわけですよ。その

へんを十分に分かっていただいて、慎重にやっていただきたいと、そういうことを全て公開し

ながら慎重審議をしていただきたいと思います。これ要望しときます。 
○ 委員長 
 次に、安藤委員に質疑を許します。 
○ 安藤委員 
 ６０ページに行政評価制度導入支援業務委託料としまして、予算書の中に７５６，０００円

という研修費があがっておりますけど、この行政評価制度につきまして説明をお願いいたしま

す。 
○ 総合政策課長 
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 飯塚市におけます行政評価制度につきましては、総合計画の進行管理を図る上で、事務事業

の改善及び職員の意識改革等を基本目的として導入するものと認識しております。この行政評

価制度導入につきましては、合併前におきまして、旧４町では取り組み検討はされておりませ

んでした。旧飯塚市が、平成１５年度１６年度と試行を行い、１７年度の本格導入を予定して

おりましたが、合併に伴い新市に引き継いだ経緯がございます。今後のスケジュールといたし

ましては、旧４町職員に対する行政評価制度自体の研修が必要であること、また各課事務作業

がいろいろ細分化されたこともあり、研修を既に受けた旧飯塚市の職員についても再研修が必

要であるというふうに考えております。平成２０年度につきましては、全職員を対象とした研

修事業を実施したいと、そして２１年度にこの行政評価の試行、そして２２年度に本格の導入

をしていきたいというふうな計画を予定しております。 
○ 安藤委員 
 この制度において、庁内評価といいますか、庁内だけで評価するんじゃなくて、外部評価シ

ステムの導入というのはお考えですか。 
○ 総合政策課長 
 この行政評価制度導入につきましては、先ず職員による評価が特にしっかりしなければなら

ないというふうに思っておりますが、将来的計画的になりますけど、第３者の方の評価機関に

おきまして評価を行うことが重要だというふうに思っております。そういう形態につきまして、

十分に研究検討をしてまいりたいというふうに考えております。 
○ 安藤委員 
 いろんな取り組みがあると思いますけど、パブリックコメントという制度もございますけど、

その点については、どのようにお考えでしょうか。 
○ 総合政策課長 
 パブリックコメントの制度でございますが、市民の市政への参画の促進や市の説明責任の履

行、そして公正で民主的な開かれた市政の推進などを目的として市政運営に関する計画や政策

の立案過程に必要な事項を市民に公表して、意見を募集しその意見を考慮して意思決定を行っ

た後に、意見に対する市の考え方を公表するという、言ってみれば意見公募手続きのことをパ

ブリックコメントと言われております。本市といたしまして、このパブリックコメントにつき

まして、現在様々な角度から検討を行っているところでございます。いろいろと研究をして、

本市にプラスになるような内容を検討してまいりたいと思っておりますし、他市の状況も調査

研究をしていきたいというふうに思っております。 
○ 安藤委員 
 まだ飯塚には無いということでございますけど、市民と一緒に考えるシステムというか市民

の意見を取り入れながらやっていかなくてはいけないなというふうに思っておりますし、費用

対効果と申しましょうか、成果主義と申しますか、そういう部分で精査していかなくてはいけ

ない部分が沢山残されていると思います。それと、この間直方の方で取組まれておりました、

事業仕分けを試行ということでやられたと思うんですけど、その点についてはどのようにお考

えでしょうか。 
○ 総合政策課長 
 先ほど、直方市が行った事業の仕分けの公開がございましたので、庁内の関係各課の職員が

参加をさせていただいております。その話を聞いてみますと、第３者によります事業の評価委

員会、直方市事業仕分け評価委員会が開催されましたということでございます。内容的には、

直方市におけます１９事業を対象に評価が行われ、事業に対しての現行どおり、要改善、民間

委託、不要の４つに分類するものでございました。担当課の事業説明に基づき、各外部委員さ

んと思っておりますが、非常に活発な意見交換や検討がなされて厳しい評価がされておられた
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ようでございます。参加した職員は、非常に参考になったというふうな感想が出ておりました。 
○ 安藤委員 
 ある意味、近隣でもそういった先進的な取組みをやっているところがあるというところでご

ざいますし、今後そういった市民を巻き込んだ意見を聞きながら、その中でどうやって効率的

に物事を進めていくかというところが求められていると思っております。今、行財政改革の途

中ではございますし、先ほども出ておりましたけど、財政を厳しくすると言いますか、財政を

抑えていって市民に何を求めていくのかという部分も沢山あると思いますので、その中でこれ

はやっぱり残していきましょう、必ず残していかなくてはいけない、これはもう少し精査して

いかなくてはいけない、そういった整理をきちんとやる時が今じゃないかなというふうに思っ

てますし、今後の財政の状況を見てもなかなか厳しいものがあるという中で、市民を一緒に巻

き込んだ中でこういうことを是非今後もしっかりと取組んでいただきたいというふうに思いま

す、以上要望で終わります。 
○ 委員長 
 暫時、休憩いたします。 
休 憩  １３：５５ 
再 開  １４：０２ 
 委員会を再開いたします。次に、人見委員に発言を許します。 
○ 人見委員 
 この規約を出していただいて、私は初めて目にするんですが、先ず地域公共交通の活性化及

び再生ということになっております。周辺地域から地域の中心地へ、それから中心地から逆に

地域の周辺地域へと、今度は周辺地域における公共交通のあり方だとか、更に言ったらうちは

飯塚市地域公共交通会議ですよね。これが、隣接の桂川町や嘉麻市、少なくとも旧２市８町で

ついつい見てしまうわけです。そして飯塚市は、そういう意味でも中心市というか中心地域と

いう位置付けをついつい我々はしてしまうんです。そしたら、そういう中心地域と自負するの

であれば、桂川町であれ嘉麻市であれ飯塚市に来ていただくための公共交通手段というのはど

うあるべきかとか、その連携はどうあるべきかとか、こういうことまで入った会議に成り得る

のかどうか、先ずその点をお願いいたします。 
○ 総合政策課長 
 この法律の主旨から申しますと、地域は委員ご指摘のようにいろいろなエリアがあろうかと

は思いますが、本市におきましては近々の課題でございますコミュニティバスという大きな課

題がございますので、飯塚市内の地域公共交通を主眼に検討していきたいというふな考えを持

っております。 
○ 人見委員 
 それはそれで譲ってよしとしますけど、ただ必ず出てくるんです。そうした広域のあり方、

そして自らが恩恵を得ているわけですよ、その地域からすると飯塚市は、ある意味ではね。そ

して自負するわけです。となると常に心がけておかないのは、そうした周辺との連携とか、値

段が違うとか、要するに例えば嘉麻市の上山田の方から降りてきた、飯塚に行きたい、嘉麻市

の中では公共交通機関で稲築の役場までは１００円で来れた、さあ乗り継いで飯塚に行かなく

てはいかん、その時の連携が悪いとか、ですね、民間の公共交通がある時代はまだ良かったで

すよ、だけどそうでないわけですね。そうするとそこで止まっちゃう。また値段が違ったりだ

とか、そういうようなことが必ず出てくる。同じ公共交通のあり方を改めてこの機会にやろう

とするのであれば、そういう視点というのも忘れてはならないのではないかという気がするの

で、言っておきたいと思います。そして、この会議の組織の３０名以内、これまた４０名以内

にしろとかいう声が来たら変えたりだとかいうことはないでしょうね。先ほどちらっと聞いた
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ら、前は２５名だったが３０名以内になってるだとかいうような話も聞きますが、大丈夫です

かそのあたり、いいですね、もういろいろ指摘があっても、ちゃんと返事してください。 
○ 総合政策課長 
 今日お示しをしております資料での３０名以内でございます。十分に市民代表の方も参画を

お願いした中での３０名でございます。これで、お願いしたいと思っております。 
○ 人見委員 
 後、このスケジュールを聞かせてください。 
○ 総合政策課長 
 先ほど、ご指摘にありました新しい法律に基づいた取り組みを考えております。この法律が、

４年間の法律とういうことで、平成２０年度計画策定、これは地域公共交通の連携計画も含め

た計画策定、そして２１年以降３年間でコミュニティバスの計画の改善を含めました実証運行

を考えております。以降につきましては、この法律が４年間ということになっておりますので、

継続して別にまた法律が出来れば、その法律を検討しながら取組んで参りたいというふうに思

っております。 
○ 委員長 
 次に、安藤委員の質疑を許します。 
○ 安藤委員 
 地域振興費の中で、庄内地域づくり事業費ということで、後で八児委員から質問が出るとい

うことでございますので、私はこの中のまちの駅の事業につきましてお聞きしたいと思います。

先ず、このまちの駅の事業につきまして、どういったものかお答えください。 
○ 庄内支所総務課長 
 まちの駅については、既にご存知の方もあるかと思いますけど、道の駅が国土交通省が進め

ている事業なのに対しまして、まちの駅はＮＰＯ法人地域交流センターが国土交通省や関係機

関の協力を得ながら拡大しているものであります。道の駅は公共団体が申請を行い、原則的に

は幹線道路沿いになければなりませんが、まちの駅は官民誰でも登録することが可能でありま

す。基本的に、どこにあっても設置可能という点で違いがございます。また、道の駅が主に車

を運転するドライバーのために休憩施設でありますが、まちの駅は主に人と人との交流を促す

施設であるとの一番大きな違いがございます。 
○ 安藤委員 
 では、周辺でどこかこの取組みをやられているところをご存知でしょうか。 
○ 庄内支所総務課長 
 県内でありますと、私の知っているところでは、朝倉地域とか宮若市、嘉麻市の旧碓井町な

どが行っております。庄内地区におきましては４箇所、旧穂波地区では２箇所あります。場所

といたしましては、庄内観光、ミニストップ、きど葬祭、筑豊ハイツ、穂波地区では紙風船、

モコビーボがあります。 
○ 安藤委員 
 既に飯塚市でも取組んでいるところがあるということなんですが、実際私が感じるところで

ありますと、全然分からないというかどこに何があって、例えばまちの駅のメリットというの

はお店にとってどういうことになるんでしょうか。 
○ 庄内支所総務課長 
 道の駅になりますと旗を掲げますが、通行中のドライバーなどがまちの駅の旗を見かけられ

れば、より気安く立ち寄られると考えられます。そこで、滞在されれば経済的な効果が期待で

きると思います。 
○ 安藤委員 
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 こちらに予算もついてるわけですけども、その予算を使ってどういうことをされようとして

るんでしょうか。 
○ 庄内支所総務課長 
 現在は庄内地区と穂波地区にまちの駅を誕生させているわけですが、２０年度におきまして

は飯塚市全市的に広げていきたいなと考えております。この委託料につきましては、コンサル

タントに委託するものでございます。 
○ 安藤委員 
 ちょっと意味が分からないんですけど、ではコンサルタントに委託して、このまちの駅事業

を進めていただくということなんですか。 
○ 庄内支所総務課長 
 コンサルタントが進めるところもあれば、なりたいと思っているところを聞かれれば、職員

が伺ってアドバイス等したいと思っております。 
○ 委員長 
 暫時、休憩いたします。 
休 憩  １４：１５ 
再 開  １４：１５ 
 委員会を再開いたします。 
○ 総務部長 
 庄内地域では合併前から、５年前から取組んでいるわけですが、その中でこのまちの駅事業

というのを取組んでおりまして、 終的にはまちの駅というのは人を呼び込むと申しますか、

庄内地区はなかなか人が寄ってくれるとこがありませんもんですから、そういったまちづくり

の観点から一つの方法としてまちの駅の指定等があったわけでございます。 
○ 安藤委員 
 予算をとってされようとしてるわけですから、まだまだＰＲが足りないと言いましょうか、

どこに何があるかというのはほとんど分かってないせいか、私も今初めて聞いて飯塚市にもあ

ったんだなというふうに思ったりするわけです。これだとやはりＰＲと言いますか、そういう

ものを市民にこういうものをやりますよというふうなことで大きく募集をかけるとか何かして

いかないと、ただそこにおまかせするとか自分でいってそういうところにはやってもらうとい

うようなことだけでは、広がりが全く感じられないというふうに思うんですよ。じゃあこのま

ちの駅という、そういう手を挙げられているところが、今いくつか挙げられましたけど、そう

いうふうなネットワークみたいな部分は何かあるんでしょうか。 
○ 庄内支所総務課長 
 地域交流センターのホームページから抜粋させていただきますが、まちの駅の効果といたし

まして、飯塚ではまだ効果は現れてないんですが、これは今からのことになりますが、まちの

駅にいろいろなテーマをもった官民両タイプのものがあり、それらが交流することで官民の連

携が可能になります。また、まちの駅をネットワークさせることで、まちづくりの様々なノウ

ハウや他地域との連携が容易になります。また、ＰＲパンフレットやホームページの総合活用

によって、コストの削減が図られます。まちの駅からの情報発信を広域的な視野で統一するた

め、情報発信の効率化が図れます。などがＮＰＯ法人のインターネットに載っております。 
○ 安藤委員 
 主旨はだいたい分かるんですが、それは実際に言われたことが結果として現れていかないと

いけないと思うんですね。折角こうやって取組んでおられるわけですから、それが絵に描いた

餅じゃないですけど、今言われたことが本当に充実して実を結べば、これは凄い事業だなとい

うふうに思ったりするんですけど、まだまだそういうふうには思ったりしませんし、例えばこ
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こで書いております委託料の中のまちの駅事業とただならぬ地域づくり事業と二つ書いて、等

となってますけど、そこらへんの振り分けと言いますか、そこらへんはどのようになっておる

んでしょうか。 
○ 庄内支所総務課長 
 この事業は地域活性化のための事業でして、その他に今年も行いましたけど、かかしを活か

した地域づくり、これは懇談会のメンバーが発見したんですけど人面木の珍樹を活かした地域

づくり、あるいはゴミの不法投棄のある場所へのしめ縄づくりなどの事業を考えております。 
○ 安藤委員 
 そういうのも含めて、こちらの金額になっているというところでございましょう。それで、

先ほどからも言ってますように、もっとＰＲする必要があると思いますので、是非先ほど言わ

れたインターネットに載ってたと言われましたけど、ＮＰＯ法人が掲げているそういうところ

に向かってしっかりと進めていただくことが、肝要かと思っておりますので是非そのようにお

願いいたします。 
○ 委員長 
 次に、八児委員の質疑を許します。 
○ 八児委員 
 今、かなり話が出てきたんじゃないかと思いますけど、再度ただならぬ地域資源づくり事業

の委託料の内訳と成果にお示しいただきたいと思います。 
○ 庄内支所総務課長 
 委託料の内訳といたしましても、今言わせてもらいましたが、まちの駅の掘り起し、かかし

を活かした地域づくり、珍樹を活かした地域づくり、ゴミの不法投棄のある場所へのしめ縄づ

くりを考えております。成果といたしましては、かかしについては高倉地区のコスモス開花時

期に合わせまして、かかしづくりを行っているわけでございますが、１９年度は１０数体のか

かしづくりを行いました。そのかかしについて、ユニークなかかしで面白かった、あるいは猪

のかかしが面白かったという感想等をいただいております。次に、珍樹を活かした地域づくり

と書いておりますけど、これにつきましては平成１７年に庄内元吉のあまふり神社というとこ

ろに人面木などの珍樹を見つけ出しております。その当時の新聞にこのことが報道されたこと

により、約３００人の方が見学に来られたそうです。中には、貸切バスで来られた方もおられ

たそうです。ゴミの不法投棄のある場所へのしめ縄づくりにいたしましては、これは去年の２

月に庄内の元吉地区、あるいは高倉地区にゴミの不法投棄の多いところにしめ縄を作りました。

庄内元吉地区について言いますと、２トン車２台分のゴミがあったそうです。それが今では無

いとは言えませんが、もの凄く少なくなっております。このことについて、去年の１２月にも

庄内元吉地区にしめ縄を張り替えております。このことについて西日本新聞で報道されており

ます。このことについては、韓国の釜山日報でも報道されたそうです。その他に、学校の安全

安心な通学路づくりという社会実験を行いました。懇談会の委員の中に、庄内小学校の教諭に

参加いただいておりますが、教諭を通じまして小学校と連携しながら社会実験を行ったわけで

すが、その中に１１０番の家、挨拶を兼ねて学校だよりを配布させてもらいました。その中に、

近くの自治会長さんから、小学校はいろんな良いことに挑戦しているんだなと思いました、子

ども達の安全や将来のために地域として協力していきたいと思い安栖との感想文をいただいて

おります。 
○ 八児委員 
 本年も継続してされるということですかね。 
○ 庄内支所総務課長 
 そのように考えております。 
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○ 八児委員 
 だいたい分かりましたけど、ともかく我々も知らないこと沢山ありますので、しっかりＰＲ

の方を何とかがんばってやっていただけたら、市民の皆さん喜ばれるんじゃないかと思います

ので、そこらへんを要望して終わります。 
○ 瀬戸委員 
 関連でございます。これは、4,800,000 円非常に高いと思います。何でこんなにこのコンサ

ルがかかるのかなと、これは２０年度もこの事業をしていくと、ただアイデアなんですよね、

それに何で人面木をどうかして観光地にするとか、しめ縄張ったところでゴミが減ったとか、

そのくらいのことで何を 4,800,000 円払うんですか。ただ、まちの駅は繩田部長に何回も言っ

た、勉強してきださいと、これは今の伊藤邸とか一生懸命飯塚市が取組んでいる観光行政にお

いて、道の駅が出来ない、なかなか行政が第３セクターでやらなければならないから今の状態

では出来ない、しかしまちの駅だったら出来るんですよ。地域の商店街、これはねトイレを貸

してやることなんです、先ず観光者に、そして地域のインフォメーション、地域の案内をして

やればいいんです。年間に 30,000 円ぐらい手を挙げた人にやってシールを貼っとけばくるわ

けですね。そういう来ることに対して、安藤委員が言われたように市の観光マップの方にここ

にまちの駅がありますよというような案内とか、伊藤伝右衛門邸のところに案内、嘉穂劇場に

行かれる間にそういう看板を付けとくとか、そういうことをすれば非常に有効的なものだと、

そしてそこの商店で寄られれば買っていかれるか分かりません。今だったら、折角雛祭りにも

３３万人ひとが出て見えるのに、交通渋滞を起こして近所の人が迷惑しただけと、何も経済効

果が上がってないということです。これは、早急に取組むべきだと思います。ただ、このただ

ならぬ、ただならんですよ、本当にこれ、4,800,000 円も、これはちょっとねよく検討してみ

てください。これ要望しておきます。 
○ 委員長 
 次に、江口委員の質疑を許します。 
○ 江口委員 
 ６１ページ地域振興費、負担金補助及び交付金の中の頴田地区まちづくり推進自治公民館活

動助成金 3,917,000 円がついております。以前にも決算委員会、予算委員会等で議論が出たか

も分かりませんが、片や１８４ページを見ますと自治公民館の運営費補助金というのは、

10,053,000 円です。この頴田地区のまちづくり自治公民館活動助成金が、この地域振興費でな

ぜ組まれているのかが１点、それとこれを単価として比べると良くないのかもしれませんが、

例えば人口で割ると非常に差が出てきます。その差が、どのくらいあるのかが１点、そしてな

ぜその差が生まれているのか、先ずその点についてお聞かせ願いますか。 
○ 頴田支所総務課長 
 地域振興費の頴田まちづくりの推進自治公民館活動助成金は、自治会の組織と公民館の組織

と統合し、行政区の組織を自治公民館組織へ移行させ、更にはまちづくり協議会その他教育会

議など独自のまちづくりシステムを構築してきた経緯があります。このまちづくりを円滑に推

進していくために、補助要綱の主旨、交付基準などが異なる他地域との予算を区別したもので

あります。それから、単価の関係でございますが、頴田まちづくりの推進自治公民館活動助成

金は、各自治会の独自の活動で地域住民の多く協力を得て総合活動の連携を図り、住みよいま

ちづくり、地域の活性化のために地域内の軽微な草刈や道路補修などの作業を含めたところの

助成金であり、他地域との金額の比較はし難いものと考えられますが、仮に単価に比較した場

合は、先ほど申されました自治公民館運営費補助金との比較でございます。それぞれの１世帯

ごとに引きなおしますと、頴田まちづくり推進自治会自治公民館活動助成金は、１世帯につき

まして約 1,450 円ほどにあたります。自治公民館運営費補助金、これを１世帯に引きなおしま
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すと約 220 円であります。その差は、頴田まちづくり自治公民館助成金の方が、約６.７倍ほど

高くなっております。また、それぞれの人口１人当たりに引きなおしますと、頴田まちづくり

自治公民館活動助成金は約 580 円、次に自治公民館運営費補助金は約 80 円であります。その

差は、頴田まちづくり推進自治会自治公民館助成金の方が約７倍ほど高くなっております。 
○ 江口委員 
 頴田は公民館を中心としてまちづくりをしてきた。宮崎県の綾町とかそういった部分を参考

にやってこられたかと思います。お話があったように軽微な草刈に関しては、旧飯塚であって

もその他町であっても、例えば公園とかの草刈は自分達でやってくださいという部分がありま

すよね。ただ、道路整備とかが入っていたんで多少違う部分があるのかなと思っていますが、

ただしこれが本当にこの差が必要な分だけ違うかどうか、そしてこれから先どういうふうなか

たちでやっていくかどうかについては、検討が必要かと思っています。今後について、どのよ

うにお考えになっているのか、お聞かせください。 
○ 頴田支所総務課長 
 自治公民館運営補助金と頴田まちづくり推進自治公民館活動助成金とは、補助額、交付率に

は差異がありますが、今後につきましては、他地区との平準化を含め頴田独自のまちづくりシ

ステムの再構築など、またこれまで積み上げてこられた自主活動を阻害しないよう、いろいろ

な角度から精査を行い関係各課と協議し調整を図りながら、平成２０年度中には一定の方向性

を出していきたいと考えております。 
○ 江口委員 
 平成２０年度中に一定の方向性をみたいというかたちですので、是非しっかりやっていただ

きたい。その時に、是非頴田でやってこられた積み重ねが無駄にならないように、逆に良いこ

とであれば全飯塚市に広がるように、その部分も含めてお願いをしたいと思っております。 
○ 上野委員 
 お疲れのところすいません。頴田町まちづくり、今支所長言われた６倍、７倍ということな

んですけど、まちづくり関係全部ひっくるめて頴田はこの予算一本で取っております。今日予

算委員会の答弁の中でも、この予算の中で子ども山笠、獅子舞、あいさつ運動の推進、グラウ

ンドゴルフ大会、ソフトボール大会、コスモス園づくり、公民館内の周辺の清掃、環境美化や

環境衛生、花いっぱい運動、カーブミラーの点検清掃等々、桜の木の消毒等という予算全部ぶ

っこんでこの予算でございますんで、これまた昨年の予算委員会の中で第１次飯塚市総合計画

基本計画構想案の中で頴田地区がスッポリ入っとるところは本市における生涯学習に関する情

報発信機能の整備を推進しますというところで、これは担当部長、縄田部長の方からそのよう

な位置づけを明確にさせていただいておりますという答弁をいただいてるんですが、今２０年

度中で方向性を出すということなんですが、例えば他の地区みたいに頭割りいくらで中身を精

査していただいて、別費目で上げてもらう方向で行くのか、それとも頴田のまちづくり一本で

各地区にこういうまちづくりの予算も出して後は自治公民館内で割り振っていただくのか、そ

ういったところをキチンと皆さん方にご説明できるようにやっていただきたい。昨日ちょうど

いいといいますか、夜、自治公民館長会議が頴田でありました。私も担当の職員さんはやっぱ

り大変ですよ、説明に。お金削られてるわけですから。前年度各補助金が１０％カットされた

折に頴田のこのまちづくりの予算、２割、皆さん方はカットをされてますが、ただ金額が大き

いだけで２割カットというのはやっぱり納得できないわけですよね。今みたいに全部ぶっこみ

でやってるわけですから、そういうところもキチンと確認をしていただきながらまちづくりの

方向性をじゃあどっちに合わせていくんだと、また２０年度検討していただけるということな

ので、じゃあこの頴田の方針で行くのならば、後１年間、２年間続けていくとか、２１年度は

１回なべて平準化するんだよとかいう方向をちゃんと説明できる形で作って行っていただきた
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いというふうに思いますし、ひとつご提案は今日の予算委員会冒頭でも部落解放同盟の補助金

の問題、資料請求だけで１時間ですよ、予算委員会が。だからこういう補助金とか助成金の関

係、昨年兼本議員も言われておりましたけれども、一括して今あるものを審議会、庁内でも結

構ですが審議会みたいなのを作っていただいてどういうふうな方向で行くのか本当に一つひと

つの金額が正しいのかということを１年かけてもらって結構だと思いますけれどもね、精査し

ていただいてちゃんと説明できると、一つひとつやってったってこれは毎年やんなきゃいけな

いですよ。できるというような形でやっていただければいいのじゃないのかなというふうに思

います。 
○ 委員長 
 次に、電算システム適正化コンサルタント委託料について、兼本委員の質疑を許します。 
○ 兼本委員 
 今委員長が申した点について質問させていただきます。２０年度から２２年度にかけての事

業でございまして、債務負担行為によりますと全体予算が約１億７，８００万円あまりという

ようなかなり大きな金額の予算でございます。まずこの事業につきまして、コンサルを導入す

る目的についてお尋ねいたします。 
○ 情報推進課長 
 現在の情報システムは合併時に基幹業務、住民基本台帳システム、税システム、国保システ

ム、介護保険システムというのはホストコンピュータを使って行うと。それ以外のシステムを

ほとんど全てサーバーを設置してネットワークを介して運用しております。そのほとんどは新

設で行ったわけでございますけども、現在の課題といたしまして、データの即時更新がすぐで

きず、翌日になるケースがあるということ。それからホストコンピュータの継続使用をします

と、随契によるベンダーの寡占化ということが１つあります。それからもう１つ行政のシステ

ムというのは国も進めておりますけども、オープン化という方向にありまして、非常に利便性

の向上を図るということ等がございます。次期リプレイスにこれらを解消する方法を検討する

ということを目的にコンサルタントを導入したいというふうに思っております。 
コンサルタントの形態といたしましては、プロジェクトマネージャーを置きまして、その下

で情報推進課内に１名あるいは２名、常駐の形でそれぞれのシステムの検討を行いまして、シ

ステム構築時にはその管理、システムがどういうふうにできているか、もちろんそれには基本

設計および詳細設計もそのコンサルタントで行いますので、そこでそういう監査まで進めて行

きたいというふうに思っております。 
○ 兼本委員 
 問題点としては即時更新ができないと。それとホストコンピュータがうちの場合はＮＥＣか

何かですよね。だからＮＥＣですから、それを改善する場合にはＮＥＣ以外のところではやれ

ないからＮＥＣと随意契約を結ぶと。随意契約を結ぶということは割高にはなるんじゃなかろ

うかということで、今度おそらく誰でもが入札に参加できるような、更新に参加できるような

ものになるんではなかろうかと思いますけど、そういうものも含めてどのようなシステムを構

築するというお考えかお尋ねいたします。 
○ 情報推進課長 
 今お尋ねの件に関しましては、コンサルタントと深く検討していかなければなりませんけど

も、今ご指摘のありましたように、現在のホストコンピュータによる基幹業務の運用をどうす

るかということが一番 も需要であるというふうに考えております。佐賀市では、これ韓国の

サムスンとの共同開発でホストコンピュータをやめて、ＪＡＶＡ言語によるシステムに変更い

たしまして、現時点では問題なく稼動しているというふうに聞きおよんでおります。もうひと

つ福岡県が全国に先駆けまして、共通基盤技術化標準というのも公表しております。これもＪ
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ＡＶＡで組まれてるわけですけども、それに基づいた開発も全国的にいくつかの自治体でそれ

を取り込んで、少し独自にアレンジしておりますけれども、それによって開発は行われており

ますので、本市といたしましても福岡県と協調しながら電子自治体構築に 適なシステムを構

築していきたいというふうに考えております。 
○ 兼本委員 
 そのような電子自治体を作ろうということは今始まったわけじゃ、２、３年前から、もうず

っと前から電子自治体言われてますね。ホストコンピュータであればそういうふうな問題点が

あるということはもう恐らくそれも分かっとったと思うんですよね。じゃあ合併のときにその

ようなことができなかったかと。合併のときに富士通やらいろんなところにあるやつをＮＥＣ

に持ってきたとき、恐らく相当な金使ったと思うんですよね。その時点でやっとけば、今この

ような２億円近いような金は要らないわけですけど、そのときには対応はできなかったわけで

すかね。 
○ 情報推進課長 
 平成１５年に実施いたしました新市のシステムの構築に関する今言われました富士通である

とかのベンダーによるプロポーザルの中では、住民基本台帳とか税情報等の重要な基幹業務の

データをいかに統合するかという点が重要視されまして、その結果、合併協定項目の中で現在

のようなシステムを構築するということが決定を見ております。もちろんその時点でも先ほど

申し上げました佐賀市でのホストコンピュータからの脱却の件というのは分かっておったわけ

でございますけども、合併時のデータの統合というのは一番重要なことでございますので、新

規の合併の、データの統合と新規のシステムの構築を一緒に同時に行うというのは、もう非常

に危険であるというふうなことから、現在の本市のシステムが構築されたという経緯がござい

ます。 
○ 兼本委員 
 それではその、あまり私もコンピュータのことよく分かりませんけど、ホストコンピュータ

をやめた自治体もあると。今言うような答弁の中にありますけど、ホストコンピュータをやめ

たことによって共通基盤にすることによってどのような効果があったのか、やめた自治体がす

ぐ効果が出ておるかどうか分かりませんけどね、分かっとればその点教えてください。 
○ 情報推進課長 
 これ埼玉県のある自治体、ちょっと名前がちょっと内緒にしとってくれという話もございま

したので、私の方で調べますと、埼玉県のある自治体で、ホストコンピュータをやめて、先ほ

ど言いました福岡県の共通基盤を少しアレンジして新しい概念でシステムを構築した例がござ

います。それと比較しますと、本市の場合５年間で新規で構築した毎年の運用費を入れますと

約３０億円今かかっております。それを埼玉県のシステムと同様のシステムを構築いたします

と、５年間で約８億円程度安くなるという試算が出ております。 
○ 兼本委員 
 相当な財政効果が出るということで、１億７千万円使っても、それだけの財政効果が出れば、

費用対効果から行けば結構かなりの効果があるということのようですね。 
 当初はいろいろトライバレー構想とかいろんな意味で、それから地元のベンチャー企業育成

とか何とかやってるわけですけどね、このシステムを構築した場合にこのような地元企業を使

えるとか、いろんな他市と違って大手の今までのようなＮＥＣとかそういうところに頼らなく

ても、できるとかいうようなので、他の自治体とまた違ったものがあると思うんですけど、そ

の点はいかがでしょうか。 
○ 情報推進課長 
 今委員指摘されましたけれども、トライバレー構想というのが平成１５年にできております。
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これは産学官協働で今からの飯塚市のどういうふうに進めていくかということが提言として出

ております。その中のキーワードとして１つありますのは、ＪＡＶＡ言語で今から先やってい

こうという話がございます。今九工大にしろ近畿大学にしろ、市内のベンチャー企業にしろ、

ほとんど全てＪＡＶＡという言語をキーワードにして開発を行っております。先ほど申しまし

た福岡県の共通基盤というのもＪＡＶＡで書かれておりまして、これＪＡＶＡというのは非常

に全てオープンになっておりますので、ソースコード、ソースコードというのは文章でいいま

すと原稿が全てみんなが見れるように公開されております。インターネットで調べますと福岡

県の共通基盤のコードというのも一般的に公開されておりますけれども、そういった意味から

これに沿った開発が進められるということになりますと、市内のベンチャー企業、それから大

学と連携できる部分が期待できます。そうしますと産学官連携の新たな取り組みが始まるとい

うことになるというふうに私どもは考えております。 
○ 兼本委員 
 総務省は昨年の３月に新電子自治体推進指針というのを策定して、２０１０年までには電子

自治体を実現するということを目標に、各自治体に電子自治体を構築せえということになって

おりますよね。そういう意味では電子自治体の大きなあれとしては総合窓口とかそういうよう

なものを作って、市民が１つの窓口で、いわば出生から死亡までが全部そこでできるというよ

うな総合窓口を作るというようなものが電子自治体の大きな柱ではなかろうかと思っとるわけ

ですけど、当市はそれに向けてどのような対応を今後やろうとするのか、その点はいかがでし

ょう。 
○ 情報推進課長 
 今委員ご指摘されましたけども、国も電子自治体の推進ということで、実は今地域情報プラ

ットホームという名称で新たなシステムの標準的な行政のシステムをこういうふうにしなさい

というふうな指針を立ち上げておりまして、それが１９年度末にはまた全部上がってくるとい

うふうに私ども聞いております。行政において電子自治体構築の一番大事な話は今言われまし

たけども、市民の利便性の向上ということが一番求められますので、一般的には総合窓口の設

置というのが求められることになると思います。 
私が先ほど一番 初に現状で問題点としておりました即時更新、そういったものが解決でき

ないと総合窓口の設置というのは非常に難しくなってまいりますので、それがまず第一に求め

られていると。それから第２には行政内部の効率化ともう１つはセキュリティの向上というこ

とが挙げられてまいります。そういうことから考えまして、次期リプレイスのシステムにつき

ましては、安定性、安全性、経済性、それから使いやすさの面から検討していきたいというふ

うに思っておりますけども、実はこういう検討というのは職員レベルでの知識といいますか、

そこだけでやりますと私どもやっぱりホストコンピュータの下でいろんなことやってきており

ますので、目がそれ以外のところに行かない部分が非常にございまして、国が求めてるやり方

であるとかそういったものについて専門的な知識を持たれたコンサルタントを入れて次期リプ

レイスの数年前からこういったものを検討しておかないといけないんではないかというふうに

考えております。そういった意味で今回このコンサルタントの委託契約というものを計上させ

ていただいてるというのが現状でございます。 
○ 兼本委員 
 コンサルが常駐するということでございますのでね、よく指導を受けながら、２０年度から

２２年度ということですので、あなたの残りの市役所の人生かけてこの一つ立派なコンピュー

タを組織してもらってね、電子自治体が構築できるようにぜひがんばるようにお願いしておき

ます。 
○ 委員長 
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 同じく江口委員の質疑を許します。 
○ 江口委員 
 おおよそ今兼本委員の質疑の中で出てきたかと思いますが、私もこれについては賛成であり

ます。これをしっかりやっていただいて市民の利便性の向上、特に総合窓口の設置ならびにそ

の窓口の数の増加をやっていただきたいと思うわけです。コストが下がることによって児童交

付機の数が増やせる。もしくは１カ所で全ての仕事が終わらすことができるから、お客様がた

らい回しにされなくてもいい。安く上がるお金で例えば人が一番来る場所にそういった窓口が

置ける等々のメリットがあるかと思っています。それについてぜひしっかりやっていただきた

いと思っております。 
 これコンサルでやるわけですが、心配になるのがコンサルがガーッと走ってしまってある意

味実際にベンダーと切り離してやるという話、オープン系でやるというお話でしたが、それで

もなお、ある意図を持った誘導というのもできるかと思うんです。それを防ぐための仕掛けが

何らか必要だと思っているんですが、そのために例えば複数の事業者で組織する協同組合、事

業組合等に対して発注する等も考えられるかと思います。飯塚市内でＩＴに関わってる業者さ

んもかなりおられます。そういったところも含めて考えるお考えはございますでしょうか。 
○ 情報推進課長 
 今委員ご指摘の件につきましては、私ども考えてはいました。実は先ほど申し上げましたよ

うに、飯塚市内ではベンチャー企業、それから大学もあるわけですので、そういった方々を一

緒にということはもちろんあるわけですが、私はそういった面に関しましては別に委員会等を

作ってコンサルが出してきたものに対して、そういった委員会である程度検討していただくと。

それによって大学であるとか、先ほどトライバレー構想の話もいたしましたので、トライバレ

ー構想との連携の中でそういうコンサルタントが出してきた計画書、これには基本計画書を必

ず作らせますので、まず一番大事なのは基本計画書をどう作るかと。これ情報化推進のための

基本計画書ですので、地域情報であれ行政情報であれ、この計画書をいかに作るかということ

になりますので、これにつきましてはそういった委員会的なものを産学、商工、経済部と協議

しながら進めていってはどうかなというふうに今は考えております。 
○ 江口委員 
 一定程度考えられておられるということで安心をしております。やり方としては今言われた

ようなやり方もそうですし、たとえばコンサルが現実にメインでやるコンサルとある意味それ

を横からチェックする今委員会と言われましたけど、それもまたコンサルという形もありえる

かと思うんですね。そういった部分に関しては検討していただきたいとお願いをいたします。

というのがそういった部分を市内の事業者等、大学も含めて検討していただけると、そこの方々

に対して、その方々が実際の構築に関して非常に知識が増えるかと思います。またもしそうい

ったところが取ることがありましたら、それを外に売ろうという話もできるかと思います。こ

うやって飯塚がある意味皆様方が仕事の中での知的財産を出しながらシステムを作っていただ

くわけですよね。それを飯塚としても飯の種というか、お金に変える仕組みをぜひ考えていた

だきたい。そのことをお願いして質問を終わります。 
○ 原田委員 
 サーバーによるネットワークから、ホストコンピューターからプラットホーム型にシステム

を再構築していくということですね。その中で、当初合併しましたときに、飯塚市が一番シス

テム的には古かったわけですよね。４町の方が、システム的には新しかった。そこで合併しま

したところ、いろんな支障といいますか、例えば手間数がふえたてくる、それから先ほど課長

が答弁でありましたように、日時更新これはしなきゃいけないんで、例えば国保との連動が出

来てないので、国保に今日転居してきましても今日は国保は発行できませんと、明日来てくだ
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さいということが現実行われているわけです。これが、サーバーとしての限界で、データコン

バートしなければいけない、そういった手間があるんで即日更新出来ないということだったと、

確か去年説明があったと思います。今回これが今後再構築されるわけですが、そこでやはり今

どんどん職員さんが退職というかたちで、行財政改革も進んできております。どんどん人間が

減ってきてるわけですね。そうしますと、実際本当に皆さん方がお困りになる一番頼りに今か

らやっていくところだと思うんですよ。実際、実務されている方にとっては、これが一番の生

命線になってくるのではないかなと思うわけなんです。そこで、やっぱり各課の実務者の要望

なり、こうゆうところを改良していただきたいという点が多々あると思うんですけど、そうい

ったものをどういったかたちで今後こういうコンサルが入りますけど、答えていくのか。また、

路線に乗せていくのか、お尋ねします。 
○ 情報推進課長 
 今、飯塚市の電子計算組織の推進に関しましては、先ず 小単位として係で１名そういう委

員を選定しております。それから、その係が集まったのを部に１人置いております。その部か

ら集まった人達を全体の意見集約として、委員会を立ち上げて今のところ行っております。委

員ご指摘の分に関しましては、コンサルタント常駐という意味合いは、そういったものがござ

いますので、常駐したなかでそういう各課が集まってくるわけではなくて、各課にコンサルタ

ントが行って、どういう問題があるか、どうすれば市民に対して利便性があるか、これは勿論

職員の利便性がどうあるか、そういったものを含めてそのために常駐というのを条件として私

ども考えております。 
○ 原田委員 
 対費用効果も非常に大きいということでございます。これ１点だけお聞きしたいんですけど、

セキュリティは前よりも堅固になるって話を先ほど聞きましたが、これに対してはどのような

セキュリティをかけてですよ、セキュリティに堅固で１００％というのは多分無いというのは

ご存知だと思うんですよ。 大限、どのようなかたちで今後されていくのか。 
○ 情報推進課長 
 現時点でもセキュリティの面では、一度委員のご指摘もございましたので、その時に答弁さ

せていただきましたけど、今のネットワークにつきましては、端末が各課にありますけど、そ

の端末を他所の課に持っていっても先ず動かないと、ネットワークにつながらないというシス

テムにしております。また今の端末は通常のＰＣのノートが主流になっておりますので、ＵＳ

Ｂポートであるとかそういったものはまだクローズしておりませんので、そこからデータを持

ち出すということは可能性としてはあります。私も一番心配しておりますのは、数日前も学校

の先生があるところで荷物を盗まれて、そういったデータ、ハードディスクであるとかＵＳＢ

のメモリーを盗まれたといったことがございますので、職員に対しましては機会あるたびにそ

ういうことをするなと、禁止だということを申しておりますけど、現実問題としてそうできる

機械になっておりますので、今実は福岡県とも考えて実証実験をうちの方でしてるんですけど、

新クライアントというやり方がございます。新クライアントというのは、その中にハードディ

スクも何も持たないと、ＵＳＢのメモリーも差し込めないと、何もできないと、ただできるの

はサーバーとの連携であって、それによっても業務は全てできると、それはグループで全てで

きますので、そういうものの実証実験をやっておりますけど、そういうことも可能になってく

れば、ある程度そういった方向にいくべきではないだろうかということを思っておりますけど、

これにつきましてもコンサルタントの中で、先ほども申し上げましたけど安定性であるとか安

全性とかそういったものの中で一番いい方法を考えていきたいと、日々進歩しておりますので、

委員ご指摘の分も私どもが一番心配しているところでございますので、その点は十分に考えて

いきたいというふうに考えております。 
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○ 原田委員 
 メモリースティックと言おうと思ったんですが、今言われましたけど、やっぱり新聞等でも

何件も出てますよね。現実に今の業務の中で、ネットで調べてそれをプリントアウトして、ま

たこっち持ってきて入力して、大変だからということで、やはりスティックを使って持って帰

ったりとかなるわけですよね。紛失したりとか、どうしてもポケットに誰でも１個入れていく

んですよ。そうなりますと、ぽろっと落としたりとかありますんで、このへんが中に重要な顧

客情報とか市民データが入ってということも十分考えられます。それと今課長の答弁お聞きし

まして、このセキュリティに対して非常に強化をするんじゃなくて、入ってこないように消極

的な対処法だと思うんです。何が言いたいかといいますと、課に１台だけウェッブがつながり

ますよね。インターネットができるのは、課に１台だけ、旧町なんかは自分の机で見られた、

確かにセキュリティで非常に危ない部分があります。しかしながら、そのデータを目の前で見

れるという利便性もあったわけですよね。今、課長が言われるのは、危ないことはとにかく止

めようと、使えないようにしようと、使えるのは自分の目の前の仕事だけしか使えないように

しようとしか私は聞こえないですが、そのあたりのウェッブなんかの有効活用するための、ま

たそれに対しては、セキュリティきちっとしなければならないけど、そのへんの感覚と言いま

すか、比較論と言いますか、どのようにお考えかお尋ねしたい。 
○ 情報推進課長 
 その件に関しましても、委員が今まで何度か委員会等でご指摘受けておりますので、今回の

コンサルの中におきましても、私ども効率性からいくと今のやり方が良いとは思っておりませ

ん。今仰いましたように、合併前の自治体では自分の机の上からＰＣでやれるという話がござ

いますけど、実は今非常に国あたりが住基情報のセキュリティを非常に厳しく扱っておりまし

て、外部との連携があった場合には、それは非常に排除するというふうな総務省あたりの見解

も出てきている部分がございます。ですから、そういったものを扱わない部署においては、多

分可能だと思うんですけど、例えば市民課であるとか税務課であるとかいうところになります

と、住基データが常に動いてますのでそういった場合には、職員が使うＰＣに限っては、今委

員が言われましたような方向性というのは、私ども利便性があっていいんではないかと、後は

中の安全性をどうやって高めていくかということを考えていきたいと思っております。 
○ 原田委員 
 そこら辺の利便性も含めて検討頂きたいと思います。そして、やはりコンサルが入りまして

も、注文主側がここだけはこんなふうにやってくれと、頭から言ったらしませんからねコンサ

ルというのは、そうでしょう、注文主ですから、家建てるんだったら２階建てしてくださいと

言って、コンサルが平屋にするわけありませんから、勝手に３階建ては出来んわけですから。

そのとこを言ってるんですよ。あくまでもそこら辺の可能性のある部分を残してやっていただ

きたいということです。それから、ＪＡＶＡ言語の問題点というのは、確かあったと思うんで

すよ。例えば返還の問題とか、これはどうなっているんですか。 
○ 情報推進課長 
 ＪＡＶＡもいろいろ良い面悪い面、勿論それございます。ただ、私が先ほど申しましたけど、

オーオウン系という部分が出てきますと、ＯＳに移動しないという部分が一番大事になってこ

ようかと思っております。ちょっと専門的になって申し訳ないんですけど、共通基盤というも

のがＪＡＶＡで抱えておりまして、そのＪＡＶＡの下にＯＳを何にするかということになるい

わけです。通常はユニックスベースのオープンに出ているものを入れようというのが主流にな

ってきてます。その上に、ＪＡＶＡの共通基盤がありましてその上にのっかかってくるものは

全てＪＡＶＡで組んでいきましょうと、ですからその中に上がってくるのは、一番大きいのは

役所内部で言いますと、決裁基盤、今から先決裁というのはどうしても出てくる事務処理が出
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てきますんで、そういう決裁基盤全てＪＡＶＡでオープンでやっていこうということで考えて

おりますので、委員ご指摘のようなＪＡＶＡに関するいろんな問題点、そういったものも含め

ながらＪＡＶＡに変わるものがあるのであれば、例えばルビあたりも朱になりかけております

ので、そういったものを含めて考えていくということも検討の中でしていきたいと思っており

ます。 
○ 委員長 
 暫時、休憩いたします。 
休 憩  １５：０６ 
再 開  １５：１２ 
 委員会を再開いたします。川上委員の質疑を許します。 
○ 川上委員 
 予算書６４ページ総務管理費、委託料に吉原町自転車駐車場管理運営委託料 5,302,000 円が

あります。これについてお尋ねいたします。委託方法は、どのようになっておりますか。 
○ 土木管理課長 
 委託方法といたしましては、随意契約でシルバー人材センターの方に契約をしております。 
○ 川上委員 
 施設の概要はどうなっておりますか。 
○ 土木管理課長 
 開設が平成１０年４月１日開設いたしまして、所有者福岡県の所有でございます。これは道

路事業の中で、吉原町周辺バスセンター周辺の放置自転車等の駐車を防ぐための施策で、県に

設置をしていただいて、飯塚市が管理するという方法でございます。大きさは、敷地面積２４

１㎡鉄骨２階建て３４６㎡１階が１２２台、２階が１５６台の自転車の駐車スペースがござい

ます。料金としては、無料でございます。 
○ 川上委員 
 １階が１２２で２階が１５６と言われましたか。そうすると２７８台ですね。利用状況は、

いかがでしょうか。 
○ 土木管理課長 
 平成１６年では１年間に５８，２８２台、１７年度５９，３１６台、平成１８年度では４５，

８２５台となっております。 
○ 川上委員 
 回転率といいましょうか、２７８台かける３６５を分母として利用台数を割るとどれぐらい

でしょうね。 
○ 土木管理課長 
 回転数という意味合いじゃないんですけど、日常駐車場に参って状況を把握する上において

は、半分程度駐車台数があるという程度でございます。 
○ 川上委員 
 本来需要は高いのではないかと想像するんですが、丁度土木管理なんですけど、自転車が通

りにくい状況が少しずつ改善はされていると思うんですが、一気にいかないのであすこまで自

転車に乗ってくるのがなかなか命がけというようなこともあるのではないかと思われます。そ

れで、シルバーに随契で出している理由は何ですか。シルバーでなくてはならないということ

なんでしょう、理由は。 
○ 土木管理課長 
 随契理由といたしましては、自転車駐車場の設置目的を効果的に達成するため、また高齢者

福祉政策の一環といたしまして行うものでございます。そういった状況の中で、随契というこ
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とでお願いをしておるところでございます。 
○ 川上委員 
 業務内容からいえば、シルバーでなければならない特殊な技術がいるということではないけ

ども、シルバー人材センター支援ということなんですね。 
○ 委員長 
 続いて、川上委員の質疑を許します。 
○ 川上委員 
 同じく６４ページ総務管理費、報酬、人権啓発センター運営審議会委員報酬７２，０００円

と、その一つ上には同和会館運営審議会委員報酬７２，０００円があります。そこで、先ず人

権啓発センター運営審議会の設置目的をお尋ねいたします。 
○ 人権同和推進課長 
 同和会館及び人権啓発センターの、管理及び運営に関する事項を協議するため設置するもの

です。 
○ 川上委員 
 それについては、資料が出ておりますね。５６ページに人権啓発センター運営協議会の要綱

と委員一覧というのがあります。これは、どうしても設置しなければならない審議会ですか。 
○ 人権同和推進課長 
 どうしてもということではないと思いますけど。 
○ 川上委員 
 そうすると、どうしても作らないといけないわけではないのに、何故審議会を設置して７２，

０００円支出しようとするんですか、あなた方は。 
○ 人権同和推進課長 
 先ず、この隣保館というのは、地域に開かれたコミュニティセンターということで考えてお

ります。それで、平成１７年度から１９年度までは厚生省のモデル事業として立岩会館の方で

高齢者を中心に介護予防の事業をやっておりました。それで、平成２０年度より、デイサービ

ス事業といたしまして、立岩会館と穂波人権啓発センターで実施する計画をたててます。その

他、筑穂人権啓発センター、伊岐須会館においては、高齢者の生活支援や子ども達と保護者を

対象にしたキャップ事業等を考えております。そこで委員の方には高齢者の代表や老人クラブ、

またＰＴＡの役員、自治会の役員などで、また女性の立場からアドバイスをいただけるような

方を選任してやっていきたいと考えております。 
○ 川上委員 
 ということは、この審議会の委員はどうしても選ばないといけないということですね。必要

なことだということなんですね。今の答弁からすると。 
○ 人権同和推進課長 
 平成２０年度から、私達が高齢者を対象にした事業をやっていきたい中で、この総括的な協

議をすると思い、今後は事業内容の調整審議をするために、そういう審議会を作っていきたい

と考えております。 
○ 川上委員 
 こんなところで時間とりたくないんですよ。さっきあなたは、これはどうしても作らないと

いけないものではないと言ったんですよ。じゃあ７２，０００円も何故予算計上して設置する

のかと聞いたわけですよ。そしたら、いろいろ言われてどうしても設置したいんだということ

なんですね、２０年度からね、何か答弁したいことがあるんですか。 
○ 人権同和推進課長 
 私が言いましたのは、どうしても作らなくてもいいと言ったのは、法的に作らなくてはいけ
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ないということではないということです。 
○ 川上委員 
 ですからあなた方は、過去２年間この運営委員会の予算を計上しておきながら、設置しなか

った。そのことを自分で書いておるじゃないですか。合併した１８年と１９年、予算計上して

いるけど、設置してない。２０年度も作ると言って７２，０００円計上しているけど、本当に

作る気があるのか分からないですね。それではちょっと関連するから聞きますよ。その予算の

上に同和会館運営審議会委員報酬がありますね。同和会館運営審議会というのは、設置されて

いるんですか。 
○ 人権同和推進課長 
 今は、設置されておりません。 
○ 川上委員 
 今じゃ分からないですね。少なくとも、１８年合併したんだから、１８年と１９年、２年連

続であったのか無かったのか。あなた方は、予算計上しているんですよ。 
○ 人権同和推進課長 
 合併当初は、各館で実施していた事業や管理運営体制がまちまちでしたので、審議会を設置

しておりませんでした。先ほども申しましたように、平成２０年度より、デイサービス事業や

キャップ事業等を行いたいと思いますので、設置したいと考えております。 
○ 川上委員 
 ２年間設置しなくてやってきたんでしょう。どうして、平成２０年からだけ必要になるんで

すか。そしたら、その運営審議会が無い間に、実際の運営はどうだったかというのを考えてみ

る必要があるでしょう。資料の７６ページを見てください。ここに、あなた方が出した同和会

館人権啓発センターの施設管理委託実績というのがありますね、委託業務が１０事業委託して

ますね。この中で、入札にかけたのはどの事業ですか。 
○ 人権同和推進課長 
 個人の方は、随契になると思いますけど、あとは入札にかけております。 
○ 川上委員 
 間違いないですか。そうすると、見てください。穂波人権啓発センター、この１７年１８年

１９年度と田中百合子さんという方が３年連続で随契になってますね。ということになります

でしょう、今の答弁から言いますとね。それから、隣の筑穂人権啓発センター、同じく施設管

理１８，１９が原忠さん、この方が随契ということになりますよ。その下の館内外清掃委託、

これ１８年見てください。藤田政子他と書いてあります、これ随契ということになりますね。

あなた方が、随契出す時は、随契でいきたいというのを契約課に伺い出すんでしょう。契約課、

伺い出てますか。 
○ 契約課長 
 申し訳ございませんけど、今手元に資料を持っておりませんので確認はできません。 
○ 川上委員 
 人権同和推進に聞きましょう。これは、随契ということですね。契約課に随契伺出しました

か。 
○ 人権同和推進課長 
 随契理由書を付けて出しております。 
○ 川上委員 
 じゃあ、その理由書に随契をする理由が何と書いてますか。 
○ 人権同和推進課長 
 申し訳ありませんけど、手元に持っておりませんので。 
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○ 川上委員 
 なんて書いたかは今分からないと、では主旨ですよ、この６件の随契した主旨を聞かせてく

ださい、理由を。 
○ 人権同和推進課長 
 委員が聞かれてるのは、随契理由にあたるんじゃないかと思いますけど、この方たちは、穂

波人権センター、筑穂人権啓発センターの方ですけど、田中さんについては管理人でございま

すので、住み込みで入っておりますので、多分それで随契と思います。原忠さんについては、

夜間の警備をしていることで、啓発センターから近いということで随契したと思います。清掃

については、藤田さんと原田さんが近くの方で来ていただくということと思いますけど。 
○ 川上委員 
 予算書の６６ページ、総務管理費の委託料の中ほどに二つ支出があります。予算計上されて

います。一つは同和会館人権啓発センター清掃委託料 2,659,000 円、それから一つとんで人権

啓発センター施設管理委託料 1,857,000 円ですね。この金額は何に照合するのかと見てみます

と、結局清掃委託料は資料７６ページの一番下の館内外清掃委託のトキワビルから筑豊美装、

トキワビル商会、原田美装、ここのところの合計にだいたい照合するので、実績に基づいてる

と考えられるわけですね。そうすると、この施設管理委託料の１，８５７，０００円というの

は、１９年度の 1,449,600 円及び 649,000 円、この合計にだいたい並ぶんですね。これらの実

績を積み上げて予算をたててるんですか。 
○ 人権同和推進課長 
 実績に基づいて、積み上げております。 
○ 川上委員 
 ということは、この穂波人権啓発センター、それから筑穂人権啓発センターは、平成２０年

度も新年度も、この方達に随契をする予定ですか。 
○ 人権同和推進課長 
 委託料は、若干来年度は下げております。それと、筑穂の方については、この原さんという

人が高齢ですので、代えていこうと考えております。 
○ 川上委員 
 ところで、施設管理という仕事は、穂波人権啓発センターの場合は 1,449,600 円と筑穂の場

合は 649,000 円と、あまり規模は変わらないでしょう、まあ多少は変わるでしょうけど、開館

日もそう変わらないでしょう。それなのに、どうしてこんなに２倍以上も違いがあるんですか。 
○ 人権同和推進課長 
 穂波は住み込みでずっと居られますので、筑穂の場合は夜間警備でございます。 
○ 川上委員 
 穂波人権啓発センターに、３０年にわたって部落解放同盟穂波町協議会が居ましたね、長期

に貸してましたね。昨年、１１月２６日に退去されてますね。退去した理由は、何ですか。 
○ 人権同和推進課長 
 先ほど言いましたけど、隣保館といいますか、一般施策でやってます穂波人権センターにな

って福祉事業として、地域に開かれたコミュニティセンターとなっておりますので、そこにつ

いては特定の団体が長期に入るのは駄目ですということで出てもらいました。 
○ 川上委員 
 透明性が欠如していたと私は思うわけですよ。それが、一定程度是正されたと。あなた方の

言う随契というのは、私は歴史的な経緯があって、そういう状況があるだろうと思うんだけど、

このまま随契を続けていっていいかどうかについて、どういう検討をしましたか。 
○ 人権同和推進課長 
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 ご指摘のとおりなんですけど、競争入札で出来る分は競争入札で私どももやりたいと思いま

すけど、今言われてますように住み込みでおられる方に競争入札ででるかという話になると思

いますけど私は、それと夜間警備されている方、地域をよく知っている方に対して競争入札を

するかということについては、私としてはそういうことは随契でするべきだと考えております

けど。 
○ 川上委員 
 どういう検討をしたかを聞いたわけです。それで、こういう状況が、随契随契できてる状況

を本来運営審議会が、そういうことも含めてどうしたら市民に開かれた充実した人権啓発セン

ターになるか考えないといけないでしょう。ところが、あなた方は報酬まで決めておって、予

算計上していて、敢えて作らなかった、この人権啓発の方もセンターの方も同和会館の方も作

らなかった。あなた方が、人権同和関係で作らなかった審議会は他にもあるでしょう。審議会

自身も構成に問題があるのもあったんだけど、審議会が無い中で、結局どういうことが起こっ

たかということを考えないといけないですね。だから、規則作ってるんだったら規則作ってる

ように機能させたらどうですか、この場合は、特別調査会とかは解散したほうがいいですよ。

部落解放同盟を特別扱いするようなやり方は止めないといけない、この分野で、穂波町協議会

が昨年１１月２６日に出て行ったのはいいんだけど、17,100 円使用料の未払いがあるでしょう。

合併前は、10,500 円だった月に、合併して 12,400 円でしょう、使用料は、1,900 円月値上が

りしてるじゃないですか、その分をあなた方は９か月分ですから 17,100 円ですよ。市民の中

で、17,100 円使用料滞納したらどうしますか、あなた方追いかけていくじゃないですか。とこ

ろが、部落解放同盟町協議会何百万円も補助金を貰ってる団体でしたよ。そこに対しては、も

う払わなくていいと、あなた方言ったんでしょう。そういうスタンスで、この大事な人権啓発

センターだとか、同和会館運営を指導だれたら困りますね。どう思いますか、部長は。 
○ 企画調整部長 
 ご指摘の点は重々私も理解をしているところでございます。今回、改めて同和会館及び人権

啓発センターの管理運営に関しましての協議をしていただくということからしまして、２０年

度からこの審議会を委員さんを選んでいただいて、そして協議をしていただくということにい

たしておるわけでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
○ 川上委員 
 遅い、そのことを指摘して質問を終わります。 
○ 田中委員 
 人権啓発センターの運営審議会、いつ無くなったんですか。 
○ 人権同和推進課長 
 先ほども答弁しましたように、無くなっておりません。 
○ 田中委員 
 無くなってないのに、何で人選せんのですか。 
○ 人権同和推進課長 
 先ほども申しましたけど、合併当初は各館でまちまちでしたので、管理運営体制がまちまち

でしたので、審議会の設置が出来ませんでした。それで、平成２０年度より各館とおしたよう

な事業をやってまいりますので、平成２０年度より委員会の設置をしたいと思っております。 
○ 田中委員 
 ２年もしなかったんですか。２年も暇がかかったんですか、そのことについて、そのように

答えていただきたい。 
○ 人権同和推進課長 
 その通りでございます。 
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○ 田中委員 
 その人権啓発センターの運営ですよ、内容を変えてないですか。あなた達が、勝手に変えた

部分があらせんですか。何か隣保館祭するとか、今まであったんですけど、そういうものをど

うかしとらせんですか。 
○ 人権同和推進課長 
 今、委員ご指摘の件については、穂波の人権啓発センターで祭をやっておりましたけど、平

成２０年度については高齢者のデイサービス事業に組み替えて行っていきたいと考えておりま

す。 
○ 田中委員 
 そういうことを決めていくとには、運営審議会が要らないのですか。そういうことを目的と

して、ずっと運営審議会もたれたんじゃないとですか。内容を検討していただくとか、意見を

聞くとかいうことで運営審議会あったんじゃないですか。 
○ 人権同和推進課長 
 その通りでございます。 
○ 田中委員 
 だったら、そういうもの変えることできないじゃないですか。私はそういうふうに考えます

よ。２年間、この運営審議会をしないで、開かないで、そういうものをあなた達だけで変えら

れるということになると、運営審議会いらないと、今言われるとおりですよ。しかし、それが

必要性があるから作っていかないかんということで言われよるわけでしょう。同時に、この人

権啓発センターというものの目的、何ですか。 
○ 人権同和推進課長 
 地域社会全体の中で、福祉向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセ

ンターのことでございます。 
○ 田中委員 
 人権問題も取り扱わなくてはいけない問題点があるとやないですか。部落差別をはじめあら

ゆる差別をなくしていくことも、このセンターの活動していく拠点じゃないですか。違います

か。 
○ 人権同和推進課長 
 地域社会全体の中で、福祉向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセ

ンターとして各種生活上の相談事業や人権課題の解決の各種事業を行うものでございます。 
○ 田中委員 
 そうでしょう。あなた先ほど、川上委員から質問された時には、そこまで答えてないですよ。

高齢者の事業とか、そういうものだけしかしないという言い方じゃなかったですか。全般的に

内容を進めていく上では、こういうものがありますよということが、当然のことやないですか

ね。そこには、こういう予算が必要ですよということを、当然のごとく言っていただくことが

大切じゃないですか。そういうことを申し添えて質問を終わります。 
○ 委員長 
 次に、江口委員の質疑を許します。 
○ 江口委員 
 １点だけ確認です。立岩会館のエレベーターの整備工事があるわけですが、現在公の施設の

あり方検討委員会があっております。それがあっておるのに、この時期にエレバーターの設置

工事がある、その点についてどのようなかたちでなされるのかお聞かせください。 
○ 行財政改革室主幹 
 立岩会館につきましても、あり方検討小委員会で協議が行われておりますが、施設の統合整
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理等につきましては、市町合併のスケールメリットの一つでございまして、そのあり方につき

ましては、合併前から個別に検討を行っていた部署もございます。今後も存続させる必要があ

ると考えられる公の施設につきましては、あり方検討小委員会での協議と並行した中ではござ

いますが、緊急を要するもの、それから早急に利用者の利便性などを図る必要がある場合は、

第１次総合計画の実施計画を策定する段階で、関係各課等において慎重に検討を行い、大規模

改造工事をはじめ高齢者、障がい者の方などの利用が多い施設につきましては、バリアフリー

化やエレバーター設置など、施設設備の充実を図っているところでございます。 
○ 江口委員 
 公の施設のあり方検討委員会があるから、統廃合等もその後だと、そしてだから施設整備も

その後だという部分は、学校給食の面等でも聞かれる理論でございます。その整合性がとれる

ようにきちんと資料を出しながら整備をしていってください。その点を要望して、質問を終わ

ります。 
○ 委員長 
 次に、人見委員の質疑を許します。 
○ 人見委員 
 ６９ページ需用費の光熱水費の数字、これだけ見てると、質問事項の筑穂・庄内・頴田地区

の負担のあり方なんていうのは出てこないわけですけど、予算資料の中でそういう内容のこと

が記されておったので、多分これ調整項目の一部なのかなと、このように感じたのですが、実

態はどういうものなのか、教えていただきたいと思います。 
○ 総務課長 
 お尋ねの件でございますが、現在防犯灯の管理につきまして、旧飯塚市、旧穂波町におきま

しては、従来市が管理しておりましたが、旧筑穂町では全て自治会の管理のもとで、防犯灯を

設置しておりました。また、旧庄内、旧頴田町では、全て町が管理しておりましたところでご

ざいます。従いまして、合併後は、旧飯塚の例によりまして、調整を行っております。２０年

度を目処に平準化するということで、現在調整中でございます。 
○ 人見委員 
 私が資料要求したわけではないんですが、９５ページに防犯灯の設置状況一覧というのがあ

るんですね。この中で、今言われた庄内、頴田について、１８年度総本数と市の管理の数字が

確かに一緒です。筑穂の分については、１８年度総本数と自治会管理、それで市の管理が０に

なって、全て自治会管理に移行をしておるわけですよね。だから、このあたりの庄内、頴田の

部分をさしておるのか、それと筑穂の場合は、一旦総本数が全部自治会管理に移ってるんです

よね。１９年度になって、また市の管理が５０８のマイナス５０８、今度はまた戻っておるの

かなと、市の管理に、こういうような見方でいずれにしてもこのあたりまだ市の管理がまた筑

穂町についても増えておるんですよね。このあたりも更に調整をしていく部分があるのかとい

うのを含んでいるんですか。一旦全く全部移って、また一部戻して、また分散させようかとい

うような話も含んでおるのですか。 
○ 総務課長 
 現在、２ヵ年で庄内町、旧頴田町につきましては、調整中でございます。旧筑穂町につきま

しては、１８年度中に調整が一旦整いまして、防犯灯も約３分の１が市の方の管理ということ

になりました。ただ、飯塚市の例で調整しておりますけど、各旧町の方ではやはり平準化とい

うことにあたって、多少まだ微調整しなければならないところが残っております。そういうこ

とで、現在旧庄内町、旧頴田町と併せて見直しに併せまして旧筑穂町におけましても再度確認

点検の作業をやっておるところでございます。 
○ 人見委員 
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 この調整の見通しと併せて、この２０年度においても本庁、それから穂波支所、本庁では市

の管理が２７１本、穂波支所でも５５７本の市の管理があり、年度内においてもそこそこ一桁

の数ではありますけど、新設もなされておるわけですね。こうした調整と併せて、市の管理の

部分と自治体管理の部分、同じようにある意味では求めたいわけですね。防犯灯を設置してほ

しいとかいう思いで来るわけです。その位置だとか諸々条件があるんだろうと思うんです。そ

の中で市の管理に適してるというか、市が管理すべきものと、いやあくまで自治体でというも

のの見極めと言うか基準、こうしたことも明確に全市的に公平さを保たれる方向に向かうのか

どうか、このあたりいかがですか。そして、あればその基準が欲しいんです。有るようで無い

ようで、分かるようで分からないんです。お願いします。 
○ 総務課長 
 市が設置する防犯灯の基準につきまして、４つ程定めております。先ず１点目としましては、

周辺に集落がなく、通学路となっている道路に設置する場合、２点目といたしましては、周辺

に集落がなく駅やバス停から集落へ通じており、徒歩による利用が多い道路に設置する場合、

３点目としては、道路が新設され徒歩による利用が多く見込まれ、周辺に集落がなくどの自治

会とも認めがたい道路に設置する場合、４点目としましては自治会等、自治会間にあり、更に

その道路を通り他の自治会の住民の多くが利用している道路に設置するような場合、このよう

な場合は市が設置する防犯灯の基準というふうに定めております。ただ、質問者お尋ねのとお

り、説明が十分旧地域に徹底しておりませんので、実は１９年度につきましては、特に早く調

整が終わった筑穂町、ここには８月９日と年明けて２月７日に再度説明に赴きまして、ご理解

をお願したところでございます。 
○ 人見委員 
 今、仰られたものについては、公開というか公表というか、誰でも頂けるような文書として

存在するんですかね。 
○ 総務課長 
 お求めがございました時は、写しをお渡しすることはございます。 
○ 人見委員 
 そうした市が、管理して欲しいというのが、項目の中であった。通学路であり、集落のない

部分だとか、こういう部分で安全対策上、まさに防犯灯の意味合いが強いわけです。ここがな

かなか進まないという一面もあるわけですよね。このあたりについては、随時指摘もさること

ながら、特に小中学校のそうした通学路の安全対策だとか、諸々自治会を通しての危険箇所だ

とか、こういうふうな中における防犯灯の必要性だとか要望だとかいうのが過去にもあるんだ

ろうと思うんです。あがってきてるはずなんですよね。そのあたりの計画的な設置という方向

にむかっておるのか、今後どのように考えていかれるのか、 後聞かせていただけないですか。 
○ 総務課長 
 先ず現状を申し上げますと、だいたい住民あるいは自治会の申し出によりまして、防犯灯が

欲しいというような申し出があったときは、担当者が現地に参りまして先ほどの４つの基準に

照らして調査をしております。市の管理ですべき防犯灯ということに明らかになった場合は、

市の方で早期に付けるような努力をしておりますが、往々にして特に予算的なしばりから設置

が来年まで待ってくださいとか、そういうような面はございます。これの計画的な整備という

ことでございますけど、なかなか防犯灯につきましては、全域をとおして計画的な整備という

のは、非常に困難な面がございます。それで、現状としましては、新たに団地等が出来るとか

いう場合には、事前に確認する機会がありますので、私どもの方で調整をさせていただいてま

すが、今不足しているという部分についての計画的な整備というのは、なかなか困難な状況で

ございます。 
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○ 人見委員 
 まさに安全安心なまちづくりだとか、こういう観点が言われていることからすると、やっぱ

りこれは政策判断が必要なのではないかという気がするんです。だから、総務課でもんもんと

させるような話では基本的にはないということ、今部長はチラチラとこっち見てますけど、そ

ういう観点からの検討が必要ではないかなと思ったりもするんですが、これは市長のマニュフ

ェストにも入ってないんかな。入ってないと、入れた方がいいと思うな、次は、やっぱりそう

いうふうな観点が必要なんだろうと、今日はこれを指摘をしておきたいと思います。 
○ 安藤委員 
 これに補助があるのに、１０％減って書いてありますけど、補助ってどれくらいのものにな

るんでしょうか。 
○ 総務課長 
 防犯灯の設置費の補助単価でございますが、高管柱に設置した場合は、17,870 円、電話柱に

設置した場合は、6,500 円、軒下柱に設置した場合は、5,690 円、旧電柱に設置した場合は、

6,500 円、概ね設置費の２分の１弱程度になることが多いように思います。 
○ 安藤委員 
 先ほど設置基準出てましたけど、そこらへんに犯罪という部分でそういう事例があったとき

には、そこには設置基準の中に加えられるのかどうか、その点お知らせください。 
○ 総務課長 
 犯罪等があった場合は、やはり優先的に設置するようなことになろうかと思います。また、

自治会の方からワイセツ事件とかの申し出をよく聞くことがあるんですけど、そういった場合

は、自治会の方にお願いをしまして、自治会の担当の部分であれば、そちらで付けていただく

ようなこともやっております。 
○ 委員長 
 次に兼本委員の質疑を許します。 
○ 兼本委員 
 この件は、執行部から詳しく聞きましたので、取り下げます。 
○ 委員長 
 次に、川上委員の質疑を許します。 
○ 川上委員 
 先ず、ページなんですが、７６ページ監査委員費、報酬、ここに監査委員報酬 2,580,000 円

があります。先ず、この監査委員の報酬は何によって決まっておるのかお尋ねします。 
○ 人事課長 
 監査委員の報酬額につきましては、合併協議の中で特別職等の特別報酬審議会が設置されま

して、その中の答申を受けて識見が月額 170,000 円、議会議員が４５，０００円と決定された

ものでございます。 
○ 川上委員 
 監査委員の任務、役割については、地方自治法に規定されていますね。それで、監査委員の

仕事の中心点は何ですか、紹介してください。 
○ 監査事務局長 
 監査委員の任務につきましては、地方自治法の中に規定がございまして、２３３条の中に規

定がございまして、決算の審査、定期監査、例月出納検査など１０何項目の監査委員の任務が

あがっております。 
○ 川上委員 
 監査委員の職務権限については、今のはいいんですが、職務権限として１９９条の規定があ
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ります。監査委員は普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営

に関わる事業の管理を監査する。このように書いてあるんですね。本市においては、監査委員

２人おられるんですが、事務局５人おられますね。これ給与出てますね。この監査事務局の「仕

事は何ですか。 
○ 監査事務局長 
 飯塚市監査委員条例並びに飯塚市監査規定が定めてあります。この中で、監査委員の職務、

事務局職員の職務が書いてありまして、監査事務局の職員は監査委員の補助職員として補助事

務を行っております。 
○ 川上委員 
 監査事務局は、地方自治法の２００条で規定があるんです。監査委員の指揮下にあるわけで

すね。だからあなた方のあらゆる言動は、監査委員の指揮下にあるわけですね。そうでしょう、

どうですか。 
○ 監査事務局長 
 その通りでございます。 
○ 川上委員 
 ところで、年額二人合わせて 2,580,000 円の報酬を受けておる監査委員、通常実務はどこで

行うんですか。 
○ 監査事務局長 
 監査事務局の事務室で行います。 
○ 川上委員 
 年間何日くらい、代表委員とそうでない委員とおられると思うんですが、何日くらい出て来

るんですか。 
○ 監査事務局長 
 代表監査におかれましては、月曜、金曜が定例の業務日になっておりますので、月になおし

ますと１０日前後でございます。あと識見の委員さんにつきましては、定期監査、決算審査、

その他の審査の打合せ等におかれまして出勤されてきます。ですから、月に平均３日か４日は

来られていると思います。 
○ 川上委員 
 平成２０年度、あなた方は沢山の仕事があるわけなんですけど、財政援助団体監査の予定が

ありますか。 
○ 監査事務局長 
 ２０年度の財政援助団体監査でございますが、２団体予定いたしております。 
○ 川上委員 
 あなた方が提出いただいた資料集の９７ページと９６ページに資料があるわけですね。飯塚

市の監査委員が財政援助団体監査対象にしている団体は１２団体ですね。今年は、ここに書い

てある財団法人飯塚研究開発機構が４月から５月にかけて行うと、それからもう一つは、飯塚

市観光協会１０月から１１月にかけて行うと、この二つだけですね。残りの１０団体はどうす

るんですか。 
○ 監査事務局長 
 我々が持ってます財政援助団体監査につきましては、今申し上げました研究開発機構と飯塚

観光協会を２０年度に予定いたしております。それ以外の団体につきましては、２１年度以降

に実施いたします。 
○ 川上委員 
 それでは、例えば部落解放同盟については、昨年秋に行いましたね、１１月に行いましたね、
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６団体、次に部落解放同盟の監査をやるのはいつになりますか。 
○ 監査事務局長 
 ただ今の予定では、まだ２１年度の監査計画をたてておりませんが、２１年度に実施になる

かと思います。 
○ 川上委員 
 毎年２団体やってたら、６年かかるでしょう、一回りするのに、部落解放同盟の監査は、そ

れまで補助金があれば６年後ということになるんじゃないですか。 
○ 監査事務局長 
 援助団体の数によりましてやっております。ご存知かと思いますけど、１８年度につきまし

ては、合併ということで援助団体を１団体もやっておりませんでしたので、１９年度につきま

してはただ今申し上げました部落解放同盟以下５団体を１９年度にやったわけでございます。

残った２団体につきましては、２０年度にやります。２１年度につきましては、今ある団体分

をそのままやるのか、団体の数を分けてやるのか、そこは検討していきたいと思っております。 
○ 川上委員 
 あなた方が、１２団体毎年やらない理由としては、平成１８年の 初の議会で事務局体制が

足りないからだと言われたんです。それで私は、市長に頼んで事務局体制を強化してもらった

方がいいんじゃないかと、何故かと、清潔で透明な市政づくりの根幹をなすからですよ。だか

らそういった事を言ったことがあるでしょう。覚えてあると思います。そこで、財政援助団体

の監査をするのは何のためですか。 
○ 監査事務局長 
 市の方が援助しました補助金につきまして、目的に沿って適正に執行されているかどうかの

財務の監査を行います。 
○ 川上委員 
 そうですね。補助目的に従って、適正に使われているかどうかというのが一つあるでしょう。

縦横の数字が合えばそれでいいっていう訳じゃないということを言ってあるんですね。古本議

長に対する結果報告にもそう書いてありますよ。ところがあなた方もう一つ重大なことを忘れ

てはいけないんですよ。補助金を出すに相応しい団体であるかどうかということもあるんです

よ。社会的に遮断されるような、あるいは法を犯すようなことがないかどうかとかいうことも

当然のことですよ。そのへんはどう思われますか。 
○ 監査事務局長 
 例えば、質問者が言われました、その団体が援助すべき団体なのかどうなのか、財政援助す

べきかどうなのかということについての判断につきましては、監査委員の職務権限外でござい

ますので、答弁は控えたいと思います。 
○ 川上委員 
 そんな事はないですよ。監査の過程で違法な支出、違法の恐れのある支出を見つけるのも仕

事ですよ。そしてそれを市長と市議会議長に報告するのが仕事でしょう。あなたはそこできち

んと監査事務局長の責任を果たさないといけないですよ。法に規定されている、あなたの任務

は、それで今年財政援助団体の監査は余裕があるじゃないですか。２団体だけでしょう。２団

体だけとかしないで、去年５団体やったんだったら、今年５団体やったらどうですか。私は基

本的には、１２団体やるべきだと思う。飯塚市が今どれだけお金が足りない足りないとあなた

方が言って、市民にお金が足りないと言えばどんな無理な相談でも押し付けられる、そういう

ような態度をあっちこっちでとっているでしょう。そういう時に、監査が多額の補助金を出し

ているのに、２年に１回とか、そのくらいしか、毎年補助金を出しているじゃないですか、な

のに２年に１回とか、監査しないとか、おかしいでしょう。毎年してくださいよ。お願いしま
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すよ、どうですか。 
○ 監査事務局長 
 平成２０年度の監査計画につきましては、先日掲示いたしております。その中で、研究開発

機構と観光協会を財政援助団体監査としておりますけど、今年もそうですけど、今年もサンビ

レッジ茜、健康の森市民公園の指定管理者監査を始めております。来年度も、６団地の指定管

理者監査を入れておりますので、これは１８年度分を２０年度にやるわけでございますので、

２１年度以降につきましては、そこのとこも含めて検討してまいりたいと思っております。 
○ 川上委員 
 検討どころじゃなくて必ずやるというふうに言ってもらいたいんですよ。特に、あなた方私

の一般質問に対して答弁した、見落としたというやつですよ。繰り返しになるとあれですが、

飯塚市長選挙齊藤守史氏出陣式25,000円の領収書、それから松本友子出陣式選対事務所73,000
円の領収書見落としたって言ったでしょう。見落とすはずがないと私が言ったじゃないですか。

見落とすはずないでしょう、計算が合わないでしょう。見落とすはずが、絶対ない。それでも

あなた方が見落としたと言うのであれば、責めは監査委員にあるわけだから、今年監査やり直

してくださいよ。２００７年度分と２００８年度分、２００８年補助金が出ればですよ、監査

を２０年度やり直してください。どうですか。 
○ 監査事務局長 
 答弁は、控えさせていただきたいと思います。 
○ 川上委員 
 答弁を控える理由は。 
○ 監査事務局長 
 先ほども言いますように、この件につきましては監査が終わりまして、市長、市議会議長、

関係団体の長に監査結果を報告いたしております。それが、監査事務局の結果でございますの

で、これを改めて監査するということはないかと思います。 
○ 川上委員 
 あなたがここで答弁を差し控えるという理由はたった一つですよ。ここに監査委員がおられ

ないからですよ。だからあなた、そんなこと答弁せんとか何とか言わないで、監査委員に相談

して報告しますというのが答弁でしょうも、どうなんですか。 
○ 監査事務局長 
 先ほどから同じ答弁になるかと思いますけど、答弁は控えさせていただきます。 
○ 川上委員 
 あなたが答弁しないとは越権ですよ。地方自治法２００条から多少逸脱してるんじゃないで

すか。監査委員には、責任があるんです。責任があれば、権限もある。先ほど紹介した職務権

限１９９条第７項、あなたそこで読み上げてください。 
○ 監査事務局長 
 地方自治法第１９９条職務権限でございますけども、第７項でございます。監査委員は、必

要があると認めるとき、また普通地方公共団体の長の要求があるとときは、当該普通地方公共

団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えてい

るものの出納、その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当

該普通地方公共団体が出資しているもので、政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入

金の元金または利子の支払いを補償しているもの、当該普通地方公共団体が、受益権を有する

信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第２４４条の２第３項の規定に

基づき公の施設の管理を行わせているものについてもまた同様とすると、終わりです。 
○ 川上委員 
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 これが、私が今問題にしているテーマに関わる、監査委員の責任、それから職務権限です。

ですから、あなたはきちんと監査委員に報告しなければならんと思うんですね。それで、これ

に関わって監査するときの観点は、何が一番大事かと、いくつかありますよ。その中の一つで、

補助金団体が当該地方公共団体の議員だとか長だとか、あるいはその候補者に寄付行為をして

はならないという、それがあってないかどうかを監査しなければならんでしょう。ましてや、

補助金団体であろうがなかろうが、チェックする目から見た時に、公選法違反の恐れがあると

いう場合とかは、的確にそういう恐れがないか、心配がないかチェックしないといけないです

よ。その観点がなかったら、目の前にそれがあっても気が付かないでしょう。今、市民の目か

ら見れば、監査事務局は気が付いてても見逃したんじゃないのかと、見落としたんじゃなくて、

いう心配をしているわけですよ。この疑念を晴らすためには、監査委員がきちんと監査やり直

すと、その結果を市民に公表する必要がありますよ。監査委員にきちんと今日の指摘について

報告して、判断を求めてください、どうですか。 
○ 委員長 
 暫時、休憩いたします。 
休 憩  １６：２０ 
再 開  １６：３２ 
 委員会を再開いたします。 
○ 監査事務局長 
 ただ今の質問委員からのご意見につきましては、監査委員さんにお伝えしたいと思っており

ます。 
○ 川上委員 
 そのように是非報告して、検討した後の結果をこちらに報告するようにしてください。お願

いします。 
○ 委員長 
 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 
 他に質疑はないようですから、第１款礒会費及び第２款総務費について質疑を終結いたしま

す。次に、人見委員に質疑を許します。 
○ 人見委員 
 元気が出てきたみたいですから、さあこれからです。 
 ８０ページ、中国残留邦人支援対策事業費について、そのとおり、その内容と本市における

該当者数についてまずご説明お願いします。 
○ 社会・障がい者福祉課長 
 昭和２０年当時、中国東北省旧満州地区には開拓団約１５５万人の日本人が居住しておりま

したが、昭和２０年８月９日のソ連軍の対日参戦により避難の途中、ソ連軍の侵攻や飢餓・疾

病等により多くの犠牲者を出しております。このような状況の中で肉親と離別し、孤児となっ

て中国人に引き取られたり、生活の手段を得るために中国人の妻になろうとして、やむなく中

国に残られた方々を中国残留邦人と呼んでおります。この中国残留邦人に対する現行の支援策

といたしましては、帰国援護旅費の支給や、帰国者に対する日本語教育等行っておりましたが、

平成１９年１月、総理大臣から厚労省大臣に指示がございまして、その後中国残留邦人への支

援に関する有識者会議等の開催を経て、新たな支援策として１つ、老齢基礎年金制度による対

応、２、老齢基礎年金制度による対応を補完する生活支援、啓発、広報の実施等、こういった

支援策を講じるようになっております。なお平成１９年１０月末現在で日中国交正常化により

国費により帰国された永住帰国者の中国残留邦人の数は６３５４名、これは同伴家族を含めま
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したら２万３４４名となっておりますが、本市では９名といったことになろうかと思います。 
○ 人見委員 

本市では９名、具体的にキチッと把握はされてるんですか。 
○ 社会・障がい者福祉課長 
 資料では９名と上げておりますが、予算では増えるかも分からないということで１０名予算

計上させていただいております。 
○ 人見委員 
 具体的にこれほど一段と多分支援の手が伸べられたんだろうと思うんですけれども、生活の

基盤となる生活費というか、年金に当たる部分、このあたりは具体的にどのような内容になっ

ておるのか良かったらもう一度お聞かせ願いたい、その点だけ。 
○ 社会・障がい者福祉課長 
 この中国残留邦人の方に対します支給という、これは給付金という形になりますけども、予

算的には１５２６万１千円を計上しております。この主な内容でございますけれども、今現在

老齢基礎年金といった制度がございます。これは平成１９年の法律の改正によりまして、こう

いった中国残留邦人の方々に現在のこの国民年金制度、今申し上げました老齢基礎年金でもっ

て支給をするといった形になります。なおこの９名の中に４名ほど生活保護を今受給されてお

られますけれども、この生活保護につきましては、ご本人の生活状況もございますけれども、

こういった老齢基礎年金で代えていくといった形に今後はなっていこうかというふうに考えて

おります。 
○ 委員長 
 次に、川上委員の質疑を許します。 
○ 川上委員 
 ただいま人見委員の方でお聞きになられましたので私の方は取り下げたいと思います。 
○ 委員長 
 ありがとうございます。 
 次に、川上委員の質疑を許します。 
○ 川上委員 
 ８０ページ、社会福祉費、負担金補助及び交付金の中に原爆被害者の会補助金２９万３千円

があります。 
 これに関連して資料の１０１ページを見ますと、平成１７年度の交付額が３２万５千円、平

成１８年度同じく３２万５千円、平成１９年度交付額が３１万５千円と減額になっておるわけ

です。そして平成２０年度、２９万３千円とさらに減額ということになっております。そこで

この減額の理由をお尋ねします。 
○ 社会・障がい者福祉課長 
 実は答弁をする前にお断りを申し上げます。今質問者が申されました平成１９年度の交付額

が実は平成２０年度予算額と同じ２９万３千円ということで訂正方々お詫び申し上げます。 
 なお減額の理由でございますが、現在本市の財政状況を考えた場合、１割という形で１９年

度２９万３千円に減額させていただいておりますし、平成２０年度につきましても、２９万３

千円といった形の予算計上を今現在しております。 
○ 川上委員 
 齊藤市長の行財政改革の下でこれ一方的に削ったんですか。 
○ 社会・障がい者福祉課長 
 本会につきましては、会長、副会長等々、理事もおられますけども、この会の趣旨等につい

ては十分理解しておりますけれども、現在こういった市の財政状況もございますので、お会い
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した中で事情等申し上げまして、ご理解はいただいております。 
○ 川上委員 
 行財政改革で市にお金がないといって原爆被害者の会の方々に３万２千円、１割カットを要

求したわけですね。それで涙を飲まれたということですね。 
 そこで、原爆被害者の会の方々の活動状況をお尋ねします。 
○ 社会・障がい者福祉課長 
 現在被爆者の医療、生活、その他問題解決のための福祉活動および原水爆禁止の運動を今現

在していただいております。なお毎週水曜日１０時から１２時まででございますが、本課の、

社会障がい者福祉課の方に事務局をされてありますけども、中山さんという方がおられますが

この方がおいでになられまして、今こういった被害者の会の活動を具体的にされておる状況で

ございます。 
○ 川上委員 
 原爆被害者の方々は１つは高齢化が進み、原爆症と高齢化、多面的な病気だとか、生活上の

お困りのこともたくさんあると思うんです。そこで相談が複合的というか、１つのことだけで

ない相談事が多いと思うんですね。それで、原爆被害者の会の方々が相談活動するのはそうで

しょうけども、市としてその相談解決のために一緒に努力するというようなことはどのような

ふうになってますでしょうか。 
○ 社会・障がい者福祉課長 
 例えば今申し上げましたように、毎週水曜日中山さんが来られましたときは、この時間の中

でございますが、いろいろ中山さんの方で対応していただいておりますけれども、市に関わる

ようなそういったことにつきましては、本課の方で全面協力といった形でさせていただいてお

りますし、この１年間通した事業計画の中でもそうでございますが、市の戦没者の追悼式とい

った場合もございますけども、こういったこともございまして、本市としましてはこの会につ

いては全面協力といった形で今現在進めております。 
○ 委員長 
 次に人見委員の発言を許します。 
○ 人見委員 
 同じ質問項目ならば、取り下げていたんですけど、８０ページの操出金の関係です。国保特

別会計への操出金がここにあげられておるんですけど、今回の後期高齢者医療制度の導入によ

って多分国民健康保険の保険税の中身も若干いじらざるを得ない、そういうふうな関連性があ

るんだろうと思っておるんですが、その事を前提にして何らか国保の保険税の改定がなされる

運びになっております。その改定の主旨と内容について、ご説明が願えればと思っております。 
○ 健康増進課長 
 医療制度改革によりまして、２０年度より施行されます後期高齢者医療制度に関わる各保険

者からの後期高齢者への支援金、これを創設するために国民健康保険税の賦課方法の改正が必

要となり、今回税率の改正を行うものでございます。内容といたしましては、今回の条例改正

の中で、国保税の医療分に４方式で課税しております所得割、資産割、均等割、平等割を付加

方法に新たに後期高齢者支援分を設けるもので、現在の医療分の合計税率、額につきましては

変えずに、医療分と支援分に分割する方法で改正することといたしております。また、付加限

度額につきましては、現在医療分５６万円が４７万円となり、後期高齢者支援分の１２万円と

いったものが新設されることとなる予定となっております。なお、介護分については、税率限

度額とも変更はございません。なお、資料の中の１００ページに以下税率等を示しております

ので、ご覧いただければと思います。 
○ 人見委員 
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 お話に出ておりました、資料１００ページのこの表で見ますと、言われるように医療分とし

て限度額４７万円、そして今回新設される支援分として限度額が１２万円と、昨年までは医療

分のみでしたから、 高額限度額５６万円でございました。新年度からは、合わせると５９万

円に限度額がなるんですが、その通り５９万円に合わせてなるケースも出て来ると、こういう

ふうなことでしょうか。 
○ 健康増進課長 
 まだ、現在法律的には徴税法を今改正中でございますので、制定されておりませんけれど、

既にこの方針は出ておりますので、この限度額で決定するというふうに認識しております。 
○ 人見委員 
 その運びになるだろうということでございます。昨年までが、５６万円であったものが、５

９万円になる階層の人たちも出て来ると。後は後期高齢者の医療制度分で、質問項目出してお

りますので、その時にその分については聞きたいと思います。 
○ 委員長 
 次に川上委員の発言を許します。 
○ 川上委員 
 ８０ページ社会福祉費の操出金、８１ページまでかかりますが、国民健康保険特別会計関連

で６本の操出金があります。それぞれについて、操出金の目的を簡潔にお尋ねします。 
○ 健康増進課長 
 保険基盤安定保険税軽減分、金額３５９，２９０，０００円でございます。これにつきまし

ては、税の軽減額に関わるもので、軽減世帯数また被保険者数により算定するものでございま

す。次に、保険者支援分、これにつきましては、一人あたりの平均保険税収納額に基づきまし

て、軽減世帯に属する一般被保険者より算出する支援措置分でございます。なお、軽減分につ

きましても支援分につきましても、国、県の方からの歳入がございます。職員給与費につきま

しては、職員分でございます。助産費分につきましては、出産育児給付に関わるものでござい

ます。３分の２に関わる部分でございます。財政安定化支援分につきましては、医療費増高分

といって、病床過剰、つまり地域に病床が非常に多いとか、年齢構成差によりまして非常に負

担が多いと、そういった部分に関します操出基準によしまして算出する支援分でございます。

これは交付税措置がなされております。 後に利用要給付費等国庫負担金減額分でございます。

これは、地方単独分に関する国保減額分でございます。 
○ 川上委員 
 飯塚市の国民健康保険税は本当に大変高いですね。それで、保険税の軽減分とかはあるんで

すが、そういうものがあっても、被保険者の状況はどうなっているかというと、資料集の１０

４ページと１０５ページに、一つの側面ですが、どれだけ苦労しているかというのが見えるわ

けです。国民健康保険税滞納によって、正規の保険証を取り上げられる、分割納入ということ

になってくると短期保険証が発行されるというようなことなんですよ。それで、下の方見てい

ただくと分かると思うんですが、例えば平成１９年度の国保加入世帯数が２７，８３６でしょ

う。これに対して満期保険証、正規保険証、一年間通用する保険証を交付されている世帯とい

うのは、２５，１９３しかないんですよ。その他の、ここで何人になりましょうかね、短期保

険証１，８８０それから資格証明証交付、資格証明証というのは保険証を取り上げられた方々

ですね、７６３世帯合わせると２，６４３世帯が正規保険証を持たない。１世帯あたり３人と

考えるか、４人と考えるかというのがありますが、仮に４人とすれば１万人くらいが正規保険

証を持たないで、日常生活を余儀なくされているわけです。だから国保加入世帯のうち、そう

いう方々がそれほどおられるということなんですね。この要因の多くは、国民健康保険税が払

えないくらい高いということなんですよ。その一方で、それでは国保税引き下がれば一番いい
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んだけど、なかなか引き下げない。では、せめて国保税の減免規定があるので、減免してもら

えないかと考えるでしょう。そうすると、国保減免の適用状況見ますと、例えば医療分１０４

ページですが、医療分の所得の激減というのがありますね。１６年度で２９件これは合併前で

す。１７年で１８件合併前です。１８年合併で２７件、いかにも少ないですね。これでは、本

当に正規の保険証を持たずに医療を受ける権利が脅かされているという事態が解決されない。

だからせめて、国民健康保険税を大巾に引き下げるのが一番重要なんだけど、せめて国民健康

保険税減免を充実する財源として操出が出来ないのかというふうに考えるわけです。今、国民

健康保険税の操出金の状況を聞きましたけど、市の独自操出金は無いでしょう。それで、市の

独自操出を行ってでも、この国民健康保険税減免の適用が伸びるように制度を変えてもらいた

いんですよ。例えば、所得制限を緩和する。それから、所得の問題で前年所得でかかってくる

でしょう。だから、なかなか払えないですね。だから、そこのところを改善するとか、いろい

ろ皆さんの方がプロでやってるわけだから、こうすれば市民が助かるというのは分かってるは

ずです。問題は、お金のことだと思うんですよ。だから、今言ったような所を手を付けて改善

して、そして財源としては一般会計から繰り入れをすると、こういうことを検討できませんか、

急いで。 
○ 健康増進課長 
 国保事業の担当の所管といたしましては、一般会計の方からの繰入を十分にやっていただけ

れば、非常にありがたいというふうに思っておりますけど、これも財政当局と十分に検討した

中での今回の予算編成になっておりますので、よろしくご理解お願いいたします。 
○ 川上委員 
 これは、市民の命に関わる問題ということで、今年度予算編成の段階ではなかなかそうはい

かなかったということのようですけど、継続的に検討してください。このくらいの緩和をすれ

ば、このくらい救済というか減免が適用できる。そのためには、これだけの繰出しが必要だろ

うというようなことを計算できるでしょう。他所の自治体はやってますよ。だから是非そうい

う試算もして、具体的に検討してもらいたいと、これは要望して質問を終わります。 
○ 委員長 
 次に川上委員の発言を許します。 
○ 川上委員 
 ８１ページ高齢者福祉費、報償費の中ほどですが、長寿祝金 20,115,000 円があります。それ

で、この長寿祝金 20,115,000 円という数字は、どういうふうにして予算計上したのかお尋ねし

ます。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 長寿祝金の計算につきましては、平成１９年度の決算見込等を勘案いたしまして、７７歳等

の節目の方々の見込みを勘案いたしまして、この 20,115,000 円を計上させていただいておりま

す。 
○ 川上委員 
 この交付の時期、支給の方法はどうなってますか。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 一昨年の１８年度の場合は、市の職員でもって支給をいたしましたけど、昨年度よりこの節

目支給ということで、自治公民館長さんのご協力を得まして、９月の１５日の敬老の日前後ニ

合わせてそれぞれ自治公民館長さんからの支給をお願いしております。 
○ 川上委員 
 ２００５年あたりから、高齢者の方は税の改悪で税金が重くなり、年金は減るという状況が

続いてますね。４月からは、後期高齢者医療制度ということで、保険税を７５歳以上ですが、
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天引きしていこうというようなことで、天引きだから払うわけじゃないんですね、気が付いた

ら年金がもの凄く減っているという状況です。それで、この数年間高齢者に対する犠牲と負担

が著しく増えている。聞かれた事があるかもしれませんけど、長生きして申し訳ありませんと

かね、そういう言葉が高齢者の間から出て来るくらいの状況なんですよ。こういう時に合わせ

て、あなた方は敬老祝金あるいは長寿祝金を節目支給に切替えていったんですね。それで、２

億円くらい財政効果があったというふうに言ってるわけですよ。これ本当に行財政改革ですか、

これが、私はこういうのは行財政改革と言わないと思います。ですから、直ぐと言うわけには

いかないのかもしれませんが、全体的なシュミレーション作り直す中でせめて元に戻す。合併

のときのを元に戻す必要があると思うんですよ。それに必要な財源というのは、２億くらいで

しょう。是非、検討していただけませんか。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 先ほど答弁いたしました自治公民館長ではなくて、自治会長さんでしたので訂正させていた

だきます。今の件につきまして、何とぞ今の市の状況を見る限り、行財政改革ということで現

在進んでおりますので、どうぞご理解よろしくお願いいたします。 
○ 川上委員 
 理解出来ないから聞いてるんです。これは、総括質疑の際に、今の答弁も踏まえて質問を続

けたいと思います。 
○ 委員長 
 次に人見委員の発言を許します。 
○ 人見委員 
 ８２ページ高齢者保険福祉計画及び介護保険の事業計画策定の主旨と内容についてでござい

ます。本年度取組まれるそうした策定計画等について、その主な主旨と内容についてお聞かせ

ください。 
○ 介護保険課長 
 高齢者保険福祉計画及び介護保険事業計画の主旨でございますが、老人福祉法に規定されま

す市町村老人福祉計画、及び介護保険法に規定されます介護保険事業計画を一体のものとして

３年毎に策定するものでございまして、介護保険制度に適切に対応し、今後の超高齢化社会に

おきまして、全ての高齢者の人権と尊厳が守られ、住み慣れた地域で安心して生活が続けられ

るように、高齢者の保険福祉の総合的な推進を図るために策定するものでございます。その内

容といたしましては、本市における高齢者保健福祉の施策の方向性、種類、量など、それと介

護保険の事業料及び給付の見込み、そして介護保険料などを定めるものでございまして、平成

２０年度中に策定するものでございます。 
○ 人見委員 
 近これは国の方の話ですが、極めて介護の現場で働く方々の報酬のあり方について、低過

ぎるのではないかと、これは何とかすべきではないかという話が出て参っております。そうし

た折にも当っておりますが、 後に言われた保険料の算定の、要するに本年にも当っておるわ

けですね。そうした保険料の改定のあるべき姿について、今何かお答え出来るようなものがあ

れば、答えていただきたいし、その上で要望申し上げたいと思います。 
○ 介護保険課長 
 介護保険の保険料につきましては、４０歳以上の方が支払われるわけでございますけど、介

護給付の５０％を保険料で賄います。現在、５０％のうち１９％を６５歳以上の方、３１％を

４０歳から６４歳までの方、２号被保険者と申しますけど、賄っております。６５歳以上の第

１号被保険者の介護保険料は、地域の介護サービスに要する費用などによりまして決まってま

いりますので、介護保険事業計画によりまして、高齢者の人口、要介護認定者、介護サービス
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の利用などの実績や動向、それと実態調査を行いますので、実態調査の結果とかあるいは国の

制度改正の方向性、指針、介護報酬単価のどういう設定をされるかということになりまして、

３年間に必要な介護サービスの量が見込めますので、現時点ではどれぐらい上がる下がるとい

うことは、ちょっと申せません。４０歳から６４歳までの方の２号被保険者の介護保険料は、

医療保険と一体的に収めるものでございますけど、毎年度国が見込みます保険給付費を基に算

定された額になりますので、これは毎年変わってくると思いますが、６５歳以上の分につきま

しては、２１年度から３年間の保険料を今度の介護保険事業計画の中で検討していくというこ

とになります。 
○ 人見委員 
 来年度からむこう３ヵ年の保険料にもなっていくわけですので、いつごろでしたでしょうか

ね、次の保険料の改定は、出来るだけ上げずに済む状況になっていってるのかどうかというよ

うな話をした折に、このままいけばひょっとしたら上げずに済むかもしれない、そうした期待

もとかいうような話を昨年のどのあたりやったか聞いてたような気がするんです。そんな話は

近年まれに見るいい話だねと思ってたんですが、年明けて働く人達の報酬の引上げを是非とも

する必要があるとかいうような話が出てきたとたんに、雲行きが怪しくなっているような気が

してるわけですが、そんな経過をたどってきたような事実ないですか。 
○ 介護保険課長 
 第１号被保険者の保険料設定、先ほども申しましたけども、高齢化の進行によりまして、サ

ービスの量というのは必然的に増えてまいりますので、相対的に介護保険料の影響いたします。

その中で、介護報酬単価というのは、２回にわたって切り下げをされております。ただ今質問

者言われますように、介護従事者の処遇の問題を含めて、介護報酬単価の動向というのが何と

も言えない状況になっております。国の指針とか方向も出ておりませんので、介護保険料がど

うなるということが今の時点では分かりませんので、ご理解をよろしくお願いいたします。 
○ 人見委員 
 合併直前にもこうした計画をたてたわけですよね。新市の高齢者の保健福祉計画を、その上

で新市の保険料も定めたわけですよ。更に今後この計画がむこう３年、５年の計画になってて、

その中でサービスの量というか、そうしたものも自ずと枠が定まってくる。従って、そこから

出て来るサービスの枠によって保険料は、１号被保険者の保険料はおおよそ決まってくると、

そういうふうな見込みの中であれば、さほどそうした次の１号被保険者についての保険料の値

上げというのは、ひょっとしたら抑えられる。そうした見込み等が、あったかに私は聞いた記

憶があるような気がするんですが、私の夢だったんですかね。そしたら、必ず上がりますか、

今の課長の話であれば、サービス量は必ず増えておりますというような話ですから、いかがで

すか。 
○ 介護保険課長 
 サービス量は、高齢化に伴いまして増えてまいりますので、介護給付に要する費用は増えて

くるということでございます。ただ、今現在ですけども、介護給付の見込みが計画を５％ほど

下回っておりますので、介護保険事業計画における剰余金と申しますか、保険料の積立金とい

うのが生じております。この積立金は、次期保険料の計算をする時の引き下げの要因になりま

すが、その基を計算する介護サービス量と申しますか、給付額が介護報酬の改定と施設のサー

ビス増に伴いまして、基数字がどうなるか分かりませんので、現時点ではちょっとお答えしに

くいということを申しておきます。 
○ 人見委員 
 しっかりそうした国の方向性などを見定めながら、なおかつ本市の計画のありよう中身、サ

ービスのですね、そうしたことにも工夫が加えられるような、そうしたものがあれば抑制され
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るわけですし、是非ともあきらめずに朗報を高齢者の方々に頂けるようなそんな計画策定に心

がけて頂きたいと要望しておきたいと思います。 
○ 委員長 
 次に川上委員の発言を許します。 
○ 川上委員 
 ８２ページ、社会福祉費、下の方に食の自立支援事業委託料１０８０万円があります。事業

の目的について簡潔にご説明をお願いします。 
○ 高齢者支援課長 
 食の自立支援事業につきましては、一人暮らしなどで栄養改善が必要な方や、食事の確保が

困難な方を対象として実施いたしております。 
○ 川上委員 
 基本的には食という面と見守りという面と２つの側面ですか。 
○ 高齢者支援課長 
 失礼いたしました。配達の折の見守りと、こういったことも主目的として実施いたしており

ます。 
○ 川上委員 
 この２つの目的、観点で委託をしておるということなんですけれども、１０７ページの資料

を見ますと、予算が分かるわけですね。予算見ますと合併年次の１８年が７２３１万７千円と。

これ決算ベースですね。そして昨年度予算が８２８８万３千円、平成２０年度は約２８８万削

減して８千万円となってますね。それで中を見ますと高齢者分というのはそう多くは減にはな

ってないようなんですけれども、障がい者分と書いてあるところが大幅減といっていいと思う

んですね。これは何か制度か何かの変更によるものですか。 
○ 高齢者支援課長 
 大変申し訳ございません。表に単位を書いておりません。これは金額ではなくて食でござい

ます。申し訳ございませんでした。 
○ 川上委員 
 そうですね。もともと予算書に載っている金額がこの程度なんですから、気がつかないとい

けないですね。すみません。これは食数ということですね。いずれにしても食数そのものが大

幅に減ということなんですが、これは委託料が減になっておるんでしょうか。 
○ 社会・障がい者福祉課長 
 １９年より２０年にかけて少なくなっておりますけれども、この理由につきまして６５歳に

なられまして高齢者サービスの方に変わられた方や、入院とか死亡された方と、あるいはヘル

パーの派遣によりますサービスの変更といったことで利用人員の減と、配食数がそういった具

合に減っております。 
○ 川上委員 
 そうすると、利用人員はどのくらい減ってますか。 
○ 社会・障がい者福祉課長 
 高齢者のサービスの変更につきましては４名、ヘルパー派遣への切り替えが２名、入院２名、

死亡１名となっております。合計９名でございます。 
○ 川上委員 
 それから委託先が６事業所になっております。現在委託先選定はどのようにされてますか。 
○ 高齢者支援課長 
 配食サービスにつきましては、合併前、旧１市４町全て実施いたしておりまして、そのまま

踏襲しているところがほとんどでございます。 

 58



○ 川上委員 
 入札をしてるのか随契なのかということなんですけど。 
○ 高齢者支援課長 
 見守りという観点がございまして、ほとんどが在宅介護支援センターを受けていただいてる

ところにお願いしている状況にございます。旧１市４町、だいたいそういう観点から委託をい

たしておりましたものですから、随意契約となっております。 
○ 川上委員 
 分かりました。見守りという観点で言うと事業者が異常発生に気がついたとしますでしょ。

そういう場合は市にはどういうふうに連絡なり報告なりがあるようになっていますか。 
○ 高齢者支援課長 
 事業所イコール在宅介護支援センターの法人がほとんどでございますけれども、まずは在宅

介護支援センターに報告が行って、それから市に報告が来るというような形になります。 
○ 川上委員 
 それは当然でしょうけど、間髪入れずということで報告があるんですか。それとも１週間こ

ういうことでしたという形で報告があるんですか。 
○ 高齢者支援課長 
 だいたい緊急を要する場合には、すぐに連絡が入ります。 
○ 川上委員 

それから台風だとか大雨、同じかもしれませんけど、災害などによって配食ができない場合

が生じた場合は市との関係はどういうことになってますか。事業者がのっぴきならないことで

配食できないという場合が生じた場合は市への報告とか相談とかいう契約になってるかどうか

を今お尋ねしたんです。 
○ 高齢者支援課長 
 災害の場合、ある程度予測が可能なことが多ございますので、相談はありますけど、今まで

配食を休んだということはなかったかと思います。台風にしても時間帯にもよりますので、ど

うにかして配っていただいてる、ほとんど配っていただいてると思います。 
○ 川上委員 
 そういう場合は非常に大変で危険も伴うことがあるかもしれませんけど、逆に考えればそう

いうときこそ見守りをしないといけないというふうに思われますので、そういう場合は事業者

の方も気をつけながらということなんでしょうけど。それから個人負担はどの程度になってま

すか。 
○ 高齢者支援課長 
 利用者負担額につきましては、去年の１０月から４００円、３５０円から４００円、５０円

値上げさせていただいております。 
○ 川上委員 
 中途半端な時期に負担が増えたんですが、これはどうしてですか。 
○ 高齢者支援課長 
 当初１９年度から予定をいたしておりましたけれども、やはり周知いろいろと利用者の方に

お話しすること、また委員会の報告、そういったことがございましたものですから、１０月に

なっております。 
○ 川上委員 
 １食あたり５０円の負担増ということなんですが、月にするとどの程度の全体負担になるん

でしょうか。 
○ 高齢者支援課長 
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 全体的に配食サービスにつきましては、体の状況、その方の状況によりまして一般会計、ま

た地域支援事業であります介護保険事業の中で予算を振り分けております。全体的に４００万

円ほどの増額になりますので、月額３３万円ほどの増額になってまいります。 
○ 川上委員 
 月額３３万円で１２をかけて年間４００万円くらいということなんですね。これは齊藤市長

の行革実施計画によるものですか。 
○ 高齢者支援課長 
 行革の一環でさせていただきました。 
○ 委員長 
 次に人見委員の質疑を許します。 
○ 人見委員 
 先ほど触れておりましたけど、後期高齢者医療制度の新設が本年４月から見込まれておるわ

けですけども、この新設に至る経過とその理由について、そして一般質問等でも出てきたかと

思いますけど、その新制度の内容それから保険料のあり方仕組みなどもう一度復習を兼ねてご

説明願いたいと思います。 
○ 健康増進課長 
 国民健康を堅持するために、医療制度を将来にわたり持続可能なものにするため、その構造

改革が急務であるという主旨から平成１７年の１２月に医療制度改革大綱が示されております。

その中で、老人医療費を中心とした国民医療費は、年々増加しておりまして、今後も適切な医

療を提供するためには、現在の医療制度の見直しが必要になってきておるというふうに示され

ております。中でも、現在の老人保健制度は現役世代の負担と高齢者世代の負担が不公平であ

ったり、医療を提供しているのは市町村であるのに、実際に費用負担を払っているのは各保険

の保険者といった非常に財政運営上の責任が不明確であるといった問題があるということが指

摘されております。このため、新しい後期高齢者医療制度の創設をして、それぞれの世代の負

担などを明確にし、公平で分かりやすいものとするためこの制度が創設されることになったも

のでございます。内容といたしましては、運営主体は県内の全市町村が加入する広域連合、７

５歳以上の方及び一定障がいのある６５歳以上の方が対象者となります。保険証につきまして

は、被保険者全員に１枚ずつ交付をいたします。医療機関での負担割は、１割現役並所得は３

割と変わりません。保険料は、福岡県内で統一された金額を原則天引きにより対象者一人一人

が納めるということになっております。保険料でございます、保険料の決定につきましては、

医療費の総額から被保険者が病院などで支払います一部負担金を除いた費用のうち約５割を公

費で、残り４割を後期高齢者支援金で負担をいたしまして、残りの約１割を後期高齢者の被扶

養者の保険料で負担をいたします。この１割の保険料は、被保険者一人一人が等しく負担をい

たします被保険者均等割額、並びに被保険者の所得に応じて決まる所得割額の合計額が保険料

となるわけでございます。福岡県では、被保険者均等割額を５０，９３５円、所得割額を９.
２４％というふうに決定されております。 
○ 人見委員 
 聞いただけでも、また天引きか、先ほどの話ではありませんけど、そんな思いをさせるくら

いならば、消費税をしっかりと論議をして、それで賄ってそうした不安や不満が解消されるの

であれば、そっちの方がいいだろうになと個人的には思ったりもするわけでございます。しか

しながら、そうはいかない現状もあって今回このような形になるんだろうと思うんです。それ

で、なかなかこの分の周知がいろんな所に行ってもなかなか出来ていない。まして、上がるだ

ろう、天引きされていくだろう、今までとの比較なんかどっか飛んでいって、今まで国保でど

うだったかというような話があったりだとか、確かに今までの被扶養者の場合が全面的にこの
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保険に持っていかれるので、そのあたりについては不安が当然だろうと思うんですけども、さ

してその分については国の方で手当もしているところもあったりもする訳なんですね。一つは

そういった周知の方法にまだ手立てが有るのか無いのかという気がしておりますが、先ずその

点は、何か打つ手立てというのは広報の面であります。 
○ 健康増進課長 
 過去にも広報市報等で広報いたしております。また、地域におきましての懇談会なり各種団

体からのご要望によります説明会なり、行ってきております。 近では、３月の市報に再度掲

載いたしております。また、国レベルでは３月の２０日過ぎ頃に全国レベルでのテレビ新聞雑

誌等のマスコミの方に一括して広報をやっている、 終的には保険料を３月中に送付いたしま

す。その中に、小冊子をお一人お一人に送付いたしまして、周知したいというふうな手立てを

とっておるところでございます。 
○ 人見委員 
 多分第１回目が、４月１５日が年金の振込み支給給付日にあたるんだろうと思います。この

時点で、通帳を見れば、あれっとなるだろうと思います。多分そういうふうな事が、昨年も諸々

聞かれただろうと思います。是非とも、広報の有り方には注視をしていただきたいと思います。

必ずお前も加担しただろうと言われるような言われ方をするんです。それは、仕方ない部分も

あるんですけど、同僚の議員から言われるとこんちくしょうと思いますけど、お互いどっかで

似たような立場だと思うんで、そうした折にあらあら私の保険料はどれくらいになって、今ま

でと間違いなく上がるんだろうか、どれほど上がるんだろうか、そのあたりの比較なり基準な

り、そうした指標、例示があれば、それにこしたことはないんですけども、そのあたりを多く

を掲載するような方法というのはないですかね。７割５割２割の軽減がありますよね。それは、

当然あるんだろうと思うんですが、それ以外に更にパターンを増やすような手立てというのは

ないですか。それで、７割５割、なんかこう例をいくつか挙げてもらって、このあたりであれ

ば昨年より保険料は下がるんですと、このあたりになると保険料は申し訳ないけど上がります

と、このあたり何か示して頂けるような数字ないですか。 
○ 健康増進課長 
 各被保険者からの問い合わせ等については、今は広域連合で問い合わせセンターというかた

ちで、具体的に新設丁寧に教えているといったようなことは聞いております。質問者後指摘の

部分で、例えばの部分で試算した部分がございますので、国保の１９年度の保険税との比較と

いうことで、例えば夫婦所帯で年金収入合計で 2,800,000 円、例えば夫が２,010,000 円妻が

790,000 円そして試算を持っていて、資産税が 120,000 円ほどかかっているケースの夫婦所帯、

これで国保税で飯塚市であれば 129,300 円という金額になります。これが後期高齢になります

と、125,840 円で 3,460 円の減ということになります。勿論、上がる部分もございます。一番

大きな部分は、国保には資産割がございますけど、後期には資産割がございませんので、それ

も大きな一因になるかとは思います。なかなか、ケースに応じて難しゅうございますので、１

点だけ。 
○ 人見委員 
 なかなか掴みにくいんだろうと思うんですね、 終的には、どれほどの該当者がおられて、

上がる方々はそれぞれの上げ幅はあるにしろ、どれほどの人数に上りますとか、逆に下がる方々

は、どれほどの人数になりますとか、そうした概数なりとも分かりません。 
○ 健康増進課長 
 申し訳ございません。その人数というのは、算定いたしておりません。 
○ 人見委員 
 難しいことは承知で聞きました。出来る限り、そうした問い合わせ等にも、懸命に努めてい
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ただきたいと、このように思います。併せて、後でいいですので、そうした例示の分があった

ら是非ともください。何とか、対応を出来るものならと思いますので。 
○ 委員長 
 暫時、休憩いたします。 
休 憩  １７：３１ 
再 開  １７：３７ 
 委員会を再開いたします。川上委員の質疑を許します。 
○ 川上委員 
 ８３ページに社会福祉費があって、その中で高齢者住宅改造助成金 1,850,000 円があります。

資料集では、１０７ページに資料があります。助成件数は、ここに１５，２３，１９というふ

うに資料に示されております。そこで、相談件数がどのくらいあったかお尋ねします。 
○ 高齢者支援課長 
 高齢者住宅改造事業につきましては、それぞれのケアマネージャー、また在宅介護支援セン

ターで相談を受けることが多ございます。それで、実際に私どもが何軒くらい相談があったか

ということは把握しておりませんので、ご了承よろしくお願いいたします。 
○ 川上委員 
 それでは、申請に対する措置数はどれくらいですか。措置数は分かるんだけど、申請数はど

うですか。 
○ 高齢者支援課長 
 ある程度、対象者が虚弱高齢者、また介護の認定者でございますので、また非課税というこ

とで対象がなっておりますので、上がってきて断ったケースというのはございません。 
○ 川上委員 
 私は、相談件数が把握出来てないというのが、心配なんですね。もう少し要望はあるんでは

ないかというふうに思うんですね、自分のいろんなところで活動している実感から申しますと

ですね。２０年度は、１９の予算しか組んでいないということについて、心配をしましたので、

あえて質問をしました。 
○ 委員長 
 続けて、川上委員に質疑を許します。 
○ 川上委員 
 同じく８３ページ民生費高齢者福祉費、老人クラブ助成補助金について質問します。老人ク

ラブ補助金については、減額になっていると思います、１１０ページの資料で、この資料はど

う見たらいいんでしょうか。予算はどうなってるんですか。 
○ 高齢者支援課長 
 先ず老人クラブ連合会の補助について掲載いたしております。その次のもので、単位老人ク

ラブの補助金について掲載いたしております。表のつくり方として、予算と比較しますと、ち

ょっと分かりにくい表で大変申し訳ございませんが、これに掲載しております 9,913,000 円の

補助金につきましては、老人クラブ連合会補助金調べのクラブ割、人員割、定額、これの小計

の 1,512,592 円と、次の単位老人クラブ会員数補助金調べ、これの一番下の合計の 8,400,000
円、これを合計した額が一般会計としての老人クラブへの補助金でございます。 
○ 川上委員 
 この老人クラブの補助金は、主に何に使われてるようですか。 
○ 高齢者支援課長 
 老人クラブにつきましては、会員相互の親睦、社会奉仕活動、スポーツ、趣味、教養活動、

こういったことを目的として作られております。それの活動費として、研修会、グランドゴル
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フとかそういったいろいろな活動費について、それぞれの老人クラブで活用されておられます。 
○ 川上委員 
 老人クラブの活性化のために、この資料の方を見ましたけど、活性化のためにどういうとこ

ろに力を入れて手立てをとろうとしているのか、少し説明していただけますか。 
○ 高齢者支援課長 
 近年、老人クラブにおきましては、健康づくり、介護予防、こういったことについて力を入

れておられます。それで市としても、介護予防を推進するという立場から、これらの事業につ

いて支援をするし、人的にも支援をしているところでございます。この表の健康づくり事業を

見て頂きたいのですが、１８年度決算額 265,581 円、１９年度の決算見込額 897,000 円、２０

年度 1,198,800 円、それぞれの活動が活発になってきておりまして、補助金額についても増加

しておるところでございます。特に２０年度では、高齢者自身の体力を知るということで、自

己の健康づくりに役立てるために体力測定を全市内で５８回延べ１，７００人を対象として実

施するように計画されております。このため老人クラブ会員、なるべくお金をかけないという

ことで、独自で老人クラブ会員自身が体力測定員、これ６３人要請されまして、あと保健セン

ターの保健士さん、あと施設などの看護士さん、そういうところの協力を願いながら、この事

業を実施する予定でございます。市としましても、先ほども申しましたように、健康づくりと

いうのは大切なことだと思っておりますので、そのための補助金も増やしているところでござ

います。 
○ 川上委員 
 単位老人クラブに 8,400,000 円合わせて補助金が出てますね。これは、ちょっとお金のこと

になりますけど、この補助金このように使いましたというのは、完了報告書のようなものが市

に出されるんですか。 
○ 高齢者支援課長 
 実績報告は、いただいております。 
○ 川上委員 
 念のために聞きますけど、その場合は収支報告と併せて領収書も出るんですか。 
○ 高齢者支援課長 
 収支報告だけだったと思います。 
○ 委員長 
 続けて、川上委員に質疑を許します。 
○ 川上委員 
 次に８３ページの高齢者福祉費シルバー人材センター補助金に関連して、いくつかシルバー

センター関係の補助金負担金がありますけども、補助金が４本あります。それぞれの概要、そ

して補助目的、補助額の根拠をお尋ねいたします。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 シルバー人材センターの補助金、予算的には 19,670,000 円でございますが、これは高齢者

等の雇用の安定等に関する法律を根拠にいたしております。これは、合併によりまして激変緩

和措置ということで、今後平成２３年度までにセンターあたりの特別財政支援をいたすわけで

すが、２０年度の予算は 19,670,000 円ということで計上させていただいております。次に、

高齢者活用生活援助サービス 2,000,000 円でございます。この内容につきましては、シルバー

人材センターの会員を活用いたしまして、地域の高齢者、障がい者世帯を中心に家事援助等そ

ういったものを推進するようにしております。それから、就業機会創出委員設置補助金 900,000
円でございます。この内容でございますが、会員の就業機会を拡大するために、創出委員とい

った方をシルバーの方で配置いたしまして、市内の業者等あたりに仕事を出してもらうと、そ
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ういった事業をしております。 後の高齢者活用子育て支援事業でございます。1,500,000 円

でございますが、これはシルバー人材センターの会員を活用いたしまして、少子化対策等の支

援と、または乳幼児の世話等と、そういった事業をするようにしております。 
○ 川上委員 
 資料集の１１１ページにシルバー人材センターの状況調べという資料が提出されております。

これは、１８年度決算と１９年度予算が出ておるんですけども、事業活動収入の方で１９年度

予算が 56,300,000 円出てますね。連合交付金市補助金と書いてあります。これは、２０年が

書いてないんですが、これに照応する数字は予算書ではどこにありますか。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 資料として出しておりますこのものは、シルバー全体の予算でございます。本市の現在の助

成金につきましては、この資料の３の補助金収入、この上から３行目、これの備考欄に市補助

金といった掲示をしておりますが、ここに該当するようになっております。 
○ 川上委員 
 昨年度の話になりますけど、56,300,000 円の中に、市補助金も入っておるというわけですか。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 その通りでございます。 
○ 川上委員 
 そうすると今回の予算案との関係でいうと、２０年度は勿論ありませんけど、４つの補助金

が全部ここに入っていくんですか。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 その通りでございます。 
○ 川上委員 
 この間系の 後ですが、それで補助金総額は１９年と２０年で、増減はどうなりますか。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 事業費本体そのものが今申し上げましたように、毎年減額になっておりますので、昨年より

約 4,000,000 円ほど減額になっております。 
○ 川上委員 
 その補助金のマイナス 4,000,000 円というのは、市の行財政改革等の関わりはないんですか。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 先ほど申しましたように、合併に伴いますところの激変緩和措置といったことで、これは国

の補助と同額でしておりますので、市の行財政改革とは関係ございません。 
○ 委員長 
 次に、人見委員に質疑を許します。 
○ 人見委員 
 １０８ページになりますが、老人ホーム愛生苑の運営費の内訳、終始明細票の１８年度決算

分と１９年度の当初予算分を出していただきました。２０年度よりは、民営化されていくわけ

であります。決算と予算の数字からすると、何がしかの比較が出来るのかどうかというのが、

私の目ではよく分からない。ただ、これが民営化になれば、平成１９年度の当初予算で結構で

すが、どの分が必要、不必要な科目、金額になるのか、どの分が民営化されても収入として入

ってくるのか、この資料に基づいてそのあたりの説明をお願いいたします。 
○ 高齢者支援課長 
 １９年度当初予算につきましては、先ず収入でございます。老人福祉施設措置費負担金とい

うのがございます。90,325,000 円、愛生苑分ということで、これは市外からの措置費の収入で

ございます。だいたい５３人分くらいになります。その下の、一般会計繰入金愛生苑措置費分
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90,155,000 円、これは５２人分ほどになりますが、これは飯塚市が愛生苑に措置した方々の措

置費でございます。合わせて 180,000,000 円、これは１９年度編成当時、志ら川荘と合併する

ということを想定しておりましたものですから、当時合わせて１１０人ほどおられまして、１

０５人分ほど予算を組んでおったところでございます。その下の一般会計繰入金 98,372,000
円、これは愛生苑の運営に対する赤字の一般会計からの補填分でございます。その下は、金額

的に小そうございます。歳出につきましては、給与、職員手当、共済費、こういう項目は人件

費でございまして、これは次の４月１日から運営されるはくほう会でそれぞれ給与等決められ

ると思いますので、後の需用費、役務費、委託料、これにつきましては、大きく減額されるこ

とはないんではないかと考えております。 
○ 人見委員 
 そうすると、間違いなく歳入の一般会計繰入金愛生苑財政支援分赤字補填分と今説明をされ

ました 98,370,000 円、この分は少なくとも措置費ではないわけですから、民間事業所に対し

ての収入とはならない。こう理解していいですか。 
○ 高齢者支援課長 
 その通りでございます。 
○ 人見委員 
 この 98,000,000 円の赤字分というのと、歳出の２，３，４給与、職員手当、共済費、この

あたりで 100,000,000 円ですね。だいたい見合うくらいなんですね。こういう見方で、おおよ

そいいんですかね。この分が、補填されてたということになるんですかね。 
○ 高齢者支援課長 
 単純に人件費が全部無くなるということではございません。むこうでも必要になってまいり

ます。また、財政支援分ということで、98,000,000 円ございますが、この中には今年クーラー

を付けましたものですから、その金額 36,000,000 円ほども、この中に入っております。 
○ 人見委員 
 クーラー代もいらないわけですよ。支援する必要はないわけですよ。要は、この赤字補填分

は全く無くなるわけですよね。そして措置費は当然預かるわけですから、措置費として収入は

民間会社の方に入っていく。そして右の方の２，３，４の人権費に関わるところの分は、まる

っと無くなるわけじゃないわけですよ。当然、職員は雇い入れなければいけないわけですね。

となると、財政支援分が 98,000,000 円とこの 100,000,000 円が見合うのかなと、私が的外れ

な話をしました。ところが、歳入の分の 98,000,000 円は、これは基本的にはないんですとい

うことになってくると、この右側の歳出の方の２，３，４はここまでかからずとも、かかって

くるわけですよね。そうすると収入と歳入と歳出のバランスは非常に悪いのではないかと、こ

のように思うわけです。そして、課長は先ほど７番以降他の歳出項目はさほど変わらないので

はないかと言われるわけですよ。私がこれだけ見ると、こういうふうなことになってしまうの

ではないか、これでどうも採算が合うとは思えないのですが、そのあたりのカラクリじゃない

けども、採算がこれで合うんだと、先ほど隣から指摘を受けたんですが、外野からの話はオミ

ットにして、私は先ほど言った採算上厳しいのではないかと思うんですが、その答えはいかが

でしょうか。 
○ 高齢者支援課長 
 採算がとれるかというご質問でございますが、大変粗い試算になって参りますけど、簡単に

ご説明させていただきます。平成１９年度は、クーラー取り付けたり何たりで、いろいろと波

がございますので、平成１８年度の決算で説明させていただいてよろしいですか。先ず歳出で

ございます、222,000,000 円おおよそございます。このうち１９人分の人件費は、132,000,000
円ほどになります。その他の経費 90,805,000 円になりますけど、先ずこの二つに分けられま
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す。人件費の内訳でございますが、正規職員１３人、これの平均単価求めますと、申し上げに

くいんですが 8,700,000 円ほどになります。嘱託職員４人、これは一人あたり平均 3,140,000
円、臨時職員一人あたり 2,800,000 円ほどになります。それで、この決算額につきましては、

一月７６人入っていたとことの決算となっております。平均しますと７６人になりますので、

現在は９０人分に置きなおします。歳入も増加しますけど、歳出も増加いたします。１４人増

加した分の金額を、おおよそでございます、6,700,000 円ほどになります。それで、合計いた

しますと歳出は 97,000,000 円ほどになります。また新しい法人での人件費の計算になってま

いりますが、いくらになっているのか実際に聞いた事はありません。ただ、去年か一昨年か、

いろんな特養を回った折に、いろいろお尋ねしたときには、大体正規職員で一人あたり平均

3,000,000 円くらいの平均賃金でございました。それで、一人あたり 3,500,000 円、臨時職員

を 2,500,000 円、これで試算いたしております。また人数でございますが、現在前年度の入所

者に応じて職員数を変えられるようになっております。平均しますと、今年度が８０数人でご

ざいますので、それで計算いたしますと嘱託員も含めて１４人になります。ただ実際に１４人

で回せるかと言いますと、回せませんので、はくほう会にお伺いしますと医者も含めて１７人

ということでございますので、正規職員を９名臨時職員７名で計算しますと、人件費は

49,000,000 円になります。先ほどの、97,000,000 円とたすと歳出は 146,000,000 円ほどにな

ってまいります。歳入はどうなるかと言いますと、愛生苑は一人あたり 1,697,000 円ほど措置

費として頂いております。それで９０人おられますので、９０人で計算いたしますと

152,000,000 円ほどになります。その差額としまして 6,000,000 円ほどのプラスが出る事にな

ります。またその他委託料につきまして、いろいろグループがございますので、共同で委託を

発注するとか、そういったことを考えればいろんな委託料なども割安になって経費がそこらへ

んでも出て来るんじゃなかろうかと考えております。大変粗い計算ではございますが。 
○ 人見委員 
 何で私がこんな質問をしたかと言いますと、人件費はこのような形で確かに大きく違ったり

するということはあっても、まさかその他の食事だとかその他の面が今までと極端にサービス

が低下しただとか、手が抜かれているとかいうようなことがあっては、まことに申し訳ないと

いうような事態になってしまうのではないかと、このような気がしたわけです。そのような事

態にならないようになっているのかなというような心配をしたわけです。そのあたりは心配な

いということですので、先ほども説明があったように何とか計算上は 6,000,000 円くらいの歳

入の方が大きいというような算定もあり、更には諸々委託も今後考えておられるというような

ことで、そういう意味での経営の不安定化は起きないようにということの理解でしておきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 
○ 高齢者支援課長 
 委託等につきましては、私がそういうふうなかたちにすれば、いくらかでも安くなるんじゃ

ないかと思ったものでございます。この数字にしましても、私の知識の範囲で申しましたもの

です。ただ、全体的に福岡県で４２箇所の養護老人ホームがありまして、そのうち半数以上の

２４箇所が民営でございます。経営的に成り立たないということはないんじゃなかろうかと感

覚的にも感じているところでございます。また、処遇の低下にならないようにははくほう会と

も協議してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
○ 委員長 
 次に、川上委員に質疑を許します。 
○ 川上委員 
 ８４ページの社会福祉費繰出金の中に、下の方ですが後期高齢者医療特別会計繰出金が３本

あります。そこで、この三つの操出金の目的、それから金額の根拠などについてお尋ねいたし
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ます。 
○ 健康増進課長 
 先ず市事務費分でございます。これは、後期高齢者特別会計の方の人件費一応４人分として

計上いたしております。次に、広域連合事務費分でございます、これは資料の１１２ページに

つけておりますけど、後期高齢者の方の本市から出します事務費の負担分といたしまして、人

口割それから高齢者人口割と均等割、それぞれ５０％、４８％、２％といった平成１９年９月

の人口がベースになっております。 後の保険基盤安定分につきましては、保険料の軽減分で

ございます。これにつきましては、県から４分の３の補填がございます。 
○ 川上委員 
 資料は１１２ページということで、上の表が平成２０年度保険料分と書いてあります。賦課

被保険者が、１５，９５１人となっております。内訳として、特別徴収者１３，４６２人、こ

の方々が年金から天引きをされる方々ですね。月 15,000 円以上の年金があれば天引きという

ことです。その月 15,000 円に満たない方々の場合が、普通徴収ということで自ら納入しなけ

ればならないということで、２，４８９人の方々がおられるわけですね。政府が凍結だとか、

一部の方々１５％の方々について凍結期間を設けるわけですけど、いずれ凍結もとけるわけで

すね。それで、本市の場合は福岡県後期高齢者医療広域組合には、齊藤市長と古本議長が代表

で出ておられます。そこでちょっと考えておられたかどうかをお尋ねしたいんですが、今度の

後期高齢者医療制度というのは、負担とサービスの両面で高齢者にかなり大きい負担、サービ

スの抑制が働くということは、だいたいどこでも言われていることですよね。そういう中で、

自治体が独自で財政出動して、この見捨てられようとしている高齢者を少しでも助けるという

動きが出来ないのかということなんですよ。それで、市としてそういう観点から財政出動しよ

うとしてはどうかと、結局はしてないんですが、そういうことを検討されたかどうかお尋ねし

ます。 
○ 健康増進課長 
 私どもは、この制度創設に関わりまして、担当所管課としまして、一定の経過なり聞いた中

で、独自での財政出動といったようなものについては記憶はございません。 
○ 川上委員 
 記憶がございませんというのは、考えたことがないという意味ですか。 
○ 健康増進課長 
 広域連合の中の会議等において、そういった話は無かったということでございます。 
○ 川上委員 
 広域連合のことではなくって、飯塚市としてどうかということを考えたことがあるかと聞い

たんです。 
○ 健康増進課長 
 考えたことは、ありません。 
○ 川上委員 
 それは、この後期高齢者医療制度のひどさをよく理解していないか、それともだいたい大変

なことになるなと思っておるけども、お金がないからなのか、どっちだと思われますか。 
○ 健康増進課長 
 行財政改革を行って、非常に財政的にも逼迫しておりますので、余裕は非常に厳しいかと思

っております。 
○ 川上委員 
 今、思ってるんですかね。それで、全国的には先週の始めくらいまでに、各自治体議会で５

００を超える意見書があがってるんですね、凍結だとか見直してもらいたいだとか、岐阜県の
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大垣市では、自民党市議団が凍結見直しを、意見書を提案して共産党も賛成して、公明党を除

いて賛成多数で意見書を可決してるんですね。その後、北九州市議会でも自民党が見直しの意

見書案を出しました。共産党は賛成して可決しましたね。そういう状況が、今広がっているわ

けです。それで、私はここに数字が表れてますけど、市民の痛みを想定することは十分可能じ

ゃないですか。それから言えば、今からでも保険料の問題でも負担軽減図るために、財政出動

を検討するべきではないかというふうに思うんです。そのへん市長、お考えはいかがでしょう

か。 
○ 健康増進課長 
 ご意見、ご要望として承りたいと思います。 
○ 川上委員 
 では検討して、予算特別委員会の総括質疑の時までに、返事をください。 
○ 委員長 
 引続き、川上委員に質疑を許します。 
○ 川上委員 
 次に、８４ページ社会福祉費やはり操出金の中ほどに、介護保険特別会計関連の操出金があ

ります。同じような質問で申し訳無いんですが、操出金のそれぞれについて介護保険料減免を

拡充するために操出金を出しているというところがありますか。 
○ 介護保険課長 
 ８４ページに６つほど介護保険特別会計の操出金がございますが、質問委員がおっしゃって

ある部分につきましては、介護給付費分に相当する部分が 1,209,742,000 円ございますが、こ

こに一般会計から出動すれば減免の拡充ということになりますが、現実的には給付費に沿って

法定負担の１２.５％分しか支出しておりませんので、一般会計からの超過操出はございません。 
○ 川上委員 
 今、だいたい介護保険料の基準額は、4,975 円ですか。これに、後期高齢者の保険料が入る

と、天引額がだいたい 10,000 円くらいになりますよ。合わせるとですね。大変な額です。

低一番厳しい場合を言えば、15,000 円以上の方々から天引ですからね、10,000 円天引という

ことは、少ないだろうと思いますけど、そういうひどいやつなんですね。その中で、ありとあ

らゆる制度を活かして高齢者を助けないといけないという、こういう立場に立つのが重要だと

思うんですよ。それから言うと、介護保険料の減免が進められないかというふうに思うんです。

そこで、１１３ページに介護保険料減免の適用状況４カ年が出されていますけれども、今の高

齢者の置かれている状態からすれば、適用が非常に少ないと言わざるを得ないですね。合併の

時期に、預金について条件緩和を市としてはかなり思い切ってされたのかもしれませんけど、

なかなか減免適用が伸びない。収入が多いですね、所得制限が。それと保険料減免した分は、

特別会計内の財政出動になりますから、思い切った減免の条件緩和、適用増というのがしにく

いわけです。だから、少し研究してもらって、どの程度の緩和あるいは拡充をすれば、どの程

度一般財源からの操出が必要なってくるのかとか、そういうことを少し資産してみられません

か。ちょっとお考えを伺います。 
○ 介護保険課長 
 介護保険料の減免につきましては、これは当初介護保険料の減免をするときに、厚生労働省

の減免の三原則というのが示されております。その中で、個別の申請により判定すると、それ

から全額免除は行わない、それから保険料財源で対応し保険料減免に対する一般財源の繰入を

行わないというような３原則がうたわれております。介護保険の費用は、高齢者の方の保険料

が原則１９％で、市保険者の一般財源が１２.５というように負担割合は決められておりますの

で、この中で、高齢者同士の助け合いの中で、減免の基準を設けておりますので、一般会計か
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らの繰入れ等については、考えておりませんので、ご了承お願いいたします。 
○ 川上委員 
 あまり長くやり取りをしてもとは思うんですけど、今課長が言われた高齢者同士の助け合い

と言われたですね、この高齢者同士の助け合いというのが、今世界の人がびっくりしている話

なんですよ。後期高齢者医療制度をはじめとしてね。こういう制度はないでしょう、世界中で、

例えば後期高齢者医療制度、今それぞれの保険に入っている方々のうち７５歳以上の方だけを

集めて、囲い込んで、そして自分達で助け合いなさいと、一応国とか若い世代のところからの

支援金とか入ってますけどね、基本は高齢者同士で助け合いなさいという思想ですよ。これを

あみ出した人がいますね。厚生労働省の幹部の方、この中央公論の２月号に書いてるじゃない

ですか、反省の弁を、自分は姥捨て山を作ったかもしれないと、こういうような高齢者同士で

助け合うような地域コミュニティの話とは違うんですから、その反省があるわけですよ。そう

いう作った本人が反省しているような制度に、地方自治体がそうですかと従う必要はないと思

うんですよ。今言われた、介護保険減免の３原則も承知しています。してますけども、国にあ

るいは厚生労働省に、そんなことを言う資格はあるのかと、自治体から言っていいと思うんで

すよ。今は、高齢者をどんな目に合わせているのかと、厚生労働省が、そんな３原則とかね、

勝手なことを言うべきではないと、だいたいもっと国が地方へ財政出動してそんなことが自由

に出来るようにするべきなんですね。だから、共産党もがんばりますけど、市長の方からもも

っとこの分野はがんばっていただきたいと、そういう方面でね、というふうに思います。 
○ 委員長 
 引続き、川上委員に質疑を許します。 
○ 川上委員 
 ８６ページ民生費社会障がい者福祉費、サンアビリティズ飯塚指定管理委託料に関してお尋

ねします。サナビリティズ飯塚が指定管理者制度を導入されて何年か経つんですが、直営でや

った場合と指定管理者制度になった場合、どこがどういうふうにメリットが生まれたか、お尋

ねいたします。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 平成１８年の４月に市の指定管理ということで、ＮＰＯの飯塚障がい者団体協議会に委託を

しております。お尋ねの件でございますが、当時の人件費等も削減等が出来るといったことで

指定管理をしております。 
○ 川上委員 
 それは間違いです。指定管理者制度の導入の一番の目的は、その公の施設で住民サービスを

どのように向上させるかということを一番に考えるんです。法はそうなってるでしょう、違い

ますか。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 当時のこの指定管理に至るまでの経緯でございますけど、当然ＮＰＯ飯塚障がい者団体協議

会の方も、こういった委託を受けることによって、それぞれの会の維持運営と、あるいは目的

等が達せられるといった面もございましたので、市といたしましては指定管理といったかたち

で委託をしております。 
○ 川上委員 
 だから担当課長がね、人件費が浮いたから、お金が浮いたからメリットだということだけ言

うようでは、大変ですよ。その施設の能力が、どのように発揮されているのかと、その施設の

目的に従ってね、住民サービスがどのように充実しておるのかしていないのかということを絶

えず考えないといけないですよ。それで、指定管理者制度でいっておるわけだけど、それでお

金は浮きましたというだけではなくって、もし住民サービスがそれで後退しているということ
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があるんだったら、財政出動が求められるんじゃないですか、サポートする必要があると思う

んですよ。そのへんは、考えたことがないですか。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 現在、サンアビの方での利用状況を勘案いたしまして、必ずしも利用者数が減っておる状況

でもございませんし、当時指定管理を出すことによって、何度も申し上げますが、ＮＰＯ飯塚

障がい者団体協議会での再利用といったかたちでの効率化といった面もございましたので、市

といたしましては、そういったかたちで平成１８年４月に指定管理ということでしております。 
○ 川上委員 
 この指定管理を決める議案が出た時に、共産党は反対しました。何故反対したかというと、

選定過程が全く明らかにされなかったからです。今は、プレゼンを公開するとか何とか言って

ますけど、その時は全く情報を出されなかったんですよ。結論だけ承知してくれということだ

ったんです。このＮＰＯのがんばりというのは、知っておりましたけども、そういう結論だけ

議会に押し付けるやり方はおかしいだろうということで反対したわけですけども、それだけに

その後の２年間、その選択が正しかったかどうかというのを先ほどから繰り返し言ってますけ

ど、住民サービスがどうなっておるかという観点からみる必要があると思うんですよ。それを

聞いているわけです。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 当然、このサンアビの利用につきましては、市の方も打合せと言いますか、一応入りまして

そこいらあたりのサンアビの方の利用状況、運営状況についても聞いておりますので、お尋ね

の件につきましては、そういった観点から今後とも十分にサンアビの利用状況ということで注

目をしていきたいと考えております。 
○ 川上委員 
 注目して、その状況に噛合った支援をしていただくように要望して、この質問を終ります。 
○ 委員長 
 次に、人見委員に質疑を許します。 
○ 人見委員 
 障がい者福祉費の分ですが、生活支援センターそれからコミュニケーション支援事業、地域

活動支援センターなど、ずらっと並んでおるんですが、この障がい者福祉を巡るこうした文言

と内容がイメージできないんですね。先ずそこをそれぞれ説明をお願いいたします。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 ３つの事業でございますけど、障がい者福祉法が出来て、そういった意味の事業でございま

す。事業の内容について、簡単にご説明いたしますけども、障がい者の生活支援センター事業

でございますが、障がい児者あるいはまた保護者等の介護を行うといったことの相談とあるい

は必要な情報等を提供するといった目的でございます。本市では、２市１町で現在知的につい

ては笠松、精神についてはばさら、身障についてはサンナビといった３ヶ所で運営をしており

ますけど、それぞれ運営につきましては常勤の相談員が配置されております。なお、２０年度

の計画では、４ヶ所目を２市１町で設置する予定にしております。次の地域活動支援センター

でございますが、これは従来の共同作業所といったものでございます。これも自立支援法の施

行に伴いまして、一定の要件を備えた共同作業については、地域活動支援センターといったか

たちになりますけども、この内容でございますけど、利用者に対して創作的活動、生産活動の

機会の提供といったことを目的としております。本市では、今現在２市１町の共同でいずみ、

先ほど申しましたばさらＮＰＯでございますけど、一応設置をしております。 後のコミュニ

ケーション支援事業でございます。これも同じく自立支援法で、法定化された事業でございま

すけど、障がい者の方で聴覚、言語機能、音声機能、その他障がいがあるために、意思疎通が
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出来ないといった方への手話通訳の派遣事業でございます。なお、１９年９月より、この事業

については実施しております。 
○ 人見委員 
 それと併せて、このコミュニケーションの支援事業の分に加えての話なのか、手話の通訳者

の本庁に常勤というようなものがありあり聞いてますが、この分に入るんですかね、これとは

また別ですか。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 このコミュニケーション支援は、あくまでも派遣でございまして、今お尋ねの件につきまし

ては、設置につきましては、嘱託といったかたちで予定をしております。 
○ 人見委員 
 先日の一般質問の中で、今後の事として地域以降の支援のあり方だとか、それとか特に就労

支援のあり方ですね、このあたりが大きく課題として継続して残っていく。そういうふうな指

摘もされております。先ほど、嘱託でという話がありました。特に、就労支援のあり方につい

ては、いずれもどの施設にしても、団体にしても、窓口はハローワークなんですね。なかなか

この実態が向上しないわけです。ハローワークのみのそうした支援のあり方というのが、果た

して今後もいいのかどうかという点もあるわけです。出来たら、そうした手話通訳者を嘱託と

して常駐させるとすれば、一つ加えていただいて、そうした就労支援の何がしかそのお世話な

り、まさに思いを聞くなり、更に言えば企業あたりとの渡りを機動的に掴んでもらう、構築し

てもらうとか、こういうふうなことまでなっていくような魁になればという思いが、私なんか

はあるんですけども、どんなふうですかね。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 今質問者の構想等については、私もそういったところは今後期待をしております。特に、設

置というかたちになれば、当然窓口で障がい者の方との接触も出て来ると思いますし、本市に

おきましてはコミュニケーション支援事業といったことも展開しておりますので、今後ともそ

ういったかたちの市独自性が出せれば、非常に設置することについての意義も更に倍化するん

じゃなかろうかと考えております。そこいらあたり今後も十分検討してまいりたいと考えてお

ります。 
○ 人見委員 
 因縁と言っていいのか分かりませんが、この自立支援法ですよ。それに基づいて、こうした

支援センター等の設置も行われてきてるわけですよね。更に、この地域におけるそうした２市

１町の取り組みなどは、広域的で十分に理解をされるとこですし、出来るだけ応援もしていき

たいというような気もします。是非そうした、喜んでいただける施策になりますように、一段

と努力を傾けて頂きたいと要望しておきます。 
○ 委員長 
 暫時、休憩いたします。 
休 憩  １８：３５ 
再 開  １８：４５ 
 委員会を再開いたします。川上委員の質疑を許します。 
○ 川上委員 
 ８６ページ民生費障がい者福祉費生活支援センター運営事業委託料についてお尋ねいたしま

す。中ほどに、43,588,000 円の委託料が予算計上されております。資料の１１６ページに、詳

細が述べられています。それで、利用者数あるいは相談件数について、ここに書いてある事業

所ごとに、つまりサンアビ、それから笠松、ばさら、それごとに先ず聞かせてください。 
○ 社会障がい者福祉課長 
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 平成１８年度の笠末の利用件数は、１２２人でございます。ばさらにつきましては、３５５

人でございます。サンアビにつきましては、１，５２４人でございます。計で、２，００１人

でございます。平成１９年度は、笠末につきましては、２６９人でございます。ばさらにつき

ましては、１，２０２人です。サンアビにつきましては、１，７２２人です。合計が、３，１

９３人でございます。 
○ 川上委員 
 この３事業所と社会障がい者福祉課が中心になると思うんですが、連絡調整体制はどのよう

になっていますか。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 この事業につきましては、本市の重要な事業でございまして、特に障がい児者の件につきま

しては、本来この計画の中でも実施しておるところでございます。当然、市といたしましては、

これら施設につきましては、定期的な打合せ等実施しております。 
○ 川上委員 
 委託料については、それぞれの市の基本的な考え方があって委託がされておると思うんです

が、２，３事業所の方々と話す機会があります。やっぱり運営は大変だということがあります

ので、実情に応じて今後委託料については引上げの方向で検討出来ないかと思いますので、ご

検討頂きたいというふうに思います。 
○ 委員長 
 次に、兼本委員の質疑を許します。 
○ 兼本委員 
 ８７ページの民生費障がい者福祉費の中の福祉タクシー補助金について、この補助内容とど

ういう方達にやるのかという説明をお願いいたします。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 福祉タクシー券でございますけど、障がい者の方が外出するときの一つの方法としてタクシ

ーを利用される場合、その料金の一部を助成し障がい者の方の生活の利便と社会参加の範囲を

拡大するといった目的でございます。 
○ 兼本委員 
 いくら補助するのか、どういうふうな範囲内で補助するのか、追っかけて質問せんごと全部

出してください。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 この補助金の対象者でございます。市民税非課税所帯の方で、身体障がい者手帳１級、これ

は視覚、下肢または大患で２級、人工透析者を含めます。それから療育手帳のＡの交付を受け

ている方、それから精神障がい者保健福祉手帳１級を受けている方、そしてこの具体的な交付

の内容でございますが、月３枚を限度に年間 高３６枚支給するようにしています。 
○ 兼本委員 
 月３枚と言いますけど、これは１枚でどこまでも乗っていいんですかね。金額はいくら。 
○ 社会障がい者福祉課長 
 初乗りが６２０円になっておりますので、この範囲の中での運賃の分でございます。 
○ 兼本委員 
 初乗りの６２０円のやつを月３枚まで利用できると。外出の利便性を向上するということで

すけど、６２０円といいますと初乗りですからもうわずかなもんですよね。月３枚ということ

ですから、３枚一緒に利用しても、２千円かかったとした場合に６２０円を３枚使えるわけで

すか。１回につき１枚しか使えないわけですか。 
○ 社会・障がい者福祉課長 
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 これは具体的に申しますと、月３枚を限度で３６枚という形になりますので、１回乗るとき

に１枚渡すと。こういう説明でようございますでしょうか。 
○ 兼本委員 
 ないよりもあった方がいいんだろうけど、620 円を１回出して年間でいうと３６枚ですから

かなりの枚数みたいにありますけどね、１回 620 円ですよね。 近の新聞報道でテレビやら見

ますと北海道で生活保護の方が１億何千万円詐取したということで賑わせよりましたけどね、

あの補助金といいますか、通院の手当が出るというのはどういう仕組みになっておるのかちょ

っと私たちもはじめてああいうのが出るということは知ったんですけどね。保護課の方います

かね。あのシステムはどうなってるんですかね。 
○ 保護１課長 
 北海道滝川市で生活保護世帯の夫婦が滝川市から札幌市の病院までの約８０キロメートルの

通院時の介護タクシー代など約２億円を超える通院費を不正に受給したとされる事件でござい

ます。２人でほぼ毎日通院しておりまして、月に約１５００万円ほどになっていたということ

です。生活保護における移送費につきましては、歩行が困難な方、それから視力の低下がある

方などが病院に通院する場合にタクシーの実費が認められております。 
○ 兼本委員 
 生活保護と違いはあるんですけど、この障がい者の方もこのタクシーの３６枚もらうのはも

う住民税とか所得税非課税の方ということですので、かなり所得としては低い方だろうと思う

んですよね。かたや生活保護の方は病院に通院するのは病院の証明とか何とかがあれば、介護

タクシー等々を利用して、飯塚ではそういうことないと思いますけどね、飯塚から博多まで通

院している人なんて多分そんな方いないと思いますけど、そういうふうなお金が利用できる。

かたや年間に３６枚しかもらえないということは非常に何か一生懸命努力して生活保護をもら

わないでがんばりよる方にはそういうふうな応援の体制は低いというような私は気がするわけ

ですよ。これは何かこういう人たちを外出とか何とかいうのを、今から先地域活性化事業でこ

ういうのも当然入ってくるんだろうと思いますけどね、現状で何かこの人たちを応援してやる

というような制度は何かあってるんですかね。 
○ 社会・障がい者福祉課長 
 ただいま福祉タクシー券のほかに障がい者の方の外出の機会をより多くしていただくといっ

た形では本市では、市では今申し上げましたこの制度でございますけども、それ以外に有料道

路の通行料の割引とか、ＪＲ、西鉄の場合であれば５０％、あるいは航空運賃であれば２５％、

また船舶の利用についてはそれぞれ割引率が異なりますけど、交通手段の確保といった形では

利便に供しておる。そういった状況でございます。 
○ 兼本委員 
 知ってますけどね。ただ先般の江口委員の質問の中にも社協はこういう人たちを搬送するよ

うなサービスをやっておるというようなことを聞いたんですけどね。これはやってないんです

かね。どうですか。 
○ 社会・障がい者福祉課長 
 社協では現在福祉輸送という形での確保をしております。ちょっと内容について今手元に資

料がございませんのでちょっと内容についてはちょっと申し訳ございませんが答弁できません

けども、社協でもそういった事業をやっておるようでございます。 
○ 兼本委員 
 私もこういう話をしよって同僚議員から教えてもらったんですけど、社協の方でそういった

ボランティアとして登録をして運送を手助けしてるというようなことがあってるらしいんです。

これも何か旧飯塚市だけというような話も聞きました。もしもそういうふうなものが旧飯塚市
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でもあってるんだったらやっぱり全町に、飯塚市は一本ですからね、もう今旧町とか何とかな

いわけ、飯塚市一本ですから、サービスは同じようにやってやるのが１つの方法だと思います

ね。そういうものについて例えば社協がどういうふうな取り扱いやってどのような事業費を使

ってやってるのか、私も知りませんし、あなたもよく分からないことですからね、よく調べて、

登録をすれば利用できるということであれば、こういう人たち今あなた言われた１級の身障者

手帳持っておる方とかいろんな方、すぐ分かるわけですからね。だからこういう人たちにはこ

ういうサービスがありますよということをこの３枚、３６枚ただ投げやるんじゃなくて、こう

いう登録をすればこういう制度が利用できますよということをよく周知徹底させて今の話では

サービスが旧飯塚市だけというような話ですから、社協の方よく調べられて、もしもこれが全

市に広げられるんだったら、早急に広げるように、例えばそれについて年間にいくらかでも資

金が要るんだったら、よく財政と相談してもらって、ぜひ全市に広げてもらってこういうふう

な方たちこそやっぱり行政として助けることが大事だろうと思いますので、ひとつよく検討し

て、今日は予算委員会ですので、市長以下副市長も全部おりますので、今いったことは全部耳

に入っておると思いますので、ぜひよく検討して、いいものであれば行政のあれとして取り入

れていただきたいということを要望しておきます。 
○ 委員長 
 次に、川上委員の質疑をゆるします。 
○ 川上委員 
 通告をしておりましたが、要保護児童連絡協議会委員謝礼金については総括質疑の方で子ど

も支援のテーマをお願いしておりますので、そこで合わせて質疑をしたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 
○ 委員長 
 次に人見委員の質疑を許します。 
○ 人見委員 
 ９０ページ、１３節委託料の乳幼児健康支援一時預り事業委託料について簡単に説明を願い

たいと思います。 
○ 保育課長 
 乳幼児健康支援一時預り事業の主旨と内容ということでございますけども、これにつきまし

ては、子どもが病気の際には子どもの看護が当然必要となりますが就労している保護者の場合、

職務上の都合等により休暇制度を活用することが困難な場合も考えられることから、保護者の

子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的としており

ます。内容につきましては、保育所に通所中の児童が病気の回復期であり、かつ集団保育が困

難な期間あるいは病気中であるが当面症状の急変が認められない場合におきまして当該児童を

病院等に付設された専用スペースで看護師等が一時的に預かる事業です。利用料につきまして

は、１日に月２千円となっております。なお所得に応じまして減免措置がございます。 
○ 人見委員 
 実績等も知りたいところではあるんですけれども、それよりもまだ周知の徹底が弱いのでは

ないかと、そういう声というかそういうふうな気がするわけですけれども、周知のあり方につ

いては何か工夫がなされておるのか、どうですか。 
○ 保育課長 
 １８年度の実績といたしましては、述べ２５０人ということで、１８年度までは若干増加傾

向あったんですけれども、１９年が現在のところ若干減ってるんじゃないだろうかということ

で見込んでおります。そういうことで１０月の市報等に掲載をいたしました。それと同時に公

私立、これ保育所に来ておるということが前提でございますので、全世帯に対しましてチラシ
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を配布し、そういう啓発活動は行ったところでございます。 
○ 人見委員 
 乳幼児のことですからね、ブックスタートなんかも今回は予算化されてます。そうした検診

の折とかね、やっぱり現場に足を運んで、そして、市としてはこういうふうな事業もございま

すよと。ぜひぜひ必要な方は活用してくださいと、このような直接語りかける場があってもい

いのではないかと。一応にも市報です。こうです。何か要するに市報の現実はどうかという、

分かってるでしょ。ね。要するに、知らせたよという実績を作んなきゃいけない。さりとて現

実に読んでいる人はどうかと見たら大体分かるはずなんですよ。そこでとどまるんじゃなくて、

できたらやっぱり出前ですよ。そんなＰＲがあってもいいのではないかと。本年のこの予算の

資料を見てるとこれをできるだけそうした意味では拡大をしていきたいという意欲にも感じら

れますんで、その拡大の意図があることの確認と、先ほど言いましたＰＲのあり方の一工夫と

いうか、この点について前向きのご答弁がいただければこれでこの質問は終わりたいと思いま

す。 
○ 保育課長 
 まずＰＲの関係ですけれども、いろんなご意見が出たと思うんですね。いろいろ参考にしな

がら、利用者が増えるような増進を図って行きたいというふうに考えております。それと平成

２０年度の取り組みについてでございますけども、市民の方々の利便性を高めるために現在実

施しております子どもクリニックもりたの他にもう１カ所での実施を考えておるところでござ

います。今後は指定管理者となっているため調整すべきことがありますけれども、予算の議決

がいただけますと飯塚市民病院での設置を１つの候補として取り組んでまいりたいというふう

に考えているところでございます。 
○ 委員長 
 次に川上委員の質疑を許します。 
○ 川上委員 
 ９１ページ児童福祉費の中ほどに、児童扶養手当 883,021,000 円の予算計上があります。児

童扶養手当の目的を簡潔に述べてください。 
○ 児童育成課長 
 児童扶養手当の目的でございますけど、児童扶養手当は父と生計を同じくしていない児童を

養育している母子家庭等の生活の安定と自立の促進を寄与するために児童の福祉増進を図るこ

とを目的に当該児童が１８歳に達する日以後の３月３１日までにある者を看護している母、ま

たは養育している者に対して支給されるものでございます。 
○ 川上委員 
 額は、どのくらいの額になりますか。 
○ 児童育成課長 
 支給額でございますけど、全額支給の場合につきましては児童一人 41,720 円、児童二人が

5,000 円加算の 46,720 円、児童三人が 3,000 円加算の 49,720 円となっております。 
○ 川上委員 
 全部支給、一部支給、全部停止という表が１２０ページにあります。受給者数は、全体とし

てはどういう状況になってますか。 
○ 児童育成課長 
 受給者数につきましては、平成１８年度は、全部支給が１，２３５人、一部支給が５９０人、

全部停止が１０６名でございます。合計の１、９３１名になっております。１９年度につきま

しては、これは３月１日現在でございますけど、全部支給が１，２１２人、一部支給が６２２

人、全部停止が１００名、計の１，９３３名となっております。 
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○ 川上委員 
 基本的に、受給者数としては、横ばいと言ってもいいんですね。そこで、この金額、手当は

貰う母子家庭は、それによって生活が非常にゆとりが生まれるというようなお金ですか。 
○ 児童育成課長 
 母子家庭の生活の安定と児童の福祉の増進を図るということでございますので、安定という

ふうにはならないんじゃないかなと思ってます。 
○ 川上委員 
 これは、そういう意味ではなくてはならない、その母子が生きて子育てをする上でなくては

ならない、そういうお金と言ってもいいですね。 
○ 児童育成課長 
 母子世帯の生活の安定を図り、自立を促進をしていくというような目的もございますので。 
○ 川上委員 
 資格がある方には、なくてはならないものだということですね。そこで、あなた方は資格の

ある方々に 880,000,000 円でしたか、予算組んで支給をしたいというふうになってるんだけど

も、あなた方は支給をどのようにするんですか、その方法。 
○ 児童育成課長 
 支給月につきましては、４月それから８月１２月の年３回の支給をしております。これは、

その月の１１日に口座の方に振り込むというふうにしております。 
○ 川上委員 
 その方の口座に振り込むんですね。１００％そうですか。 
○ 児童育成課長 
 そうでございます。 
○ 川上委員 
 その振り込まれた児童扶養手当を、ちょっと言葉は厳しいですけど、横取りする人があった

としたら、その方々は生活出来ないと思いますが、どう思われます。 
○ 児童育成課長 
 すいません、その横取りというのが、どういうあれなんでしょう。 
○ 川上委員 
 考えられないでしょう。どうして考えられないかと言うと、あなた方知ってますね。児童扶

養手当法というのがありますね。２４条を紹介してください。 
○ 児童育成課長 
 児童手当法第２４条で、手当の支給を受ける権利は譲り渡し、担保に供し、または差押える

ことが出来ないと規定をされております。 
○ 川上委員 
 市長、本市が児童育成課から子ども達、母子の生活を助けるのになくてはならないお金を支

給しながら、納税管理課は差押えをしているんです。預金に振り込まれたら、それは出来ると

いうことで、それは１２月もお話しましたように、年金でも給与でもとにかく振り込まれれば

押さえられるんだという言い方なんですね。そこで、児童育成課は納税管理課に自分達が法に

基づいて母子家庭に支給したお金を、何故差押えるのかと、法で禁じられているではないかと

いうことを言ったことがありますか。 
○ 児童育成課長 
 言ったことは、ありません。 
○ 川上委員 
 そういう事実を聞いたことがあるという意味だと思いますけど、今後母子家庭の方々がそう
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いうことがあって、生活が出来ないという事で皆さんの所に相談に来た場合は、納税管理課に

何とかせよというふうに言っていただけませんか。 
○ 児童育成課長 
 差押えをされたご本人が児童育成課の方に相談にあった場合は、細自立支援員が納税課の方

に同行して、相談に応じるようにはしたいと思っております。 
○ 川上委員 
 是非、相談していただいて、取り返してください。要望して、この質問を終ります。 
○ 委員長 
 次に兼本委員の質疑を許します。 
○ 兼本委員 
 ９１ページの民生費の母子父子福祉費の母子家庭等日常生活支援の委託料についてお尋ねい

たします。これは、齊藤市長になりまして、子育て支援それから少子化の防止するということ

の新しい新規事業ではないかと思います。いろんなところで補助金をカットしたりしている中

で、貴重な財源を使っての新規事業ではないかと思いますので、この事業はどのような事業か

をお尋ねいたします。 
○ 児童育成課長 
 母子家庭等日常生活支援事業とは、この事業は平成２０年度の新規事業として考えておりま

す。母子家庭等が就学等の自立促進に必要な理由や疾病等の理由により、一時的に生活支援や

保育サービスが必要な場合に、その世帯に生活支援ヘルパーを派遣し援助を行い、母子家庭等

の自立、生活の安定を図るものでございます。 
○ 兼本委員 
 具体的なサービス内容について、お尋ねいたします。 
○ 児童育成課長 
 母子家庭、父子家庭、寡婦家庭にあって、その自立促進に必要な理由、技能習得のための通

学、それから就職活動等、また社会的理由、疾病、出産、冠婚葬祭、それから学校等の公的な

行事の参加等によって、一時的に生活援助若しくは子育て支援が必要な世帯及び生活環境の急

激な変化により、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じる方への支援でございます。サー

ビスの内容につきましては、食事の世話、住居の掃除、それから生活必需品等の買い物、それ

から乳幼児、児童の生活指導等であります。 
○ 兼本委員 
 介護保険で禁じられている買い物とか、それから掃除とかそういうものまでこのサービスの

内容には入っておるということで、非常により優れたサービスではなかろうかと思うんですけ

ど、これやっぱりサービス利用する時に、受益者負担ということでお金は要るわけですかね。 
○ 児童育成課長 
 サービスに伴う利用料金でございますけど、基本料は１時間あたり子育て支援が 150 円、生

活援助が 300 円で非課税世帯と児童扶養手当支給水準世帯で減免措置の設置をしております。 
○ 兼本委員 
 このサービスを受けようとする場合にどうするのか、そして時間ありませんから併せて、今

後のスケジュールについても答弁してください。 
○ 児童育成課長 
 サービスの利用方法でございますけど、本庁児童育成課で申請を受けまして、利用を決定し

通知をいたします。その後で、委託業者に電話をしてヘルパーの派遣について打合せをしてい

ただきます。なお、急な依頼にも対応できるように、申請と同時に決定することは無理なこと

もありますけど、翌日の利用依頼にも対応できるような迅速な対応を行っていきたいと思って
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おります。今後のスケジュールについてでございますが、４月１日より受付を開始いたしまし

て、並行してサービスを開始いたします。議会での議決を頂きましたら、市の子育て支援ホー

ムページに記載し、随時広報や各種メディア等の記載依頼をして周知を徹底していきたいと思

っております。また、母子寡婦福祉会の会員の皆様方へも周知をお願いしたいと考えておりま

す。 
○ 兼本委員 
 聞き忘れておりましたけど、ヘルパーどこから出すわけですかね。どこの委託をするわけで

すかね。 
○ 児童育成課長 
 委託先といたしましては、シルバー人材センターを考えておりますので、シルバーのほうか

らのヘルパー派遣になります。 
○ 兼本委員 
 シルバーにね、シルバーであれば結構お年より、６０歳以上ですから、孫を見るようなつも

りで見ていただければ、確かにいいかと思います。いずれにしましても、先ほどから人見委員

も言われましたように、こういうものを作っても市民の皆様に分かっていただけないと利用出

来ないわけなんですよ。だから先ほどから言われましたように、市報に載せますじゃ駄目です

よということを言われたでしょ。だから、よくその点を検討されて、新規事業ですからね、い

ろんなことで子どもがおってお母さんが急に具合が悪くなったとか、葬式に行かないかんとか

なんとかのときに、子どもをどうしょうかというのじゃなくして、子育て支援のためには大事

な一つの事業でありますし、金額的にも高くない事業でもありますので、こういうものをやれ

ばかなりの利用者がいると思います。初年度ですから、やっていただいて、そして実績見て来

年が増えれば、また来年予算あげてもらうというようなかたちでどんどん増額してもらったら

よろしいと思いますので、是非がんばってやっていただきたいと思います。ただ、今言うよう

に周知方をきっちり４月１日から出来るのであれば、どのようなかたちをすれば利用できるか

ということを、我々に言ったからとか、新聞に載せたからとか言って、市民の皆様に十分に周

知しましたじゃ駄目なんですよ。だからきとっとその点をよくご理解されて、事業に取組んで

いただきたいとお願いしときます。 
○ 委員長 
 次に人見委員の質疑を許します。 
○ 人見委員 
 ９２ページになろうかと思いますが、４目１節報酬の公立保育所運営検討委員会委員報酬に

関連してお伺いします。これも先の１２月議会の模様、更には先般の本定例会の一般質問でも

関わってまいる話だろうと思います。１２月の議会が終わって、市長の記事がでました。明日、

一般質問の問いかけにもなったんだろうと思います。従って、先ずそうした意味で、この公立

保育所の運営検討委員会から出された答申と、 終的には１園という断定ではないという話で

すけれども、そのあたりの整合性というんですかね、受け取る受け止め方にもあるかもしれま

せんが、個人的に私が率直に１２月時点では、これから更に進んでいくことは間違いない、統

廃合が、また民間移譲の姿も進んでいくだろう、どのあたりで一応の目処があるのかなと。そ

うした時に、子育ての支援センターを併設している保育所、また地域等を考え合わせると、こ

こですという部長の答弁がひとつ残っておりました。このあたりが、一つの当面集約されてい

く目標値なのかなという認識でおりました。違うなら、違うでいいんですよ。私は、そうやっ

て受け止めておったんです。そこに、１園という話が新聞紙上で出たので、ちょっと勇み足な

のか、話とちょっと違う方向に一挙に行くのかなというような気がいたしたんですが、もう一

度そのあたり誤解を解いていただけるならば、きちっとした説明をお願いいたします。 
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○ 児童社会福祉部長 
 度々所管の委員会なり決算委員会、本会議等で今回の民営会、統廃合の問題等につきまして

は、経過説明をいたしております。それで、平成１８年度において次世代育成施策推進委員会

の中に、今後の保育所のあり方につきての専門部会を立ち上げまして、大きく３つの方向性の

提言を受けておるところであります。すみません、ちょっと簡潔に答弁せないかんとですけど、

どうしてもちょっと長くなる部分があるかしれませんけど、その３つの大きな部分につきまし

ては、従来から何度も説明しておりますように、公立保育所の役割、保育サービスの質と量の

向上、統廃合も視野にいれたところの施設面の向上、民営化等の民間活力の導入という方向性

だけの提言を頂きまして、その後飯塚市公立保育所運営検討委員会、これを平成１９年の６月

４日だったと思いますけど、立ち上げさせていただきまして、昨年の１０月１５日に市長に答

申していただいたと、その答申の内容につきましては、３つの骨子のより充実した、特に保育

サービスの充実を強くうたっていただいております。それで、民営会と統廃合につきましては

頴田台、第２保育所を新築移転すると、民営化につきましては鯰田保育所が第１の候補である

という提言を受けた中での答申を受けております。その計画中には、具体的に将来的に保育所

の数をいくつにするとかいうようなことまでは、諮問をいたしておりません。これは何度も説

明いたしておりますとおり、次世代育成支援対策行動計画の後期計画を２１年度中に策定する

予定にいたしております。その後期計画を策定すると併せて、次世代育成施策推進委員会の中

に専門部会を立ち上げまして、今後平成２６年度までを視野に入れたところの認定子ども園、

幼稚園、保育所のあり方の答申を頂こうと思っております。その中で、公立保育所、先ほど言

われましたように地域の拠点となる保育所と、また民営化する具体的な保育所の名称等を諮問

させて頂きまして、答申を受けたいというふうに考えておるところでございます。そういうこ

とでございまして、今のところ明確に１ヶ所にするとか、地域の拠点が何ヶ所になるのかとか、

答申書を読んでいただければ、そこのところの地域の拠点となる数が何ヶ所ぐらいあるかなと

いうようなところの推測はつこうかと思っております。３月６日の一般質問の時に、市長が答

弁いたしておりますように、市長は何も将来的に保育所を１ヶ所にするとか、そういったこと

だけの意味合いでありません。言葉を断片的にとらえれば、そういった受け止め方も出来ます

けど、市長が も考えておられますことは、今後の将来の飯塚市、教育と子育て支援の充実で

あります。それと併せた中で、特に今の子どもさん達の中で、発達障がいや体に障がいを持つ

子どもの保育については、当然公立保育所の担うべき役割ではないかと、将来民営化、統廃合

を進めていく上においても、必ずや公立の担うべき役割は市の責務として必要なものは残さな

ければならないということでの答弁も、先日の一般質問ではさしていただいておるところでご

ざいますので、そういった主旨の中での新聞報道等であったということで、ご理解のほう何と

ぞよろしくお願いいたします。 
○ 人見委員 
 答申書をそこお持ちですか。持ってますね。１３ページ、民営化等の民間活力導入について

という項があって、１に検討の必要性というのがあります。公立保育所は、保育士の正規職員

が退職するのに伴い、臨時保育士を補充することで対応していますが、現在の保育サービスを

維持するためには、臨時職員の比率が正規職員を上回ることは絶対に避けなければなりません

ということです。そうすると、多分部長も何度も答弁このあたり持ち出しておられることだろ

うと思うんですが、このように一方で行財政の職員の縮減を図ってきて、一切正規の保育士を

今のところ雇い入れてこなかった。現状がそうです。今後、引続き雇い入れないとすれば、何

年にはここで言われる臨時職員の比率が正規職員を上回るという数字で出て来るわけですね。

そしたら、平成何年にはこれが臨時職員の比率の方が上回ってまいりますので、この時点で１

園はなんとかしなければなりません、２園は何とかしなければなりませんと、こうなっていっ
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てしまい、 終的には全部無くなっていく、それはちょっと出来ないから、その時点でじ初め

て向こう１０年後なのか２０年後なのか、 後の比率が逆転しない、するという時点において

後の１園がですよ、そこで初めて職員の採用を図るということになれば１園は残りますよね。

だから、行財政改革の絡みの中で出てきちゃうんです。違いますか、こういうふうな見方は間

違ってますか。 
○ 児童社会福祉部長 
 今、将来的な保育士の数なり保育所の数の推計的なご指摘を受けております。単純に数字の

上で申しますと、現在飯塚市には１１６名の職員の保育士の方がおってあります。臨時は、今

現在でしたら、１１０人近くほぼ５割の状態です。今年は残念ながら、１１名の職員の保育士

が辞められます。そういったことで、将来、これは絶対有り得ない話だと思いますけど、今後

保育士さんの職員採用試験を全くしない状態で将来推計をいたしましたら、単純な計算になり

ますけども、だいたい１園で定数が鯰田の場合でしたら、定数１２０で保育士さんが２０名い

ります。半分が職員ということでいけば、保育士が定年退職していかれて、保育士の数が１０

人になるのが、平成４４年、今から２４年後には職員採用試験を一切しない場合は１園に、１

０名ですから１園になると。しかし市長も一般質問等で言われておりますように、これは単純

な数字上の問題だけです。今後のいろんな社会情勢、経済情勢、飯塚市の財政状況も非常に見

通しは厳しいものがありますけど、今時点での単純な数字的な判断でいけばそういったふうな

数にはなります。 
○ 人見委員 
 ２ページ見ていただいて、次世代育成推進委員会の中の専門部会の提言書に示された公立保

育所の方向性、課題の確認という項があります。ここで、１施設の安全、２人事管理、３保育

サービス、４保育財政の４点を挙げていますと、その上で安心して利用することの出来る保育

所を目指し、施設面の改善と保育サービスの充実を早急に対応すべきであると、この専門部会

の提言はなされております。これに基づいて、こうした方向性が確認をされたということで、

実はこの運営検討委員会なるものが立ち上げられて、この方向性に基づいて具体的に統廃合の

具体案、民間移譲の具体案、これを検討をいたしましたということなんですね。そうすると、

施設の安全と保育サービスで、この文言だけを見てみると、特段に過激なまでにそうした公立

保育所の縮減を図らなければならないというようには見えないんですが、一方でこの答申書を

じわじわと読んでいって、 後の結論の段になると、私はこの検討委員会は諮問に従って開か

れ、結成されてもいいはずのようにも思うんです。それを、今回は頴田の統廃合と鯰田の民営

化を具体的にあげているわけです。ここで留まっておけば、何ら問題ないんですよね。ところ

が、 後のなって検討の結果更に追い討ちをかけるように１４ページです、今後の検討と、余

計なことまで書いているようにみえるんです。これからしたら、まさにさもありなんの話にな

るんです。そして、次の質問ですけど、今年は次世代の育成計画を策定される準備に入ると、

あの時多分広範囲なアンケートとかいろいろやられたと思います。このアンケートの中身も、

おおいに興味のあるというか、どういう中身になっていくんだろうかなという、今から注視し

ていかないかんなと思ってますが、この答申書を通して議論が行われてきて、今日に至ってる

やり取り等を見れば、間違いなく凄い反発が私はアンケートに出て来ると思う。この公立保育

所の統廃合の方向性、この答申書でうたってるような方向に果たしていくだろうかというよう

なものになっていってしかるべきだろうという気がする。その一つに、何も具体的な何園にす

るとか言ってないんですと、何年までにと言ってないんですと、この言ってないことが不安を

駆り立てる。そしてここにいる皆さん方も、市長もはじめ私達も平成４４年とかはるか遠い先

のことを考えてみたら、誰にも責任を負えない。こんなことになってしまうのではないか、さ

あ次世代の推進計画なるものは、その準備を含めてどのあたりまで踏み込んで、表現やって、
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更に検討委員会につなげていこうと目論んでいるんでしょうか。 
○ 児童社会福祉部長 
 時間がかかりますので、私が過去を遡りますのが、それでいよいよのスタ－ト説明をいたし

ます。今次世代の計画言ってますけど、これは平成１７年度から、これは合併前の話なんです

よね、平成１７年度から２１年度までの５ヵ年計画、この計画を作る時には、平成１６年度中

にニーズ調査、１６年中に計画を策定して１７年がスタートです、合併前の１年で、その時に

は合併しておりませんので、１市４町それぞれ、その時は２市８町同時に作っております。こ

れは合併構想が２市８町でしたから、その中で旧飯塚市の次世代の計画の中の、ちょっと今持

ってきておりませんけども、一番 後の今後の保育所のあり方については、民営化統廃合を含

めた中での今後の運営、行財政問題も考えた中でのという、飯塚市だけの計画書にはその方向

性が出ていたんですよ。４町の方には、そういった表現はありませんでした。１８年の３月２

６日に合併いたしまして、新市の中では１市４町の５冊の次世代育成支援対策行動計画があっ

たわけでございます。そこで、１８年の８月１日になりますけど、この１市４町の５冊ある計

画、これ事業数が２３５くらいの事業数があっております。これで、同じ内容でも事業の名称

が違うとかいうようなことがあったものですから、新市としての１市４町の事業計画を統合す

るとともに、ある一定の見直しをするという作業の中で、１８年の８月１日に次世代育成施策

推進委員会を立ち上げております。これはさっき言いましたよね。１ヶ月後に専門部会を立ち

上げてやったということであります。飯塚市につきましては、委員もご存知のようにそういっ

た１６年の計画の方向性を受けた中で、１７年の４月１日から横田保育所を、既に民営化の経

験は持っておったわけです。そういった経過を踏まえた中で、合併という大きな節目があった

ものですから、きちっとそこらへんのところは新市の中での計画をたてるべきだというところ

で、１８年の９月１日から専門部会を立ち上げまして、先ほど委員言われましたところの、２

ページに記載のところの方向性の提言を受けたと、方向性の提言は受けましたけども、具体的

な保育サービスの質と量の向上につきましても、昨年の１０月１５日ですが市長の方に答申を

していただきました答申書をお読みいただければ分かると思いますけど、サービスの部分に関

するところの答申のウエイトが非常に大きなウエイトになっておるというのが、私は肌で感じ

ておるところです。これは、議会の方からいろいろ指摘を受けましたけど、統廃合民営化だけ

の部分の表現ばっかり言われたところで、この答申書の内容についての判断は頂いております

けれども、少なくとも民営化統廃合するだけのことやないよと、今後の保育サービスの質と量

の向上を高めていこうという、過去のいろんな経過、それと手順を歩いて踏ましていただいた

中での、今回の鯰田保育所の民営化、また頴田第１第２保育所の、私といたしましては本当に

信じられません。増築の統合と思ってましたが、新築移転と、特に頴田第１保育所につきまし

ては、国旗掲揚台ポールが斜めになってしまうというような地盤の非常に悪い、子どもの安全

と命を守るためにも非常に厳しい状況にあったということで、１２月議会に関連の条例議案ま

た補正予算案等を上程させていただいたという経過でございますので、どうかよろしくご理解

の程お願いいたします。 
○ 人見委員 
 私はね、次世代のこの育成施策推進委員会で、いくら揉んでみても、この専門部会でまた立

ち上げて、そこでまた保育所のあり方等を審議してもらっても、緩やかな方向性だから変わら

ないと、それよりもこの運営検討委員会がどこまでも踏み込んでこういうふなことでやってい

く、この運営検討委員会こそが、私は大きな問題を抱えることになっていきはしないか、それ

であえて言います。今日の出足のところでもそうでした。前は旧飯塚市で考えてみたら、こう

した運営検討委員会、議員も私みたいに、お前長いよ、辞めろと言われるような議員が先に入

れてもらってたんです。そういう審議会に、検討委員会に、きちんと議論に参加してもらっと
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けば、もう上がってきた時は出て来ないよというようなことにもなるんですよ。それも今は出

来ないんです。かと言って、議会がこういう議論をやる場が、なかなか見えてこない。執行部

の方が、どんどんそういう審議会を作って、どんどん意向を出して、答申をもらって、それで

ぽんとぶつけてこられて、その時は白か黒かみたいな話をされるから、ちょっとおかしくなり

よらせんかという気がするんです。それで、これが前置きと言うんですかね、それで、運営検

討委員会、これ今回は鯰田と頴田でした、次から具体名が出て来る。その時に、総論賛成各論

反対と、このようなことになりはしないか、そうしてみたら今回この答申書の一番 後に出て

る、この５名の方々、この５名で果たしていいのか、専門性から言ってどうなのかというよう

な話まで出てきかねない。総論賛成各論反対ですから、いいですか、議会というのはややもす

るとそういうものだということを改めて私は今回身にしみて感じてるんです。従って、前もっ

てぎちぎち議論をしていかないと、なかなか本当にそうなのかという方向には行ってない。今

回だって、１年ずれるわけですよ。こういう危険性がある。さりとて、そのことは財政部長に

も聞きたいけども、行財政改革を進めて５人に絞った理由の一つは、こういう行財政の推進過

程にあるから、極力メンバーを省力化してはどうかというような理由がなかったか、そういう

ふうなことをある意味では図ってこられたことはなかったか、それが今回のことで増えてるわ

けです。併せて、この検討員会の将来のことを考えると、これも併せて見直していく必要性が

あるのではないかと私は思うから、この項で質問をしてるんですが、部長はどう考えますか。 
○ 児童社会福祉部長 
 質問が非常に、委員会の構成から議会選出の各種委員まで、過去は審議会の方には、議員も

積極的に入って頂いておりました。そこらへんの部分の考え方も若干出ておりますけども、そ

このところについては、ちょっと私からの答弁は差し控えさせて頂きたいと思います。それで、

先ほどの私の説明がちょっと分かりにくい面があったと思います。現在の答申を出して頂いて

おります、公立保育所運営検討委員会、ここの流れについては一応今まで答弁したとおりです。

今度、後期計画を作るとき、これ結局同じ手順になります。後期計画を作る時には、次世代育

成施策推進委員会、同じパターンですよ、今までのパターンと、現在もありますけれど、ここ

に先ず諮問するわけですね。この施策推進委員会の中に、また専門部会を内部機関として立ち

上げていただいて、今度は認定子ども園と幼稚園と保育所のあり方についての諮問をお願いし

たいということで、それの前段となりますのが、２０年中にはニーズ調査をやります。そうい

ったことも視野に入れたところのニーズ調査をやった上で、専門部会の中で方向性を出してい

ただいて、その後名称がどうなるか分かりませんが、一応今ある公立保育所運営検討委員会に

つきましては、２０年度中が一定の任期になりますので。それで、後期の次世代育成支援対策

協議会を策定する次世代育成施策推進委員会の内部機関としての答申が出た中で、またその後

の進め方と、その答申の中には具体的な保育所の統廃合とか民営化する場所とか地域の拠点と

なる保育所とかいう具体的な保育所の名称は、一応出していただくように諮問をお願いしたい

というふうには考えております。これも一緒ですよ。提言書と、次世代の委員会の中に専門部

会を立ち上げていただいて提言を受けているのですから。それと同じ手順で、後期計画を策定

するのに併せて、専門部会の中で３点セットの今後のあり方の提言を受けたいというふうに考

えております。 
○ 人見委員 
 だからそんな答弁になっちゃうと、今までの話とちょっと違うじゃないかと。私は、次世代

の今回準備にあたるこの推進委員会の諮問の中にも、専門部会を立ち上げて、そこからの答申

がまさに具体的な公立保育所の具体名まであげた、そういう統廃合だとか民間移譲の話まで及

ぶという話は、今初めて聞くんですよ。そうじゃなくて、結果的には前回と同じようにそこで

は専門部会から頂いた答えとしても、具体名は出て来ないでしょうと、だから方向性は出てき
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ても、具体名は聞かないでしょうと、具体名は今回の答申書でも言っているこの運営検討委員

会で初めて具体例を調査して、現場に立ち至って、そして具体的にはここだと、統廃合は今回

は頴田だと、そして民間移譲は鯰田だと、こう決めたこの検討運営委員会がいよいよ今回のこ

とをてこにして考えてみると、５人の委員でいいのかというこの項の質問の骨子に入りますけ

ど、そこに至るが大丈夫なのかと言ってるわけですよ。議会とは、そうやって今回言ってるよ

うに、ここまでは良かったけど、これから先は駄目だということだってあり得ると、こういう

ようなことがあるから、いよいよこれは駄目になっちゃうよと、だから検討委員会そのものも

併せて見直すという方向にはならないのかと聞いてるんですよ。 
○ 児童社会福祉部長 
 分かりにくい答弁になっておるようですので、一応今の公立保育所運営検討委員会、これは

５名ですね。前回も今回も一緒なんです。施策推進委員会の委員定数は、一応２０名です。今

回は行革方針がありますから、一割カットになるかなと。その中に立ち上げる専門部会、前回

は１５名でお願いしとります。今回も同じくらいの数字くらいになるとやないかと。その専門

部会の中で、具体的な名前が入った民営化統廃合の、答申も併せてお願いしたいと、２１年中

にそこのところの協議をお願いしたいという考え方でおります。そこまで今度は出来ますので、

公立保育所運営検討委員会は２年で終わりますから、その計画が出た後の委員会がどうなるか

というのは、その時は５名の委員会、どちらかと言えばいよいよ選考主体型の委員会になろう

かというふうには考えております。 
○ 人見委員 
 今度はそうなってくると、元々２０名で構成される育成施策推進委員会そのものの、一割カ

ットとか言われてるけど、そこで審議される、諮問をする時には、具体例挙げてくださいとい

う諮問をやるというわけですよ。全部こちらで、ある意味では執行部の方で色を書いて、後は

何らかの答えをくださいと言わんばかりの話になってるわけです。そうなった時に、またここ

にも入ってないんですよ、審議に加わることがないんですよ。今度はそうはいきかせんよと、

いやいや今回の経験で、今度は保育所の問題ですよ、文化会館じゃないんですよ、アンケート

をとるんよ、随分と様変わりの様相が見えてくるんじゃないのと、いずれにしても私の質問に

答えようとするならば、だから５名で心配ないんですよと、この運営検討委員会は、その前段

で推進委員会の方で具体名を挙げるんですから、運営検討委員会は５名でもいいんですという

のであったら、そういう答えで結構なんです。いかがですか。 
○ 児童社会福祉部長 
 すみません、過去と現在と前期計画と今の状況と後期計画がちょっとだぶっておりますので、

ちょっと分かりにくい部分もあるかと思いますけど、現在の公立保育所運営検討委員会の委員

の５名につきましては、今現在に絞ります、明日から民営化法人の受付が開始になります。と

いうことで、１月、２月、検討委員会の中で、募集要項とか選考基準の協議を頂いておるとこ

ろであります。３月末から４月上旬にかけて、プレゼンテーションをし、ヒアリングを行い、

選考に入っていきますので、今回の場合につきましては、この５名での選考をやりたいという

ことで考えております。 
○ 人見委員 
 だからこそ、心配してるんですよ。この５名でと言った時に、中小企業診断士、税理士、保

護者は１名おられる、学識も１名おられるけども、中小企業診断士、税理士なんていうのは、

保育に何か関係があるのかという理由が出てきて、それでも人数が足りないじゃないかと、こ

んな話が出てきたとしたらどうなるのと、そこがずっと私には１２月以来ずっとあるから心配

しているんですよ。 
○ 児童社会福祉部長 
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 委員構成の内容でございますけど、指定管理者の選考委員会の方については、私の方から強

いて答弁はいたしません。この公立保育所の運営検討委員会の委員構成。委員長が、前期の次

世代の計画の委員長であり、専門部会の委員長でもあります近畿大学の保育科の、いえいえ委

員構成の中身なんです、私は人数やないと思っております。選考委員会の人数は５名、公立保

育所の運営検討委員会の委員の委員長は今言うように保育科の準教授です。もう１名の保護者

代表という方につきましては、先ほど言いました横田保育所の民営化いたしておりますけど、

そこの保護者の方で、延べ１６年間６人の子どもさんを保育所に預けられている市民公募の方

であります。後の二人は、今言われました税理士と中小企業診断士の方。 後の一人が、役不

足かと思いますけど、担当部長ということで私が入らせていただいておると、そういうふうな

内容的には指定管理者の方で言われております、専門的知識を有するような方とか経験のある

方が入ってないから指定管理者の方の委員は増やすべきじゃないかというご提案があっている

かと思いますけど、私といたしましては、公立保育所の運営検討委員会の方については、これ

だけの専門的にやっていただくという想定の中での委員選定を行っているつもりでありますの

で、ご理解願いたいと思います。 
○ 人見委員 
 そういった議論が、はたして１２月議会の文化会館の時に行われたかどうか分かりませんけ

れど、私がこうやって見ても、あの議論を、鯰田の話を議論されているあの姿を聞いてみても、

本当に大丈夫なのかという話があってるわけですよ。いよいよこれから業者選考に入るわけで

すよ。これでいいのかという、押し切れるの、きちんと。あくまで選考委員会は、部長のとこ

ろでやるの、今度は繩田部長の所に行ったりはしないの。 
○ 委員長 
 暫時、休憩いたします。 
休 憩  ２０：００ 
再 開  ２０：１０ 
 委員会を再開いたします。 
○ 人見委員 
 時間をかけて申し訳ないです。大変私が一部採り違い、誤解、認識が誤ってたところがござ

います。それは、次世代の次の計画の中では、公立保育所等等の効率化の具体的な民間への移

譲する保育所はこれだとか、こういう具体化は推進委員会の方で、今後次の後期についてはや

るということは一環して説明をしてきてたということでございます。私はそれをまるっとと忘

失というか頭に無かったということが分かりましたので、大変申し訳ありませんでした。それ

と、今の運営検討委員会で、今後業者の選考が行われていくということに関しては、再度確認

をさせて頂きます。そう言いながら、ならなかった１２月の議会の事例が私の脳裏からは離れ

ません。従って、きちんと公開制というか、そうした中でもこの５人の検討委員会の先生方で

明確に大丈夫だということで、後になって今回みたいに変更になったりだとかいうようなこと

は、成否は別ですよ、それによって変わるということはありませんね、その点だけ確認させて

ください。 
○ 児童社会福祉部長 
 鯰田保育所の民営化の選考につきましては、現在の公立保育所運営検討委員会の５名の委員

の方で選考していただくということの考え方は変わりませんので、よろしくお願いいたします。 
○ 委員長 
 次に、兼本委員の質疑を許します。 
○ 兼本委員 
 ９５ページのこれも青少年対策費ですけど、ここに質疑通告に書いてある３本ですね。この
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３本の事業についても、今回の新規事業というふうに私は思っております。ファミリーサポー

トセンターという事業と、子育て短期支援ということですけど、一つ一つお尋ねしますけど、

ファミリーサポートセンター事業とはどのようなものかをお尋ねします。 
○ 児童育成課長 
 ファミリーサポートセンター事業でございますけど、このファミリーサポートセンター事業

は旧飯塚市で平成１６年度より、次世代育成支援対策行動計画であがっていた未実施事業、８

つの事業のうちの１事業であります。平成２０年度に新規事業として予算計上をさせていただ

いております。この事業は、地域において育児の援助を行いたい者、まかせて会員と、育児の

援助を受けたい者、お願い会員が行う会員制の相互援助活動を支援したり、両者の関係を調整

し、これにより子育てを行っている家庭が育児と仕事とを両立できる環境を整備し、地域のお

ける市民相互の子育て支援を通じ、地域コミュニティの活性化を図ることも、この目的として

おります。 
○ 兼本委員 
 どのようなことをやるわけですかね。 
○ 児童育成課長 
 センターの主な事業内容は、育児の援助を行いたい会員と、育児の援助を受けたい会員の募

集及び登録に関すること。それから、会員同士の援助活動の調整に関すること。それから、会

員に対する講習会及び会員相互の交流会の開催に関することなどの業務を行います。 
○ 兼本委員 
 会員とは、どのようなことをやるのですか。 
○ 児童育成課長 
 育児の援助を行いたい会員、まかせて会員が行うサービスの内容は、保育所それから幼稚園、

学童保育所等の送り迎え、帰宅後の預かり、それから保護者が買い物、それから美容室、観劇、

授業参観、それから冠婚葬祭参列等で外出するときの子どもの預かり等でございます。 
○ 兼本委員 
 結局、親が子どもの保育所に預けていて、時間までに迎えに行けないとか、それから学童保

育でも迎えに行けないというような子どもさんたちを会員同士で合わせながら、子どもさんを

見てやるという、端的に言えばそういう事業でしょう。子どもさんを預かるわけですから、こ

れ過程に預かるんですよね、ということは子どもさんと預かる人とのコミュニケーションとい

うものが大事になると思うわけですけどね。誰でもかれでも会員同士で合わせて、例えば川上

君が子どもだったら、川上君を誰にでも預けるというわけにはいかないんですからね、やっぱ

りこのねちっこい子を預けるとだったら、誰かに預けるというふうにしなきゃいけないわけで

すけど、どういうふうにしてコミュニケーションをとらせるわけですか。もう少しね、答弁分

かりやすく言ってもらわんと、聞きよってよく分からん。 
○ 児童育成課長 
 まかせて会員とおねがい会員が、お見合いと言いますか、相互に打合せを行いまして、そう

いう場をつくるのがファミリーサポートセンターの仕事でございます。 
○ 兼本委員 
 まかせてとあれは分かりますけどね、だから子ども、要は子どもですよ。子ども預ける時に、

お世話する方も当然子育てをしようという意欲の持った方が、会員になられとるわけですから、

そんなに虐待とか無いにしても、その方に本当におまかせしていいのかなという保護者の心配

があるわけですよ。その時に、その子どもさんを連れてお見合いをして、この子をお願いしま

すと言うでしょう。この子どもが、この人では駄目とか話があるかもですよね。そういうのは、

どうするのか言っているんです。 
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○ 児童育成課長 
 会員同士で、そういったコミュニケーションをとるというか、交流会等を開催をいたしまし

て、お互いの信頼をつくりたいと。 
○ 児童社会福祉部長 
 委員の方から実際に事業を展開しましたときの利用者とサービスを提供する方、それとまさ

に子どもさんの戸惑いとか不安を少しでも解消させるような方策をどのように考えておるのか

という観点でのご提案かと思っております。それで本事業を実施いたします場合に、課長の方

からるる説明はいたしておりますけど、市が直営で事業をやりましても、職員がやってもなか

なか上手くいく事業ではございません。そういったところで、これの事業を受けていただく委

託先が、非常に問題になるのではなかろうかというふうな認識をいたしております。そこにつ

きましては、ある部分先ほどの話にも関連しますけど、次世代の前期計画、その計画にも策定

に関わられました団体等も視野に入れたところで、今後事業を進めていきたいと考えておりま

すので、どうかよろしくお願いいたします。 
○ 兼本委員 
 保育所に迎えに行って連れて帰る、学童に迎えに行って連れて帰る、車を使うこともありま

すよね。連れて行って家でする場合に、もしも事故なんかあったときの対応としては、どのよ

うな想定をしているんですか。必ず、迎えに行って自分の子どもと同じような感覚で扱ってく

れると思いますから、事故の起こるようなことにはならないと思いますけど、子ども預ける方

は預かってもらって無事に帰ってくればありがとうございましたと言いますけど、もしも事故

があったら家の大事な子どもに怪我をさせてというようなかたちになるわけですよね。その時

の対応なんかは、どのように考えておられるか、その点はいかがですか。 
○ 児童育成課長 
 保障関係でございますけど、財団法人女性労働協会が運営をしておりますファミリーサポー

トセンター保障保険というものに加入をするということにしております。 
○ 兼本委員 
 先ほど部長は、この事業を委託するところが非常に大切だということですけど、これも予算

がとおればおそらく４月１日から実施するような事業になると思うんですけど、委託先は想定

していないわけですか。 
○ 児童育成課長 
 委託先につきましては、子育て支援団体の方に委託をする予定にはしております。 
○ 兼本委員 
 子育て。 
○ 児童育成課長 
 すみません。委託先につきましては、子育て支援団体であります集いの広場飯塚の方に、委

託をする予定にしております。 
○ 兼本委員 
 鯰田にある幼稚園の跡のＮＰＯに委託するということですね。当然これは、支援してくれる

会員さんを募集したり、会員の研修とかも必要になってきますよね。その点は、４月１日から

すぐに出来ないということは、おそらくそういうことだろうと思いますけど、会員を募集して、

そして会員の研修をやって、そして先ほどと同じようにこれも料金がいると思うわけですけど、

料金はどのようになっていますか。 
○ 児童育成課長 
 サービスに関わる個人負担ということになろうかと思いますけど、１時間あたりの単価を９

時から１９時までが 500 円、それから７時から９時までと１９時から２４時までを 800 円と設
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置しております。研修につきましては、センター側の指定する講習会などを受講していただく

というように考えております。 
○ 兼本委員 
 募集して出来た会員の研修が終わった。そしてお願いしたいという方は、登録するわけです

か、それとも随時お願いしたいという時に、直接団体に電話を入れてお願いすればいいわけで

すか。分からんかったら、分かる人が答弁して。 
○ 児童育成課長 
 会員の登録をいたしまして、登録した後にお互いで支援をしていくというような格好になり

ます。 
○ 兼本委員 
 受ける方も、支援する方も、両方とも会員の登録がいるということ。両方とも登録がいって、

じゃあ会員に登録してない人が例えば急に用事ができた時に、お願いしょうということは出来

ないということになるわけやな。 
○ 児童育成課長 
 先ほど言いましたように、センターが指定しました講習会等を受けて初めて会員になるとい

うようなことです。 
○ 兼本委員 
 それは、受ける方も研修を受けるわけ、両方とも、する方もしない方も研修を受けるわけ、

あんたゆっくり聞いてから手を挙げてごらん、受ける方も支援する方も、両方とも研修を受け

るわけ、それとも支援する方だけが研修を受けるわけ、どっちね。 
○ 児童育成課長 
 支援を受ける方も行う方も、両方研修を受けるということになっております。受ける方につ

きましては１回で、支援をする方につきましては４回というふうになっております。 
○ 兼本委員 
 委託は、鯰田にあるＮＰＯに委託して、受ける方も会員登録する。勿論、支援する方はＮＰ

Ｏが仲介するわけですから、そこに会員登録してそこで研修をしてやるということですね。料

金もそういうかたちでやるということですね。そうしますと、例えば先ほどお尋ねしました、

急に病気などになって誰も子どもを迎えに行ってくれる人がいない、例えば近親者の方も誰も

いない、そして本当に職場の人ぐらいしかいないということで、そして具合が悪くなった、そ

して病院に行っている間だけ誰か迎えに行ってくれないだろうかということで、急にそういう

ふうなことになった場合には、この制度は利用出来ないの。 
○ 児童社会福祉部長 
 議員から今指摘を受けておりますような方だけについては、そこだけ特定すればこれは出来

ません、ファミリーサポートセンター事業の目的とやり方では。ただ、議員の方からも言って

いただいておりますように、今回大きく５つの事業、新規事業です、これ平成１６年からの懸

案事項であっとるわけです。その中で、母子父子家庭へのヘルパー事業、こういったものは用

件があえば利用できるわけですよね。ファミリーサポートセンター事業というのは、まさに飯

塚市が今進めておりますところの協働のまちづくり、これもひとつイメージしたところで、い

ろんな団体の方、お母さん方お父さん方のネットワークの構築、おねがい会員とおまかせ会員

がおってある、両方の会員登録を現実的にはしていただくことになると思います。そういった

方々のネットワークを構築していく中での、両方の方に対する研修です。これは事業開始も、

現実的には９月以降くらいがスタートになろうかと思います。そういったネットワーク、組織

づくりの広がり、それを進める中でのより良いサービスの提供をしていくと、この後の質問に

なろうかと思いますけど、それに今度１晩子どもを見てくれる人がおらんとかいったときに、
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今まで非常に困っておりました。すいません、だからそういったものは、今回大きく５つのメ

ニューをご提案させていただいた中で、子育て支援に充実に今後とも努めてまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 
○ 兼本委員 
 内容は、よく分かってるんですよ。分かってるけど、例えば緊急で出た場合に、当然今おま

かせ会員とかおたすけ会員とかやっとかんと、５時から以降誰さんが迎えに行きますよという

ことを登録しとかんと、子どもを保育所は渡しませんからね。だから、兼本の代わりには人見

という人が行きますよというかたちを言っておかないと、行ったところで子どもは渡しません

よね。だから、そういうことは分かるわけですよ。分かるけど、もしも急にそういうことにな

った場合とか、それから逆に想定した場合、人見が行くというのが人見が具合が悪くなって、

誰か他の者が行くとなったときに、原田が行くとなったときには、どういうふうな対応をする

んですか。いろんなことを想定しないと、せっかくやる事業ですからね、いい事業ですからね、

いろんな事を想定してやった場合に、会員にしてないと駄目ですよというのも、確かに分かり

ます。分かりますけど、そういう子どもさんを持ってる親御さんたちには、全員会員登録させ

て、そして研修を受けさせるというようなかたちのものも、ある意味では必要になってくるか

もわからんわけですよ。だから俗に言う、そういうところでコミュニティづくりをやるという

かたちの中で、地区地区で全部登録させるというようになるかもわからん。例えば、人見が駄

目で原田が行ったときにはどうなるかということも想定して、今からのことですから想定して

やれば、ここでどうするのかと言ったって時間が遅くなりますから、もう答弁いりませんけど、

よくそういうふうなことも想定して、そして出来れば急な病気とか何とかになって、母親が子

ども一人を抱えて本当に誰もいない時に、どうするのかなということもあるかと思うんですよ

ね。ヘルパーさんが家事を手伝いにくるのとは、この事業は違いますからね。子どもを迎えに

いったりする事業ですからね。そこのところは、もう少し検討課題にしていただいて、よりサ

ービスを公平に受けられるように充実したサービスをつくって、折角の新規事業で１６年から

やっと４年かかって予算付けてもらった事業ですからね、そういうことも検討してやってもら

ったら、どうかなと思います。続けて、子育て短期支援事業について、これもどういう事業か

簡単に説明してください。 
○ 児童育成課長 
 保護者が、疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが、一時的に困難にな

った場合に保護を適切に行うことが出来る児童養護施設等において、一時的に養護をする事業

であります。 
○ 兼本委員 
 時間がないから、私が中身も言いますが、これは今度は預かるんじゃなくて、施設に預かる

という事業なんですよね。その施設はどこになるわけですか。 
○ 児童育成課長 
 施設につきましては、鞍手乳児園に打診をしましたところ、受け入れるということで了解を

得ましたので、鞍手乳児園の方にお願いをする予定です。 
○ 兼本委員 
 そうしますと、例えばどっかに泊まりでいかないかんというような時に、連れて行くことが

出来ないと、それから盲腸くらいで二、三日入院せないかんという時に、誰も見てくれる人が

いないから、預けるというようなことでする場合に、鞍手乳児園というところに、自分で連れ

て行って、お願いしますということでやるわけですかね。それと、料金とかはどうなっていま

すか。 
○ 児童育成課長 
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 連れて行くのかどうかということですけど、自分でそこまで連れて行っていただくというこ

とで、料金につきましては、ショートステイ事業ということで、基本料金については、２歳未

満が１泊あたり 5,350 円です。それから、２歳以上で就学前が１泊あたり 2,750 円でございま

す。生活保護世帯、それから非課税世帯につきましては、減免の措置をしております。それか

ら、トワイライトの方につきましては、夕方１６時から２２時までの預かりの保育でありまし

て、それにつきましては基本料金 750 円でしております。減免措置についても、同じように対

応しております。なお、休日につきましては、１０時から２２時までの預かり保育で、基本料

金が 1,350 円でございます。これにつきましても、減免の措置をしております。 
○ 兼本委員 
 ショートステイの 5,350 円、２歳未満はですね。それから、時間を決めての預かり、これは

当然食事代とかは、全部入ってるんですかね。 
○ 児童育成課長 
 食事代も入った中での料金であります。 
○ 兼本委員 
 これを利用しようとする場合は、どのようにして利用するわけですかね。 
○ 児童育成課長 
 児童育成課の方で申請を受けまして利用を決定し、通知をいたしますので、それによって保

護者の方が施設まで送迎をしていただくという格好になります。また、緊急な依頼にも対応で

きるように、申請と同時に決定をすることは無理だとは思いますけど、翌日の依頼等も対応で

きるような迅速な処理をしていきたいと思っております。 
○ 兼本委員 
 鞍手乳児園じゃなくして、飯塚市や嘉麻市など、この近辺で１０分か２０分くらいで行ける

ような場所で、対応してくれるところはないですかね。鞍手といったら、１時間くらいかかる

と思うんですけどね、どこかこの近辺に預かってくれるような場所を是非確保しないと、折角

この事業をやったとしても、１時間もかけて、むしろ車を持たない人は少ないと思うけど、車

を持っていない方は、とても大変だろうと思うわけですけどね。この近辺にないわけですかね。 
○ 児童社会福祉部長 
 今回、提案させていただいております本事業についても、１６年からいろいろ場所を探した

経緯があるわけです。何とか、母子支援施設あたりにお願いをしますけど、受入の了解が得ら

れないと、ようやく昨年になって、いろんな施設を職員は回っております、平成１６年からで

すよ、私が１８年に辞令もらいました、いくら頼んでも無理ですよということでしたが、職員

が度々お願いする中で、距離的には遠いですが、しかし言われるような本当に緊急を要するよ

うな事例については、本当にすぐ対応はします。ある意味職員が動けばいいわけですから。た

だ、そこまでの緊急性があるということであれば、この制度じゃなくて、私は急患センターで

あろうと思っております。もう病気の状態と思います。家庭で忙しいで、例えば県外の親戚が

危篤状態になったと、子どもを連れて行くのはいかがなものかというようなご相談がありまし

たら、私の部の方にも家庭児童相談室がございます。担当が直接的には代わるかも知れません

が、保護課も持っております。ある部分、うちの職員は夜中でも出て行ってやっておりますか

ら、そういった非常に必要性があるケースについては、今も対応しておりますし、そこまで逼

迫しておれば、今回ご提案させていただいておるような事業の内容と別の次元での対応は、住

民の皆さん方が少しでも困らないような、サービスを受けられて良かったなと言っていただけ

るような事業になるように、今後とも職員と一丸となってサービス内容に充実に努めてまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
○ 兼本委員 
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 よろしくはないわけね。そういうふうな意気込みだけは感じますけどね、でも実際にそうい

うふうな市民サービスを受けた方が、今までいるのかいないのか、あなたの話ではいるような

話ですけどね。でも、こういう事業をやった場合に、あくまでもあなたはそれだけの意気込み

を持っておるけど、この事業に対応出来ない人は駄目ですよというのが、役所の窓口でしょう。

決められた、さっき言ったように、会員でしてなかったら、例えば迎えに行くのも駄目ですよ

とはっきり言ったじゃないですか。この場合には、急患センター、病人なみに扱いますよとい

うようなことを言ってね。だからそこに温度差があるわけですよ。だから、そういうふうにや

るなら、折角いい事業でやるなら、そこのところをしっかり考えてやってもらいたいというこ

とを言ってるわけですよ。さっき言ったように、迎えに行くのが急に行かれなくなった、そし

たら当然保育所に誰々さんが行きますよということを保育所なり学童に言うのは、市の方が言

ってやれば分かることなんですよね。市の職員が中に入ってやっていれば済むことなんです。

それから、例えばＮＰＯのところにも急に行ったら、ＮＰＯの人があなた会員してないけど、

そういうことなら仕方ないねということで、市の方に相談してこういう事業をしていいですか

ということで、いいですよと言えばやれる事業なんですよ。でも、さっきは会員じゃないと駄

目だと言ったでしょう。今度は、あなたは市の職員が動けばいいと、全然違うでしょう、温度

差が、だから折角やる事業やったら、そこのところを意思統一してやってもらわんと、担当部

長が代わった場合には、もうこの規定のとおりです、何が悪いですかということになってくる

と、誰も文句言えないようになるわけですよね。そこのところを、きちんとしてもらわんと、

折角いい事業だからということです。あなたが、大きな声出して、私やりますよと言ったって、

やらないとさっき言ったじゃないですか。会員以外は駄目ですよと言ったでしょう。やるんだ

ったら、いいですよ。ゆっくり時間かけてやりましょうか、今から。だから、そういうことで

すよ。だからね、そういうふうなことで、きちっと対応できるんだったら、ＮＰＯというとこ

ろも、何もそういうふうな支援をしてやろうというかたちで、おたすけとおねがい会員を登録

させると、そこに行って電話で具合が悪くどうにもならないのでお願いしますと言ったら、そ

この方が市と相談しながら、動いてやれば済むことでしょうが、だけどそれは会員登録しなけ

れば、研修受けてないと駄目ですよと言って、何かいつもやる、言葉悪いけどお役所仕事にな

ってしまうわけですよ。せっかくいいものでも、だから、本当に子育てを支援しよう、そして

貴重な財源で予算を付けた事業なら、誰もが喜んでもらえるような、市民の皆さん誰もが喜ん

でもらえるような事業をやらないと、せっかく税金使った価値がないでしょうが。そこのとこ

ろをどうですかと確認させてもらってるわけです。もう一つ、産前産後についても同じことで

すけどね。産前産後は読んで字のごとくですから、産前産後はその時の支援でしょうからね、

今度は本人の支援でしょうからね、これは続けてやらせてもらいますが、どのようにして事業

のお願いをしたらいいのか、料金はもしも必要であれば、料金はどのくらいになるのか答弁し

てください。 
○ 児童育成課長 
 サービスの利用方法なんですけど、本庁児童育成課で申請を受けまして、利用の決定通知を

いたします。その後、委託業者に電話をして、ヘルパーの派遣についての打合せをしていただ

くようになります。急な依頼にも、対応出来るように、先ほども申しましたけど、申請と同時

に決定することは無理ということもありますけど、翌日の利用にも対応できるような迅速な対

応をしていきたいと思っております。個人負担につきましては、１回につき２時間以内の利用

ができ、基本利用料は１時間あたり 150 円で、これにつきましても生保世帯、非課税世帯は減

免の措置をしております。 
○ 兼本委員 
 いろいろ申しましたけど、いずれにしましても母子父子家庭等の日常生活支援事業、それか
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ら今質問しました３本、いずれにしましても新規事業で子育て支援ということで、大きな事業

だろうと思います。だからしっかりがんばってもらってね、そして今言うように窓口でトラブ

ルの起こらないように、そして急なそういう人が出たときにどういうふうにするかというある

意味のマニュアルも作って、急な対応のときにはどうするんだということも検討しながら、原

則はこうですよと、しかし例外もありますよというのがサービスしようと思ったら、民間やっ

たら絶対やるんですよ、そういうことは。必ずやりますよ、民間やったら。委託するところも

あれでしょうからね、 後の母子もあそこに委託するんでしょ。シルバーに委託するんだろう

と思いますけどね。そういうところにしたらいろんなことを想定しながら急なときのお助けで

すからね、健康なときに、結婚式に行くからお願いしますというような場合と違って急な病気

とか何とかなった場合はどうするかということも考えて、会員じゃなければダメですよという、

かたいっぽうは会員じゃなくてもがんばってやりますという、そういうことのないようにひと

つ意志の統一をされましてしっかりした子育て支援をやっていただいて飯塚の方に住所を移せ

ば病気になっても、子どもは親が具合が悪くなってもあそこにお願いしたらちゃんと見てくれ

ると。保育所やら学童やらでもちゃんと遅くなったときでも迎えに行ってもらえると。あそこ

で子ども生んだら大丈夫という、全体に言って、どんどん飯塚に入ってくるような人口増にな

るような事業になるようにがんばってもらわないかんと思いますので、どういう展開になった

かというのは来年の決算委員会でも、私が出るか誰が出るか分かりませんけど、どういう事業

かということはまたそのときに成果を見させていただこうと思っておりますけど、がんばって

やってください。 
○ 委員長 
 次に、江口委員の質疑を許します。 
○ 江口委員 
 おおよそ兼本委員の方からお話がありましたので、だぶってる部分は省きまして、今委託先

についてなんです。委託先、産前産後については、シルバー、そしてファミサポについては、

集いの広場、そして鞍手乳児園の話もあっておりましたですよね。こうやってあったんですが、

これはあくまでも委託でやるわけです。そして、どうやら今のお話ですと、随契のようなかた

ちがするわけですが、果たしてそれでよいのかどうかという部分がひっかかるわけです。その

随契の理由についてお聞かせください。 
○ 児童育成課長 
 先ず、母子家庭等日常生活支援事業と産前産後生活支援事業を委託先と考えておりますシル

バー人材センターでございますけど、平成１９年度よりその人的支援及び枠組みを活用した子

育て支援事業の実施を市町村との連携のもとで実施する団体に対し、厚生労働省が助成を行う

高齢者活用子育て支援補助事業を申請し、地域の子育て支援活動に積極的に取り組み、本年度

各研修会や体験活動を行っております。この高齢者活用子育て支援補助事業は、国が２分の１、

社会障がい者福祉課、先ほど説明があったかと思いますが、そこが窓口となって２分の１の補

助金を出し、支援している事業でありますので、その事業の実施につきましては、経験豊富な

高齢者が地域における子育ての担い手として活躍していただけることを期待するものでござい

ます。予算の議決が認められましたなら、地方自治法施行例の規定に基づき、随意契約を結ば

せて頂きたく予算を計上いたしております。次に、子育て短期支援事業でございますけど、こ

の委託先として考えております、先ほど申し上げました小竹乳児園ですが、この子育て短期支

援事業は、児童養護施設において一定期間養育保護を行う事業であり、受入可能な施設にいろ

いろ打診をいたしましたが、なかなか受入先がございませんでしたけど、事業に向けて鞍手乳

児園の方に打診をいたしましたところ、ようやく受入が可能となりました。そういったことで、

今回予算議決を頂ければ、先ほども言いましたように、地方自治法施行例の規定に基づき、随
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意契約を結ばせていただきたいと予算を計上しております。 後に、ファミリーセンター事業

を委託先として考えております集いの広場飯塚ですが、平成１５年より鯰田幼稚園跡地を活用

して、子育て支援活動を積極的に継続的に行ってきた団体で、その活動を安定化するために、

平成１９年１月にＮＰＯ法人格を取得しました。子育て支援活動を目的とした１１団体で構成

されたＮＰＯ法人集いの広場飯塚は、子育て支援に関する情報の提供事業、それから障がい児

及びその保護者の交流事業、それから高齢者と児童との交流事業、それから地域の子育て拠点

の提供事業を展開しております。これからの活動を通じ、ＮＰＯ法人集いの広場飯塚が実施す

る事業の参加や施設利用者は年間１万人にも達しているところでございます。このような非営

利活動による地域に根ざした子育て支援の実績は、飯塚が目指しております協働のまち飯塚を

目指す本市の基本理念に合意しているものであり、ファミリーサポートセンター事業の主たる

事業である会員の募集、それから登録及び援助活動の調整を行うのに適している団体であると

判断をいたしまして、予算の決議を頂ければ地方自治法施行例に基づきまして、随意契約を結

ばせていただきたいというような格好で、予算の計上をいたしております。 
○ 江口委員 
 今のお話の中で、シルバーに関する部分については、厚労省と市との共に２分の１の補助事

業の中で、現在トレーニングをやっていただいているということも含めて、これは一定の理解

をするものです。また、鞍手乳児院についても、実際に用件が合う、そしてまたその用件の中

で引き受けていただく施設が無いというところで、これも私は理解するところでありますが、

後のファミサポなんですが、ファミサポについて集いの広場というお話がありましたが、こ

れについては私は異論があります。実際にファミリーサポート事業を行える団体は、市内に非

営利団体においても複数あると考えられます。勿論、協働というのは大切だと思いますが、協

働を育てる時に、ここにという話をすると、それは違うというふうな話だと思います。飯塚市

がファミリーサポート事業をやるとなれば、それぞれのところで我はと思うところは、手を挙

げて、私達はこういうかたちで運営をしたい、こういったかたちで財政基盤もしっかりしてい

る等の提案をしていただいて、その中から選ぶのが筋かと思っております。そこについては、

契約担当課としっかりと協議の上行っていただきたいということをお願いしたいと思いますが、

よろしいですか。 
○ 児童育成課長 
 先ほども申し上げましたけど、つどいの広場につきましては、委託先につきましてはそのあ

たりを十分検討いたしまして実施していきたいと思っております。 
○ 江口委員 
 いまのお返事は契約担当課ときちんと協議をしてやるということでよろしいですか。 
○ 児童育成課長 
 はい、そのとおりでございます。 
○ 江口委員 
 ありがとうございます。そういったところで変な疑いをもたれることが市があってはならな

いわけです。ファミリーサポートセンター事業についても、たとえば一つではなくて複数のサ

ポートセンターがあることも良かもしれません。一つでスタートするのが普通だと思いますが、

そういったものをあわせてきちんと検討していただきたい。こういったところできちんとお話

をすることで「じゃあ次に私たちは何ができるんだろう」と考えていただける部分がございま

す。そういった芽を摘まないためにもきちんとした部分で対応していただきたい。何もそのＮ

ＰＯつどいの広場については、鯰田幼稚園のあの施設をどうやって利用しようかというところ

からスタートしたんですよね。あそこにつどいの広場自体は複数の団体が集まってできている

団体です。それこそ団体内部での意思統一も必要でしょうし、そこの出入りもあるわけです。
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そういった部分もきちんとあわせて検討していただきたいと思っています。後もう一点ですね。

先ほどからずっときちんと知っていただくことが必要だという部分が出ているわけです。その

点について、市報等でご案内をするというお話がありましたが、この部分について、出前が必

要だというお話がありました。という中で１点提案をしたい点がございます。市報を市役所が

作るのではなくて、外の団体が、ＮＰＯが市報を作っているという市が実際にあります。また、

いろんな子育てに関するもの、何々に関するもの、という部分でそれぞれの団体が会員さん向

けに情報提供しているケースもあるんです。そこでやっていただきたいなと思うのが、市報っ

ていっぱい載っているわけですよ。ポッと読んでスッと置いてしまってわからないという部分

があるんです。いま若いお父さんお母さん、ほとんどの方々が携帯電話をお持ちです。その携

帯電話を活かした部分で若菜小学校とかでも不審者に対する情報の提供等を始めました。メル

マガっていうふうな形でいいとおもうんですが、そういった形でこういった子育て関係の部分

とかを流していただきたいと思うわけです。それにたとえばとある団体がやっていただく。そ

れに対して飯塚市の方はそれを事業委託か何かになろうと思うんですね、どんな形であっても

お金を出す。情報がほしい方々はその団体に登録をする。メールアドレスだけでも構わないと

かいうふうな形ですね。そうすると、こういったものを定期的に少しずつ送ることができる。

そして、ああこんなことがあるんだねっていう部分を読むことができるサービスが考えられま

す。そういった部分を含めて広報について十分考えていただきたい。それこそ九工大なり何な

りをかかえながらＩＴという部分で地域振興を目指す飯塚としてはその部分をしっかりやって

いただきたいと思います。検討していただけますか。 
○ 児童育成課長 
 江口委員のほうからご提案していただきましたことに対しましては今後十分検討をしていき

たいというふうに考えております。 
○ 江口委員 
 ぜひいい検討を、結果をお待ちしております。また、この部分については他の各担当の部分

でも言えることです。その部分を皆さま方の検討をお願いしたいと思います。 
○ 委員長 
 次に川上委員の質疑を許します。 
○ 川上委員 
 ９８ページ生活保護費について伺いますけども、特に９９ページの扶助費について予算の面

では関わってくると思います。先ず、扶助費が今年度予算 9,225,110,000 円ということで、前

年比で 76,143,000 円減額になってます。この予算計上について、どうしてこういうふうにな

っているのかお尋ねします。 
○ 保護１課長 
 扶助費につきましては、１９年度決算見込額に平成１９年４月から１０月までの伸び率２％

を乗じて算出しております。それで、こういうふうな金額になったわけでございますが、１９

年度の決算見込と比較いたしますと、152,210,000 円程増えております。それで、減額になっ

ておりますが、１９年度の決算見込よりも増額となっておるということでございます。 
○ 川上委員 
 分かりました。それにしても予算としては、マイナスなんですね。いずれにしても、生活保

護のことですから、必要に応じて予算増額ということに当然なると思うんですが、被保護世帯

あるいは人員の全国的な動向は、今どうなっていますか。 
○ 保護１課長 
 飯塚の保護の動向といたしましては、１９年度１月現在で世帯数が４，０５５世帯人員は６，

１４８人、保護率が４６.３パーミリとなっております。それから、福岡県につきましては、世
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帯数３６，０８４世帯、人員５４，３２９人、保護率２０.５パーミリでございます。全国とい

たしましては、１，０９４，２７６世帯、１，５２８，７２５人で保護率１２.０パーミリとな

っております。 
○ 川上委員 
 全国的な動向を先に見てみますと、生活保護法が制定された暫くの後に、全国的には２００

万世帯だったんですね。勿論、今の人口規模を考えてみれば比重はもっと大きいんですが、そ

れで景気の動向とかいろんなことがあるんですが、小泉構造改革の始まる前が７４万世帯なん

ですね。小泉構造改革が終わってみると、今は、１，０９４，０００世帯ということなんです。

人員にすると１，５２０，０００人なんですね。ここに自民公明の小泉改革の重大な結果が表

れているわけですね。国民に痛みを押し付けても構わないというやりかたの姿がここにあるわ

けです。こういう状況の中で、全国各地で都市部でも農村部でも餓死者が出る、そういう状況

がうまれてますね。生活保護を受けている方も、高齢の方、障がいのある方だけではなくて、

稼働能力があるけど働く場所が無い、そういう比較的若い方々も生活保護に頼らざるをえない、

そういう事態がうまれているわけですね。そこで、本市の状況はどうかということなんですが、

先ほどお話がありました。４，０５５世帯の６，１４８人ということです。本市のおいても生

活保護の役割が非常に重要だろうと思うんです。そこで、今全国的にでも、あるいは本市でも

いいんですけど、生活保護の水準がありますね、それ以下の状態にある方々の中で、どのくら

いの割合の方々が生活保護を受けておられるんですか。 
○ 保護１課長 
 今、質問委員が言われましたのは、保護の補足率だと思いますが、この補足率というのは、

生活保護の受給資格のある人の間で、どれだけの人が生活保護を実際にもらっているかという

統計でございます。ドイツでは７０％以上、イギリスでは８０％以上、日本では厚生労働省が

こういう統計を出していないようですが、学者の間では日本では２０％くらいだということが

言われております。 
○ 川上委員 
 そうですね、参議院の決算委員会が２月１０日にあって、我党の仁比聡平参議院議員が桝添

厚生労働大臣に質疑したわけですけども、その時に大臣が答弁した会議録があります。いろん

な大学の先生方が、この生活保護の補足率を推計した研究を行っています。１８.５％とか４

０％とか、低い方は６.５％、いろいろそういうことがございますと言ってるんですね。高いと

ころで、だいたい４０％くらいではないかと、低いところは、６.５％ではないかというふうに

大臣が言ってるわけです。これは、生活保護の水準以下の暮らしをしてるんだけど、いろいろ

ながんばりで苦しみながらも保護を受けないで、あるいは受けさせてもらえないでいるという

方々がおられるんですが、こういう方々の中で、窮迫の状態に陥ることがありますね。この窮

迫の状態というのは、生活保護法の規定にあるわけですけれど、どういう状態ですか。 
○ 保護１課長 
 窮迫の状態ということでございますが、病気であって倒れて動けないとか、食事代が無くて

餓死する恐れのある方が、窮迫の状態だと認識しております。 
○ 川上委員 
 昨年１１月２２日に７０歳の女性が、浜松の市役所玄関ロビーで心配停止状態であったわけ

ですね、午後１時半くらいです。職員が見守っておったと、それで通りかかりの方がどうした

のということで、救急車を呼んで病院に運んだけども、深夜亡くなったわけです。この方は、

元々浜松駅で倒れていたのを、交番の警官が発見して救急隊を呼んだんです。まだ意識があっ

て会話が出来ましたからどうしたのと言うと、四日間食べてないと。それで救急隊が、ちょっ

と分かりにくいんですけど、すぐに病院に運ばずに福祉の方に連絡をとったんです、浜松の、
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そうすると救急隊員は、この方は病院には行きたくないと、ご飯が食べたいと言ってるという

ふうに言ったところ、福祉課の方が連れてきてくださいと、だから救急隊は病院に行かないで

福祉に連れていったわけですね。そしたら、気温１１度と書いてましたけど、福祉の方が出て

きてその方に、アルファ米というのを渡したそうです。お湯で膨らましたりするんでしょ、感

想米ですね。お湯で２０分くらいかかるそうですね。水だったら、もっとかかるそうです。そ

れを渡して、引き返したらしいです。そこで何時間もその７０歳の女性は胸にアルファ米を持

ったまま、横に倒れてしまったんですね。その館に彼女が口にしたものは、守衛の方が紙コッ

プに注いだ水だけですよ。そういうことが、浜松で起きてます。私は、この間飯塚市の福祉事

務所生活保護課のいろんな対応を見てまして、こういうことは飯塚では起こらないだろうなと

いうふうには思うんですよ。今、課長が答弁されてますが、この浜松の話、これは新聞赤旗に

載せたことなんですが、聞かれてどう思われますか。私は、まさか飯塚ではと思いますが、し

かし浜松でも、まさか浜松ではというふうにあったと思うんですよね、これはどうですか。 
○ 保護１課長 
 生活保護法第２５条第１項で、保護の実施機関は要保護者が窮迫した状況にある時は、速や

かに職権をもって保権の種類及び程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならないとの

規定がございます。本市におきましては、例えばホームレスの方などが傷病のため救急車で病

院に搬送され、病院からの連絡で保護を開始するケースがあります。要保護者が、窮迫した状

態にある時は、出来るだけ速く保護の種類、程度、方法を決定し、保護を開始しております。 
○ 川上委員 
 そこで、通常保護申請を口頭か文書でしますね、口頭でも受理されると思うんですが、２週

間で決定しなければならないということになってますね、違いますか。 
○ 保護１課長 
 保護の開始につきましては、生活保護法第２４条第３項に基づき、保護の開始は申請のあっ

た日から１４日以内にしなければならない、ただし、扶養義務者の資産状況の調査に時間を要

する等特別な理由がある場合には、これを３０日まで延ばすことが出来る、この場合は、書面

にその理由を明示しなければならないとなっております。生活保護法に基づく扶養義務調査、

それから預貯金調査、生命保険調査、病状調査等をする中で、各機関からの回答が遅れる場合、

調査日数を要しております。また、申請された方が病状調査のための検診命令に従わない場合

や必要な書類の提出が遅れるなどで、１４日以内に開始出来ない場合がありますが、他のケー

スワーカーの応援によりまして、１４日以内に保護の開始が出来るよう努力しているところで

ございます。 
○ 川上委員 
 そのただし書きによる、こと以外による遅延というのはありませんか。 
○ 保護１課長 
 ３０日に達する、以上になる件数は、今年になりまして５件ほどありますけど、それは３１

日から２日かかったのがございます。 
○ 川上委員 
 もうそろそろあれですが、２週間で決定、１４日でと言ってるのは、どうして１４日という

ふうになってるんですか、そもそも。 
○ 保護１課長 
 すいません、ちょっとそこまで勉強しておりません。 
○ 川上委員 
 １４日と言うからには、１５日から先は、この方は生きていけないというか、 低限の生活

を下回るだろうと憲法２５条から外れた状態に陥るだろうということで、そういうことになっ
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てるわけですよ。もう厳しく言えば、この方は１５日以降に生命の危険さえ生じかねないとい

う状態だと私は思うわけです。それが更に２週間過ぎる、その時にいろんな事情があるんでし

ょうけど、見守りと言うかサポートがきちんと出来んといけないと思うんですね。実は、私が

近これが事実ならとんでもないことだと思うんですが、２週間を過ぎようとしている方がお

られたんですね、職員に相談したら、議会があっているので決裁が出ないというふうに言われ

たと言うんですよ。明らかに、おかしいですね。どこかで詰まってるんでしょうけど、しかし

現実に申請した方が聞かれた言葉は、議会が理由になっているわけですいよ。とんでもないこ

とだと思うんですね。それで、私は保護課の皆さんが努力されていると思います。思いますけ

ど、一層の努力を、生命にも関わることなので、お願いしてこの質問を終わります。 
○ 委員長 
 次に安藤委員の質疑を許します。 
○ 安藤委員 
 同じ生活保護費についてなんですけど、多分全然違う視点で私は喋らせていただきたいなと

思っております。先ほど、私もいろいろ勉強不足ではございますけど、補足率というお話が出

ておりまして、ドイツでは７０％以上、日本は２０％以上ではないかというような言葉を聞い

て、日本も捨てたもんじゃないなと、がんばっている人たちが沢山いるんだなと、本当に感動

したのが今の補足率についてでございます。本当に、見る視点が違うと全然違うわけですけど、

私にとってみれば、この 9,225,000,000 円という数字は、凄い数字だなと、飯塚市全体の予算

の中でも、この数字の占める重みは凄いなというふうに思っております。先ほども、この保護

率のパーミリですか、出ておりましたけれども、それが全国平均の４倍に達している。そうい

う部分もしっかり精査しなけりゃいけないんじゃないかなというふうに思っております。先ず、

どういう体制で、前線にたってケースワーカーの皆さん本当にがんばってあると思います。い

ろんな事例がある中で、前線にたってやられるケースワーカーの身になってみると、本当に大

変じゃないかなと思いますけど、先ずどういう体制でされているのかお聞かせください。 
○ 保護２課長 
 保護課の体制でございますけど、２課８係、課長以下７１名で、そのうちケースワーカー４

９名、それを指導します係長７名、各ケースワーカーと申請の相談を受ける２名の面接相談員、

就労支援と威圧的な被保護者の指導にあたっていただいております警察ＯＢ職員１名を配置し

て事務の執行にあたっているところです。 
○ 安藤委員 
 業務を聞きますと、大変ハードな業務をこなしてあるというふうにも聞いております。それ

と、先ほどもちょっと触れましたけど、全国の平均の４倍になってるということですけど、そ

の要因についてどのようにお考えでしょうか。 
○ 保護２課長 
 全国平均の４倍ということでございますけど、先ず飯塚市の保護の推移を見ていきたいと思

います。昭和３０年代における保護に関する本市のデータが存在しないために、県の状況から

推察いたしますと、３０年頃までは本市の保護率は全国の水準とほぼ変わらないものであった

と思われます。昭和２９年頃から石炭産業の不況を主因といたしまして、保護率は急激に上昇

の傾向をたどっていきます。昭和４０年の本市の保護率は、１４６.２パーミリとなっておりま

す。これは、当時全国の保護率と比べますと、８.７９７倍、県平均の２.５４倍にあたります。

その後、経済情勢が好転するとともに、産炭地域振興施策等の充実が図られまして、保護率は

年々減少していきます。平成７年に３２.１パーミリまで減少いたしましたが、近年は長引く景

気低迷などによりまして、じょじょに高くなります。平成２０年１月末では、４６.３パーミリ

となっております。本市の保護率の高い要因につきましては、石炭産業の好不況に左右されて
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きたもので、石炭産業の衰退の影響を未だに少なからず受けているものだと考えております。

また、平成１９年１２月時点での有効求人倍率は、全国が０.９８倍、福岡県０.７１倍、それ

から飯塚地区で０.５８倍となっており、常に低い状況にあることから、厳しい雇用条件及び高

齢化の進行が保護率増加の要因の一つと考えております。 
○ 安藤委員 
 今のご回答ですと、石炭産業の後遺症があると、何か信じられないようなお話なんですけど、

その他の要因といたしましては、有効求人倍率とか高齢化というのもありますけど、それでは

同じ旧産炭地と言われている大牟田市において、保護率が大牟田市よりも本市の方が高くなっ

ていると、その要因についてはどのようにお考えですか。 
○ 保護２課長 
 大牟田市と飯塚市の人口規模は大差ありませんが、平成２０年１月末の保護率は、飯塚市４

６.３パーミリ、筑豊地域で申しますと田川市４８.９パーミリ、嘉麻市６２.０パーミリ、県の

田川郡１０６.５パーミリ、大牟田市で３０.７パーミリとなっています。本市の保護率が大牟

田市と比較いたしまして、１５.６パーミリ高い理由として考えられるところは、平成１９年１

２月の有効求人倍率で、飯塚地区が０.５８倍に対しまして、大牟田地区では０.７２倍と高く

なっております。この他に、大牟田地区の交通の条件と利便性として、この部分を考えますと、

仕事が見付け易い状況にあるのではないかと、それと大手企業があることで雇用の場が多いの

ではないかということが推測されます。また、同じ産炭地域でも、炭鉱の規模からしますと、

探鉱での就労者が飯塚市に比べて少なかったことなどが、保護率に影響しているのではないか

と考えております。 
○ 安藤委員 
 本当に果たしてそうなのかなというふうに、疑問を感じざるを得ないというのが、先ほど兼

本委員からも出ておりましたけど、介護タクシーの不正受給ですね。きっちりとした精査が出

来ているのかな、本当に困った人に対しては、これは国の制度でありますので、そういう方は

守っていかなくてはいけないのは当然だとは思いますし、スピード化していかなくてはいけな

いという部位分は、そうなんでしょうけれども、ある意味北海道で言われるみたいに、何億も

使ってしまったと、そういうチェック体制自身がこちらで出来ているのかなと、先ほど兼本委

員からも出ていましたけど、実際に飯塚でそういう介護タクシーと言いますか、そういう病院

に通うために使われる事例で、どれくらい使われているかというのが分かりましたら、お知ら

せください。 
○ 保護２課長 
 本市におきまして、平成１８年度で、通院費等で支給した延べ世帯数は、７，３７７世帯で

ございます。総額にいたしまして、31,929,556 円となっております。１ヶ月の１世帯あたりの

平均にしますと、4,328 円ということになります。本市の中で、一番タクシーなどを利用して

通院しているのはということですが、一番高い医療移送費を支給しているケースがございます。

それは、週３回の人工透析を行っている方でございまして、本市から直方市の病院に通院して

おる被保護者でございます。月額約 50,000 円程度の医療移送費を支給しているところでござ

います。 
○ 安藤委員 
 先ほどの障がい者に対するものと比べると、手厚いなというふうに思ったりしますし、先ほ

ど北海道の事例じゃないですけど、そこまでのチェック機能がきっちり果たしているというふ

うに私は信じております。先ほども申しましたけど、この制度の重要性というのは私は十分認

識しておりますし、ある部分適正にきちんとした審査がなされているかどうかというのが、一

番求められるところでございますので、この適正化のための対策はどのようにされたおります
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でしょうか。 
○ 保護２課長 
 医療機関等への通院等につきましては、基本的には公共交通機関の利用をしていただいてお

ります。本人の病状により、電車やバス等公共交通機関の利用が困難な人など、どうしてもタ

クシーの利用が必要な場合については、主治医、それから嘱託医と十分協議おいたしまして、

認定をしているところでございます。 
○ 安藤委員 
 ある意味、この受給をされる方というのは、費保護者の方なですけれど、いろんなパターン

があると思うんですね。病気で働けない、高齢化していると、いろんなパターンがありますけ

ど、飯塚市の現状としてどこがどこらへんの％か、そこらへん分かりましたらお答えください。 
○ 保護２課長 
 すみません、もう一度質問の方をお願いいたします。 
○ 安藤委員 
 いろんなパターンがあると思うんですけど、本市の場合、病気のために働けなくって生活保

護を頂いている、それから高齢のためにどうしても生活保護費を頂かなくてはいけない、母子

家庭の場合もあるでしょうし、いろんなパターンがあると思いますが、そういう区分の内訳と

いうのが分かりましたらお知らせください。 
○ 保護２課長 
 １８年度末現在でございますけど、高齢世帯、構成比で申しますと４２.５％でございます。

それから、傷病、障がい世帯等につきましては２９.７％となっております。 
○ 安藤委員 
 では残りが、その他ということでしょうか。 
○ 保護２課長 
 その他が、母子世帯８.８％、それからその他の世帯が１９．０％でございます。 
○ 安藤委員 
 その他と言われる部分ですけど、１９％あるということでございます。いろんな事情がある

と思いますけど、そこの中に就労支援というのも一つあると思うんですよね。そういう部分で、

そこらへんをどのように取組んでいるのか聞かせてください。 
○ 保護２課長 
 生活保護の適正な運用のため、保護の相談に来られた方への相談業務におきまして、保護に

優先する他方他施策の活用など、具体的な解決方法の助言が出来るように相談業務体制の充実

や保護を受けられておる方で、就労支援を職業安定所との連携によりまして行っているところ

でございます。福祉事務所の職員と、職業安定所が連携を図りつつ支援を行っており、稼働能

力や就労の意欲がある被保護者に対して、各々対象者の対応、ニーズ等に応じた就労支援を行

っておるところでございます。先ほど申し上げました保護課の体制によりまして、職員一丸と

なりまして生活保護業務の適正実施に努めているところでございます。 
○ 安藤委員 
 働く場所が無いというのも、一つの理由になってるかとは思いますが、そこらへんでしっか

りとした就労支援をやっていただいて、その中でしかりとした適正化のために、もう一度ご尽

力を賜ればいいかなというふうに思います。私はよく教育の問題を一般質問あたりでさせてい

ただくんですけど、筑豊教育事務所の管内の全国学力テストの平均点が低いと、全国レベルか

ら比べても低いですし、県内レベルからでも低いというところが、ある意味この生活保護率の

高さに、ある部分つながっているような気もしてならないわけです。私は、教育の時にいつも

言いますけど、教育は教育だけに限らず、いろんなものの施策が絡まり合って、教育力のアッ
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プにつながっていくんじゃないかなと常に思ってますんで、そういう部分も含めまして、是非

保護につきまして、今後更なる精査を続けて頂きたいというふうに思いまして、終わります。 
○ 委員長 
 次に質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑は、ありませんか。 
○ 上野委員 
 さっと終わりますので、さっと答えてください。９６ページ委託料の一番下、児童クラブ運

営等委託料があります。183,630,000 円、委託先が飯塚市青少年健全育成会連絡協議会、これ

今年度初めて委託されると思いますが、この組織、どんな方々が何人で組織されている協議会

なのか教えてください。 
○ 児童社会福祉部長 
 飯塚市青少年健全育成会協議会でございまして、合併直後は新市での団体の統合は出来てお

りませんでした。昨年、１９年の６月くらいに、市内１３地区の青少年健全育成会で組織する、

飯塚で一番青少年活動に熱心な地域活動をされております団体です。申し訳ありません、会員

数については、ちょっと私が数字は把握いたしておりません。 
○ 上野委員 
 協議会にも事務局があるんですが、今度の再任用とかで何人か入られていると思うんですが、

分かったら教えていただけますか。 
○ 児童社会福祉部長 
 青少健の構成員の方に、嘱託職員の方やなんかはおってありません。ただ、クラブ事業を委

託する中で、嘱託職員さんが、今児童育成課の中に７名人員配置されております。再任用職員

は、一人もいません。 
○ 上野委員 
 分かりました、 後に一つ、これは市の関係部署で直接やることなく、この協議会に委託す

る意味、利点を教えていただきたい。 
○ 児童社会福祉部長 
 合併前に１市４町でそれぞれ運営のやり方が違っておりました。それで、新市になりまして、

新市の青少年健全育成会に委託をさせていただいております。地域の子育て支援につきまして

は、協働のまちづくりを進める中で、地域の皆さん方、それと地域の保護者会、それと地域の

住民の方が一体となって、放課後の子どもさん方の健全育成事業を実施していただくという意

味合いも含めまして、青少健に事業の委託をお願いしておるところでございます。 
○ 委員長 
 他に質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 
 他に質疑は無いようですから、質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。議案第９号については、本日の審査をこの程度にとどめ、明日３月１４

日金曜日午前１０時から委員会を開き、審査いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 
 ご異議なしと認めます。よって、議案第９号については、本日の審査をこの程度にとどめ、

明日３月１４日金曜日午前１０時から委員会を開き審査することに決定いたしました。 
 以上をもちまして、平成２０年度一般会計予算特別委員会を散会いたします。大変お疲れ様

でした。 


